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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、

令和５年行政監査、令和６年定例監査、令和６年工事監査、令和６年財政援

助団体等監査、令和６年行政監査、令和７年定例監査、令和６年度公営企業

各会計決算審査及び令和６年度各会計歳入歳出決算審査の結果に基づき講じ

た措置について、東京都知事等関係機関から通知があったので、次のとおり

公表する。 

 

令和７年１２月２日 

 

 

 

 

 

 

 

東京都監査委員 保 坂 まさひろ 

同       中 村 ひろし 

同       茂 垣 之 雄 

同       後 藤 靖 子 

同       小 粥 純 子 
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第１ 措 置 の 概 要 

 

１ 措置状況 

東京都監査委員は、各種監査等で指摘又は意見・要望をした事項について、年２回、

指摘等を受けた知事等関係機関（各局等）がどのような措置を行っているか報告を求

め、各局等が講じた措置を公表している。 

「令和７年監査結果に基づき知事等が講じた措置（第２回）」は、各局等が令和７年

４月から同年１０月までに講じた措置内容について取りまとめたものである。 

表１のとおり、前回令和７年第１回報告（令和７年６月公表）で未改善とされた令

和５年及び令和６年の監査における指摘等５２件に、今回新規に措置対象となった令

和７年定例監査などの指摘等９０件を加え、合わせて１４２件のうち、７５件が改善

され、残る未改善６７件は次回以降に措置される予定である。 

また、監査種別ごとの措置状況は、次ページ表２のとおりである。 

 

（表１）現在の措置状況 
前回未改善 

(a) 
今回新規分 

(b) 
今回措置対象 

(c=a+b) 
今回改善済 

(d) 
未改善 

(e=c-d) 

５２ ９０ １４２ ７５ ６７ 

 

監査の指摘等に対し知事等が講じた是正・再発防止や改善といった措置のうち、都

民に監査を知っていただく上で参考となる主な事例を、３ページ以降に掲げている。 

 

○ 公の施設の指定管理業務と委託業務との区分を明確にし、委託料の精算を適正

に行わせたもの（令和５年行政監査） 

○ 建設仮勘定の過大計上について、全件を点検し、自ら発見した案件と併せて適

切な処理を実施したもの（令和６年度決算審査） など 

 

今後、各局等には、本報告書に記載されている事例を参考に、適切な内部統制の構

築と運用に取り組み、全庁共通して発生し得る誤りや、繰り返し起こり得る誤りにつ

いて、実効性ある再発防止又は未然防止の対策を講じることを期待する。 

また、こうした措置内容を公表することにより、都の監査に対する都民の理解促進

に寄与することができれば幸いである。 
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（表２）監査種別ごとの措置状況 

（単位：件） 

監査 
実施 
年 

監査種別 
監査実施 
期  間 

結果内訳 
指摘等 
件数 
A 

前回まで
に改善済 

B 

今回措置
対象 
C=A-B 

今回 
改善済 

D 

 
未改善 
C-D 

令和 
5 年 

財政援助団体等

監査 

令和 5.9.4 

～ 

令和 6.2.1 

指 摘 48 47 1 － 1 

意見・要望 2 2 － － － 

計 50 49 1 － 1 

行政監査 

令和 5.9.4 

～ 

令和 6.2.1 

指 摘 20 17 3 3 － 

意見・要望 16 12 4 4 － 

計 36 29 7 7 － 

令和 
6 年 

定例監査 

令和 6.1.5 

～ 

令和 6.9.5 

指 摘 58 52 6 6 － 

意見・要望 5 4 1 1 － 

計 63 56 7 7 － 

工事監査 

令和 6.1.9 

～ 

令和 7.1.9 

指 摘 22 20 2 2 － 

意見・要望 － － － － － 

計 22 20 2 2 － 

財政援助団体等

監査 

令和 6.9.9 

～ 

令和 7.1.30 

指 摘 40 15 25 5 20 

意見・要望 2 － 2 1 1 

計 42 15 27 6 21 

行政監査 

令和 6.9.9 

～ 

令和 7.1.30 

指 摘 4 1 3 2 1 

意見・要望 5 － 5 4 1 

計 9 1 8 6 2 

前回未改善 

指 摘 192 152 40 18 22 

意見・要望 30 18 12 10 2 

計 222 170 52 28 24 

令和 
7 年 

定例監査 

令和 7.1.7 

～ 

令和 7.9.4 

指 摘 55 － 55 28 27 

意見・要望 11 － 11 6 5 

計 66 － 66 34 32 

公営企業各会計

決算審査 

令和 7.6.2 

～ 

令和 7.9.4 

指 摘 1 － 1 1 － 

意見・要望 － － － － － 

計 1 － 1 1 － 

各会計歳入歳出

決算審査 

令和 7.7.7 

～ 

令和 7.9.4 

指 摘 23 － 23 12 11 

意見・要望 － － － － － 

計 23 － 23 12 11 

今回新規分 

指 摘 79 － 79 41 38 

意見・要望 11 － 11 6 5 

計 90 － 90 47 43 

合       計 

指 摘 271 152 119 59 60 

意見・要望 41 18 23 16 7 

計 312 170 142 75 67 
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２ 主な措置事例 

監査の指摘等に対し知事等が講じた是正・再発防止や改善といった措置の中から、

① 経費の節減や収入の確保につながったもの、② 都民サービスの改善に直結する

もの、③ 都民の安全・安心の確保に資するもの、④ 事務執行上の課題が大きいも

のなど、都民に監査を知っていただく上で参考となる事例を選定している。 

 

 

p.15 産業労働局 No.2（令和５年行政監査） 

指摘の概要 

局は、多摩産業交流センターにおいて公の施設の指定管理業務を指定管理者に行

わせるとともに、センター共用部分の管理運営等をこの指定管理者に委託している。 

これらの業務の経理状況及び履行状況を確認したところ、指定管理業務と委託業

務の区分経理が不適切であった。 

このため、指定管理者に区分経理の適正化を求めるとともに、局に業務区分の明

確化や指定管理者への指導徹底を求めた。 

措置の概要 

局は、令和４年度の指定管理業務・委託業務の精算額を確定し、指定管理者から

令和６年度末までに２，００７万円の返還を受けた。 

また、指定管理者に行わせる指定管理業務と委託業務とを明確に区分し、令和７年

度の管理運営実施計画に反映するとともに、委託業務については仕様書にも業務内

容を明確に記述し、指定管理者への周知・指導を徹底した。 

 

  

公の施設の指定管理業務と委託業務との区分を明確にし、委託料の精算を適正

に行わせたもの【①関連】 

- 3 -－3－



 

 
p.54 主税局 No.34（令和７年定例監査） 

指摘の概要 

固定資産税等の課税軽減措置の対象となる小規模住宅用地の認定について見たと

ころ、用途認定の前提となる家屋の利用状況が、居住用から旅館又は店舗・事務所

に変更されているものがあった。 

これは、局が土地の利用状況の変更を把握できず、小規模住宅用地の認定をした

ままでいたものであり、その結果、課税不足が生じていた。 

そこで、実際の土地の利用状況に応じ、用途の認定を適正に行うよう求めた。 

措置の概要 

局は、これらの土地の認定を非住宅用地に修正し、課税不足となっていた固定資

産税等３１８万円を賦課徴収した。 

また、旅館業の許可を受けている施設の敷地に対する取扱いを都税事務所に改め

て周知するとともに、各都税事務所への巡回事務指導で適正な認定を行うよう指導

するなど、再発防止の徹底を図った。 

 

 

p.45 総務局 No.26（令和６年行政監査） 

意見・要望の概要 

局は、帰宅困難者受入れのための都立一時滞在施設に、３日分の飲料水や食料等

の備蓄品を配備し、その期限到来分の備蓄品も局が提供している。 
しかしながら、一部の食料については、能登半島地震の影響により、例年より納

品予定が遅くなったこともあり、備蓄分の回収から新規納品まで約３か月間備蓄品

が不足する状態が生じていたことから、発災時に備蓄が不足することのないよう、

計画的に更新するよう要望した。 
措置の概要 

局は、災害用備蓄品の更新に当たり、購入及び搬送契約を備蓄品の期限に応じて

締結し、各都立一時滞在施設で回収と納品を同時に完了できるよう見直し、これに

より、効率的かつ有効な備蓄品の更新を実現した。 

また、令和８年度までの更新計画を策定し、各種契約スケジュール等を明記する

とともに、毎年度、計画を更新していくこととした。 

  

土地の用途の認定を修正の上、更正後の税額で納付を受けたもの【①関連】 

災害用備蓄品が不足することのないよう、契約を見直すとともに、更新計画を

作成することとしたもの【②・③関連】 
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p.32 水道局 No.16（令和６年工事監査） 

指摘の概要 

局は、長期にわたる給水所の築造工事を行っており、これまで受注者から急激な

物価変動に対応するインフレスライド条項に基づく契約金額の変更請求を４回受け

ていたが、これらを工期末にまとめて行うこととしていた。 
制度の趣旨を踏まえ、受注者から契約金額の変更請求を受けた場合には、都度、

契約変更を行う必要があることから、手続を適切に行うよう求めた。 
措置の概要 

局は、当該工事で受注者から当該条項に基づき行われた全ての契約金額変更請求

に対し、適切な契約変更を実施し、履行を確認した部分の支払を完了した。 

また、今後は、受注者と協力して速やかな契約変更を行うため、当該部における

受注者との初回打合せで当該条項について書面により説明し、確認するとともに、

制度の趣旨を継続的に周知徹底することとした。 

 

 

p.69 港湾局 No.47（令和７年定例監査） 

指摘の概要 

都工事施行規程では、二会計年度以上にわたる工事の工期末を含まない年度は、

重要な変更を除き、年度末までに一括して工事（契約）変更することができる。 

局は、令和５年度から同７年度にかけて旧晴海鉄道橋の遊歩道化工事を契約して

おり、本件契約を見たところ、令和６年６月と同年１１月に鋼材数量を変更したに

もかかわらず、令和６年度末までに契約変更手続をしていなかった。 

そこで、契約変更手続を適正に行うよう求めた。 

措置の概要 

局は、「局違算等再発防止対策検討ＰＴ」や監査結果説明会で本事例を取り上げ、

局全体で本事例の再発防止の周知徹底を図った。 

また、工事監督者向け研修の資料に契約変更手続を追加し、広く関係部署職員を

この研修に参加させることで注意喚起を行い、再発防止の徹底を図った。   

インフレスライド条項に基づく全ての契約変更申請に対し適切な契約変更を

実施し、併せて制度の周知徹底及び適正運用を図ったもの【④関連】 

工事（契約）変更手続について、ＰＴや研修で指摘事例を取り上げ、制度理解

の促進と再発防止を図ったもの【④関連】 
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p.86 下水道局 No.63（令和６年度公営企業各会計決算審査） 

指摘の概要 

令和６年度末における建設仮勘定の内訳を見たところ、平成２６年度の施設廃止

により固定資産の除却処理を行い費用計上すべきであったポンプ所の構造物撤去や

建物解体に係る費用を建設仮勘定に計上していた。 

そこで、建設仮勘定の計上を適切に行うよう求めた。 

措置の概要 

局は、建設仮勘定全件について類似案件の有無を点検した結果、他の施設でも誤

りがあったため、これら２施設に係る建設仮勘定について必要な固定資産の除却処

理を行うとともに、令和７年度の固定資産除却費として計上した。 

また、本事例を踏まえ、適正な執行科目について局内周知を行い、今後の事務処

理の適正化を図った。 

建設仮勘定の過大計上について、全件を点検し、自ら発見した案件と併せて適

切な処理を実施したもの【④関連】 
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第２ 通 知 の 内 容 

 

１ 是正・改善措置等の概要 

今回、各局等から措置を講じた旨の通知があった事項（改善済事項）の措置区分別

件数（措置区分が複数含まれるものについては該当する措置区分を全て計上）は、

表３のとおりである。 

事務処理等の改善など、是正・改善措置６３件、ルール・体制の構築など、再発防

止の取組８８件、合計１５１件の改善措置が講じられた。 

 

（表３）監査種別ごとの措置区分別件数 

措置区分 

 

監査実施年 

 監査種別 

１ 是正・改善措置 ２ 再発防止の取組 
合計 

ア イ ウ エ 計 ア イ ウ エ 計 

令和 

5 年 
行政監査 

- - - 6 6 - - 1 - 1 7 

1 - - 6 7 - 1 2 - 3 10 

令和 

6 年 

定例監査 
- 3 - 1 4 - 2 1 - 3 7 

- 4 - 2 6 - 3 1 5 9 15 

工事監査 
- - - 1 1 - - - 1 1 2 

- - - 1 1 - - 1 2 3 4 

財 政 援 助

団 体 等 監

査 

- 1 - 1 2 2 - 1 1 4 6 

- 1 1 1 3 2 - 2 2 6 9 

行政監査 
- 1 - 4 5 - - - 1 1 6 

- 1 - 5 6 - - - 3 3 9 

令和 

7 年 

定例監査 
10 - - 14 24 - 1 4 5 10 34 

11 - 1 15 27 - 2 18 26 46 73 

公 営 企 業

各 会 計 決

算審査 

- - 1 - 1 - - - - - 1 

- - 1 - 1 - - - 1 1 2 

各 会 計 歳

入 歳 出 決

算審査 

- - 8 - 8 - - 1 3 4 12 

- - 12 - 12 - - 8 9 17 29 

合計 
10 5 9 27 51 2 3 8 11 24 75 

12 6 15 30 63 2 6 32 48 88 151 

（注１）措置区分の具体的事項は、別注のとおり 

（注２）上段（網掛あり）：措置区分のうち主なものを一つ選定した場合の数値 

下段（網掛なし）：措置区分が複数含まれるものを全て選定した場合の数値 
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（別注）措置区分の具体的事項 

措置区分 主な事項 

1 是正・改善措置 

ア 返還・戻入等 
過大交付した補助金、過大支出した契約代金等が返還されたもの 

都税、使用料等の債権を追加徴収したもの 

イ 財産・物品管理 

土地・建物、物品等の管理状況を改善したもの 

土地・建物、物品等の占用・使用許可手続を是正したもの 

工作物、設備、物品等を修理・交換したもの 

ウ 会計処理 

決算関係書類の計数を修正したもの 

財産に関する調書への登載誤りを修正したもの 

調定登録されていなかった歳入を適正に処理したもの 

科目又は年度を誤って歳出処理したものを是正したもの 

エ 事務処理等 

法令等に基づいた事務手続に是正したもの 

契約中の工事、事業内容等を是正したもの 

マニュアル等に基づいた債権管理を行うよう是正したもの 

事務処理等をより効果的・効率的な内容に改善したもの 

2 再発防止の取組 

ア 要綱等の制定・

改正 
要綱、指針、基準等を新たに制定・改正したもの 

イ 契約・仕様等の

見直し 

関連又は類似の契約に係る工事、事業内容等を是正したもの 

特記仕様書等への記載事項を見直したもの 

報告書等の様式を改めたもの 

ウ ルール・体制の

構築 

事務処理ルール、マニュアル等を改善又は新たに構築したもの 

委員会、プロジェクトチーム等を新たに設置したもの 

情報共有・チェック機能を強化したもの 

エ 研修等の実施 

関係職員に対し研修を実施したもの 

関係職員を既存の研修に参加させたもの 

会議、通知等により監査結果を周知し、再発防止を注意喚起した

もの 
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２ 措置通知の一覧 

監査結果に基づき、今回、知事等から受けた措置通知の一覧は、表４のとおりであ

り、頁欄記載のページに、監査結果の要約及び講じた措置の概要を掲載している。 

なお、表４及び個別の概要にある「事項」のうち意見・要望事項には「※」を付けて

いる。 

また、表４及び個別の概要にある「措置区分」は、８ページ別注の番号記号に対応

しており、措置区分のうち主なものには「◎」を、その他、該当するものには「○」を

付けている。 

さらに、措置区分が２（再発防止の取組）にのみ該当するものについては、指摘等

に係る契約等は既に終了しているため、今後、同一又は類似の事業、工事等を実施す

る際の再発防止策を講じたものである。 

 

 

（表４）措置通知一覧 

番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

令和５年行政監査 

1 
産業労働局（公益財団法

人東京都中小企業振興公

社）  

浜松町館及び台東館の管理運営業務の経理及び契約

について適正化を図るべきもの 
     ○ ◎  13 

2 
産業労働局（多摩産業交

流センター指定管理共同

企業体） 

多摩産業交流センターにおける指定管理業務及び業

務委託の適正化を図るべきもの 
○   ◎     15 

3 産業労働局 
指定管理者制度の目的に沿った制度運用を行うべき

もの 
   ◎   ○  16 

4 
スポーツ推進本部（公益

財団法人東京都スポーツ

文化事業団グループ） 

※茶室の利用促進について    ◎     18 

5 

産業労働局（公益財団法

人東京都中小企業振興公

社、多摩産業交流センタ

ー指定管理共同企業体） 

※利用者サービスの検証・分析の取組について    ◎     19 

6 産業労働局 ※インターネット接続サービスの提供について    ◎     20 

7 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 

※霊園におけるハード・ソフト両面からのバリアフ

リーの取組について 
   ◎     21 

令和６年定例監査 

8 福祉局 
福祉サービス第三者評価委託契約に係る仕様内容の

見直しを行うべきもの 
     ◎  ○ 22 

9 中央卸売市場 

関連事業者の内装等に起因する消防設備の不良箇所

について指導した記録を作成するとともに早急な改

善に向けて指導すべきもの 

 ○     ◎  23 

10 交通局 
支障物の移設工事を計画的かつ効率的に行うべきも

の 
     ◎  ○ 24 

11 教育庁 

（災害用備蓄品について） 

非常災害時に備蓄機器を確実に使用できるよう機器

の点検及び燃料の更新等を適切に行うべきもの 

 ◎  ○    ○ 25 

12 教育庁 
（非構造部材点検について） 

非構造部材委託点検を適切に実施し異常箇所への対

応を速やかに行うべきもの 

 ◎    ○  ○ 26 
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番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

13 教育庁 
（非構造部材点検について） 

非構造部材目視点検を適切に実施し異常箇所への対

応を速やかに行うべきもの 

 ◎      ○ 28 

14 保健医療局 
※(看護師等修学資金について) 

滞納金の回収に向けた取組の強化について 
   ◎     30 

令和６年工事監査 

15 水道局 
建築基準法に基づき確認を受けた申請図に適合する

よう設計図書を適正に作成し工事を発注すべきもの 
       ◎ 31 

16 水道局 
工事請負契約におけるインフレスライド条項の適用

に係る手続を適切に行うべきもの 
   ◎   ○ ○ 32 

令和６年財政援助団体等監査 

17 
スポーツ推進本部(一般

財団法人東京マラソン財

団) 

（財務に係る事務の統制について） 

職員立替による経費の支払を行わないよう業務の手

順を改めるべきもの 

      ○ ◎ 34 

18 
スポーツ推進本部(一般

財団法人東京マラソン財

団) 

（財務に係る事務の統制について） 

協賛物品について規程を定めるとともに出納管理を

適正に行うべきもの 

 ◎      ○ 36 

19 
スポーツ推進本部(一般

財団法人東京マラソン財

団) 

（計画的な事業の実施について） 

「ONE TOKYO」のランニングイベントを計画的に行

うべきもの 

    ◎    37 

20 
スポーツ推進本部(一般

財団法人東京マラソン財

団) 

（計画的な事業の実施について） 

方針を定めた上でランニングイベントにオプション

を設定すべきもの 

    ◎    38 

21 
産業労働局(公益財団法

人東京しごと財団) 

敷金相当額の都補助金収入及び外部委託支出に関す

る会計処理を適正に行うべきもの 
  ○    ◎  39 

22 
産業労働局(東京都中小

企業団体中央会) 

※業界活性化に向けた特別支援後のフォローについ

て 
   ◎     40 

令和６年行政監査 

23 教育庁 ケア・コミッショナーを平時から選任すべきもの    ○    ◎ 42 

24 教育庁 
帰宅困難者等の安全を確保できるよう家具類の転

倒・落下防止対策を行うべきもの 
 ◎      ○ 43 

25 総務局 

※（一時滞在施設を含む学校の防災拠点としての取

組について） 

一時滞在施設と避難所の受入スペースが重複した際

の取扱いについて 

   ◎     44 

26 総務局 
※（備蓄品について） 

備蓄品の更新について 
   ◎     45 

27 総務局 
※都立一時滞在施設に対する情報提供などの支援の

充実強化について 
   ◎     46 

28 教育庁 

※（一時滞在施設を含む学校の防災拠点としての取

組について） 

一時滞在施設を含む学校の防災拠点としての考え方

を整理し学校の取組を支援することについて 

   ◎    ○ 47 

令和７年定例監査 

29 総務局 
交通誘導員を適正に配置させるとともに道路除草委

託契約の積算を適切に行うべきもの 
     ○  ◎ 49 

30 総務局 
委託契約について書面による協議を適正に行うべき

もの 
     ◎  ○ 50 

31 デジタルサービス局 契約変更手続及び完了検査を適正に行うべきもの       ◎ ○ 51 

32 主税局 
（小規模住宅用地の認定について） 

駐車場の用途に応じ小規模住宅用地の認定を適正に

行うべきもの 
◎      ○ ○ 52 

33 主税局 

（小規模住宅用地の認定について） 

駐車場の形状に応じ小規模住宅用地の認定を適正に

行うべきもの 
◎      ○ ○ 53 

34 主税局 
（小規模住宅用地の認定について） 

建物の用途に応じて小規模住宅用地の認定を適正に

行うべきもの 
◎      ○ ○ 54 
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番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

35 主税局 
（小規模住宅用地の認定について） 

併用住宅の建物の用途に応じて小規模住宅用地の認

定を適正に行うべきもの 
◎       ○ 56 

36 主税局 
駐車場の用途に応じ小規模住宅用地及び一般住宅用

地の認定を適正に行うべきもの 
◎      ○ ○ 58 

37 主税局 同一画地の認定を適正に行うべきもの ◎      ○ ○ 59 

38 主税局 
未登記家屋の固定資産税等の課税を適正に行うべき

もの 
◎       ○ 60 

39 主税局 増築に係る課税を適正に行うべきもの ◎       ○ 61 

40 環境局 
掲載するＵＲＬ等について十分に確認を行った上

で、パンフレットを作成すべきもの 
   ◎   ○  62 

41 福祉局 
モルタル補修工事等に係る契約手続を適正に行うべ

きもの 
      ◎ ○ 63 

42 福祉局 
生活困窮者自立支援事業業務委託契約に係る物品管

理事務手続を適切に行うべきもの 
      ◎ ○ 64 

43 保健医療局 
授業料に係る債権の管理を適切かつ効果的に行うべ

きもの 
   ◎    ○ 65 

44 産業労働局 授業料に係る滞納債権の催告を行うべきもの ○   ○   ○ ◎ 66 

45 中央卸売市場 
市場施設の返還等に係る例外的な取扱いの承認を行

う場合の意思決定手続を適正に行うべきもの 
   ◎    ○ 67 

46 建設局 
（道路通報システムの運用について） 

投稿者に対し対応状況等を速やかに回答すべきもの 
   ◎   ○ ○ 68 

47 港湾局 
鉄道橋遊歩道化工事に係る工事変更手続を適正に行

うべきもの 
      ○ ◎ 69 

48 交通局 
複数の工事契約をまとめることにより適切に契約手

続を行うべきもの 
       ◎ 70 

49 水道局 

草刈等作業委託契約に係る作業指示及び完了検査を

適正に行うとともに、受託者及び会社を指導すべき

もの 
◎      ○ ○ 71 

50 水道局 
単価契約工事に係る検査を適正に行うとともに、会

社に対して適切に指導すべきもの 
◎      ○ ○ 72 

51 水道局 
水道料金・下水道料金減額申請書の紛失に係る事故

対応等を適正に行うべきもの 
   ◎   ○ ○ 73 

52 下水道局 
（管きょ維持補修工事契約について） 

施工前に工事依頼を行うとともに、適切な所属年度

により工事代金を支払うべきもの 

  ○    ◎ ○ 75 

53 下水道局 

（管きょ維持補修工事契約について） 

道路使用許可手続及び交通誘導警備員の配置を適正

に行うよう指導すべきもの 

       ◎ 76 

54 下水道局 
モバイルルーターの借上げに当たり需要を調査し使

用状況を精査すべきもの 
   ◎   ○ ○ 77 

55 教育庁 
（過払い給与返納金等の滞納整理事務について） 

教職員の給与の過払い等に係る返納金について適正

に債権管理を行うべきもの 

   ◎    ○ 78 

56 教育庁 

（過払い給与返納金等の滞納整理事務について） 

ガイドブックの記載を見直すとともに給与返納事務

を適切に行うべきもの 

   ◎   ○  79 

57 子供政策連携室 
※「こどもスマイルムーブメント」ホームページの

絞込検索機能について 
   ◎     80 

58 デジタルサービス局 ※各報告書における事業の実施内容の表記について    ◎     81 

59 交通局 
（資産の利活用に係る募集の状況について） 

※駐車場の運営について 
   ◎     82 

60 交通局 
（資産の利活用に係る募集の状況について） 

（構内営業について） 

※専門店舗について 

   ◎     83 

61 交通局 

（資産の利活用に係る募集の状況について） 

（構内営業について） 

※催事店舗について 

   ◎     84 

62 教育庁 ※部活動に係る外部指導者への研修について    ◎     85 
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番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

令和６年度公営企業各会計決算審査 

63 下水道局 建設仮勘定を適正に計上すべきもの   ◎     ○ 86 

令和６年度各会計歳入歳出決算審査 

64 総務局 債権が過大計上となっているもの   ◎    ○ ○ 87 

65 デジタルサービス局 出資による権利が登載漏れとなっているもの   ○    ◎ ○ 87 

66 生活文化局 債権が過大計上となっているもの   ◎    ○  88 

67 福祉局 調定額及び収入未済額が過小計上となっているもの   ◎     ○ 88 

68 産業労働局 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの   ○     ◎ 89 

69 産業労働局 出資による権利が過大登載となっているもの   ○     ◎ 89 

70 産業労働局 出資による権利が登載漏れとなっているもの   ○     ◎ 90 

71 建設局 物品が過大登載となっているもの   ◎    ○  90 

72 港湾局 建物が過大登載となっているもの   ◎    ○ ○ 91 

73 港湾局 建物が登載漏れとなっているもの   ◎    ○ ○ 92 

74 教育庁 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの   ◎    ○  92 

75 警視庁 収入未済額が過大計上となっているもの   ◎    ○ ○ 93 

 

- 12 -－12－



 

３ 講じた措置の概要 

〔令和５年行政監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

1 

産業労働局(公

益財団法人東

京都中小企業

振興公社) 

浜松町館及び

台東館の管理

運営業務の経

理及び契約に

ついて適正化

を図るべきも

の 

浜松町館及び台東館における

管理運営業務の経理状況及び履

行状況について見たところ、次

のとおり、適正でない点が認め

られた。 

ａ 指定管理業務の経理 

 事業報告書において、次の

ように、経理が明確かつ適正

でないことに起因して事業収

支の妥当性が確認できない。 

① 事業収支の収入には自主

事業が区分して計上されて

いるが、支出には自主事業

が区分されて計上されてい

ない 

② 自動販売機などの自主事

業に要する電気料につい

て、子メーターを設置して

いないことなどから自主事

業負担分が不明であるとし

て負担せず、指定管理業務

の経費により支出している 

ｂ 指定管理者への業務委託 

 次のように、履行の担保及

び履行状況等の検証ができ

ず、交付及びその精算の妥当

性が確認できない。 

① 仕様書には、業務内容や

仕様、実施時期に係る具体

的な記載がない 

② 契約書において事業実施

計画書等に基づき履行する

ものとしているが、事業実

施計画書等と委託完了報告

書の内容が相違しており、

また、局は、事業実施計画書

等を変更したとしている

が、変更が確認できない 

③ インターネット設備の入

替えについては、実施内容

及び協議内容が不明である

ことから、自主事業により

有料で提供しているインタ

ーネット接続サービスに係

る費用負担との区分や、業

務委託経費負担とすること

の妥当性が確認できない 

（次頁へ続く） 

誤りの発生原因は、区分経理な

ど、指定管理業務における経理に

係る指定管理者の確認及び局の把

握・指導が不足していたことにあ

る。 

局は、令和６年６月７日付けで

指定管理者に、区分経理を明確に

するなど適正な経理の実施につい

て通知し、併せて指導を行った。 

指定管理者は、令和５年度及び

令和６年度の事業収支において指

定管理業務経費と自主事業経費の

区分を行った。また、令和６年度

の事業収支において、自動販売機

などの電気料金を自主事業経費に

計上した。【２－イ】 

局は令和６年度及び令和７年度

の委託契約の仕様書に具体的な業

務内容を記載した。また、令和６

年度の委託契約に係る履行状況の

確認、概算払による委託料の交付・

精算を適正に行った。 

インターネット接続サービスの

提供は指定管理者が自主事業で行

うこととした。【２－ウ】 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

1 

産業労働局(公

益財団法人東

京都中小企業

振興公社) 

浜松町館及び

台東館の管理

運営業務の経

理及び契約に

ついて適正化

を図るべきも

の 

（前頁から） 

④ 概算払による業務委託契

約経費の支払については、

上記①～③に起因して、変

更などが四半期の執行状況

報告及び次期所要額に反映

されておらず、履行確認が

行えないことから、精算書

の計算基礎が不明である 

指定管理業務については、局

が、経理状況等を正確に把握し、

区分経理や、収支に関する帳簿

及び関係書類を備えて明確かつ

適正な経理を行うよう、指定管

理者を指導する必要がある。 

業務委託については、都の契

約関係規程に基づき、委託業務

内容の履行の担保及び仕様書等

に照らした履行状況等の検証が

できるよう、適正化を図り、概算

払による委託料の交付及び精算

を厳正に行う必要がある。 

指定管理者は、浜松町館及び

台東館の管理運営業務に係る経

理を適正に行われたい。 

局は、浜松町館及び台東館の

管理運営業務の経理及び契約の

適正化を図られたい。 

  

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

     ○ ◎  

- 14 -－14－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

2 

産業労働局(多

摩産業交流セ

ンター指定管

理共同企業体) 

多摩産業交流

センターにお

ける指定管理

業務及び業務

委託の適正化

を図るべきも

の 

多摩産業交流センターにおけ

る管理運営業務の経理状況及び

履行状況について見たところ、

次のとおり、適正でない点が認

められた。 

ａ 指定管理業務の経理につい

て、事業収支の計上経費の根

拠書類が確認できない、指定

管理者負担分として算出され

た建物維持管理経費の額と事

業収支の建物管理経費の額と

が一致しないなど、また、業務

委託については、委託料の精

算額の根拠が確認できないな

どの状況である。 

ｂ 募集要項及び基本協定にお

いて指定管理業務としている

業務が、業務委託契約により

実施されているなど、指定管

理業務と業務委託とが適正に

区分されていない。また、開業

準備関連業務に係る委託契約

について、仕様書等に業務内

容に係る具体的な記載がな

い、業務内容についても変更

手続を行っていないなど、委

託業務内容の履行の担保及び

仕様書等に照らした履行状況

等の検証ができない状況であ

る。 

指定管理者は、指定管理業務

と業務委託に係る会計経理を適

正に行われたい。 

局は、多摩産業交流センター

における指定管理業務と業務委

託の区分を明確にし、協定及び

契約関係規程に基づき、適正な

手続を行うとともに、事業収支

や委託経費を検証し、経理を適

正に行うよう指定管理者を指導

し、指定管理業務及び業務委託

の適正化を図られたい。 

局は、令和４年度の指定管理業

務及び委託業務の精算額の確定を

行い、令和６年度末までに適正に

精 算 を 行 い 、 ２ ， ０ ０ ７

万１，４１２円が返還された。【１

－ア】 

また、令和５年度及び令和６年

度の委託業務について、履行状況

の確認、概算払による委託料の交

付・精算を適正に行った。また、

募集要項及び基本協定において指

定管理業務としている業務につき

改めて整理を行い、指定管理業務

と委託業務について適正に区分を

行い、令和７年度の年度計画にお

いて反映させた。【１－エ】 

局は、令和６年度及び令和７年

度の委託契約の仕様書に具体的な

業務内容を記載するとともに、令

和６年５月１７日付けで指定管理

者に対して、適正な経理の実施に

ついて通知し、併せて指導を行っ

た。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

○   ◎     

- 15 -－15－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

3 産業労働局 

指定管理者制

度の目的に沿

った制度運用

を行うべきも

の 

浜松町館、台東館及び多摩産

業交流センターにおいて、指定

管理者制度に関する指針に基づ

いた制度運用となっているか見

たところ、適切でない点が認め

られた。 

ａ 年度計画の承認 

 指定管理者が作成した年度

計画について、次のように、内

容が適切でないにもかかわら

ず、局はこれを承認している。 

① 業務の項目や経費区分の

みの記載となっており、事

業計画に基づき年度ごとに

実施する具体的な業務の内

容やスケジュール等が分か

らない 

② 事業計画の内容に変更が

生じた場合は、年度計画に

おいて反映させることとな

っているが、変更内容が分

かるものとなっていない 

ｂ 自主事業の計画 

 指定管理者が作成した自主

事業の計画について、次のよ

うに、内容に不備があるにも

かかわらず、局はこれを承認

している。 

① 項目、事業規模、計画額、

四半期ごとの予算額の記載

のみであるため、自主事業

の内容の詳細が分からない 

② 自主事業の支出が計上さ

れておらず、費用負担が分

からない 

ｃ 事業報告書の確認 

 事業報告書について、次の

ように、事業報告書について

の確認・分析を的確に行って

おらず、必要な指導を行えて

いない。 

① 年度計画が適切なものと

なっていないことから、報

告された事業実績が適切で

あるか確認できない 

（次頁へ続く） 

誤りの発生原因は、指定管理者

制度の目的及び趣旨の指定管理者

による理解不足、及び局による年

度計画・事業報告書などの確認・

検証が不十分であったことにあ

る。 

局は、令和６年３月６日付通知

文及び同年６月７日付通知文によ

り、指定管理者に対して、年度計

画・事業報告書の適正な作成につ

いて通知し、併せて指導を行った。

【２－ウ】 

局は、指定管理者が提出した令

和６年度の年度計画・具体策の内

容を確認し、事業報告書について

それらに則した内容であることと

ともに、自主事業の内容と支出が

明確に記載されていることを確認

した。指定管理者は、令和５年度

及び令和６年度の事業収支におい

て、指定管理業務経費と自主事業

経費の区分を適正に行うととも

に、物品整理簿の帰属区分を確認

し、物品管理の適正化を行った。

【１－エ】 

- 16 -－16－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

3 

産業労働局 

指定管理者制

度の目的に沿

った制度運用

を行うべきも

の 

（前頁から） 

② 浜松町館及び台東館にお

いては、事業収支に、指定管

理者が負担すべき自主事業

の費用が、長年にわたり指

定管理業務経費として計上

されているなど、指定管理

業務の収支状況として妥当

なものではない 

③ 浜松町館及び台東館にお

いては、都の貸与物品や指

定管理者の購入物品等につ

いて、帰属区分等が複数年

にわたり誤っている 

④ 多摩産業交流センターに

おいては、業務委託契約に

よる初度調弁等の内容が確

認できないため、物品管理

状況が適切であるか確認で

きない 

指定管理者の業務管理に当た

っては、指定管理者制度の目的

及び趣旨を踏まえて、確認・検証

及び指導・監督を適切に行う必

要がある。 

局は、指定管理者制度の目的

に沿った制度運用を行われた

い。 
 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎   ○  

- 17 -－17－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

4 

スポーツ推進

本部(公益財団

法人東京都ス

ポーツ文化事

業団グループ) 

※茶室の利用

促進について 

武道館における茶室の利用状

況は、令和元年度以前は１０％

から２０％程度と低く、コロナ

に見舞われた令和２年度以降

は１０％にも満たない状況であ

り、利用者についても１団体の

みが主に利用している状況であ

る。 

ところで、令和４年１月に都

が公表したレガシービジョン

は、武道館の戦略的活用として、

「日本文化を伝えるスポーツ事

業の展開(茶室なども活用した

武道ツーリズムなど)」と記載さ

れているが、監査日現在、武道館

のホームページ等には、この事

業について広報されていないこ

とが認められた。これらのこと

について、局及び指定管理者に

確認したところ、レガシービジ

ョンを受けて、日本文化の紹介

と武道のすそ野拡大を図る「武

道＆茶道体験事業」の実施を検

討しているとしている。 

茶室については、現状の低い

利用率を踏まえれば、武道ツー

リズムなどと合わせた利用促進

について、広報も含め早期の検

討が有用と考えられる。局及び

指定管理者は、茶室がある武道

館の強みを活かし、茶室の利用

促進について、広報も含め早期

の検討を進めることが望まれ

る。 

本件は、茶室の利用率が低い中

で、利用促進に向けた対策が不十

分だったものである。指定管理者

は、令和７年３月２８日に外国人

を対象に、武道ツーリズムとして、

浅草周辺の観光と合わせて武道の

精神性を伝えるオリエンテーショ

ンと剣道・弓道・茶道の体験会を

実施した。【１－エ】 

また、スポーツの日に開催され

た館内のイベントで、近隣大学の

茶道サークルと協力して茶道体験

会を実施した。今後も、茶道部が

ある近隣高校や足立区とも連携を

図り、継続して利用促進に取り組

んでいく。【１－エ】 

この他、茶室の利用促進を図る

ため、茶道の利用に加え、日本の

伝統文化である囲碁・将棋盤等を

購入し、囲碁・将棋の利用を促す

チラシの館内掲示や広報誌「SUSIE 

SPORTS（Vol.8）」にも広告を掲載

する等、広報を強化した。【１－

エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 18 -－18－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

5 

産業労働局(公

益財団法人東

京都中小企業

振興公社、多摩

産業交流セン

ター指定管理

共同企業体) 

※利用者サー

ビスの検証・分

析の取組につ

いて 

浜松町館、台東館及び多摩産

業交流センターの各指定管理者

が行っている利用者アンケート

調査等の利用者サービスの検

証・分析の取組について見たと

ころ、次のような状況が認めら

れた。 

ａ ３施設とも、アンケート調

査の対象は、イベントや会議

の主催者である施設の利用申

込者等であり、イベントや会

議のために本施設に来館した

利用者を含めていない。 

ｂ 多摩産業交流センターで

は、アンケート調査実施方法

は、メールによりアンケート

を送付しメールでの返送を求

めるものであり、令和４年度

の回答者は２９名、回答率は

展示室利用申込者等の３０％

程度に留まる。 

ｃ 館の利用について意見をよ

り多く把握するための意見箱

について、浜松町館では、設置

場所の見直しや意見記入用紙

の改善を要し、多摩産業交流

センターでは設置されていな

い。 

各指定管理者は、アンケート

調査の対象の拡大など、利用者

サービスの検証・分析について、

より一層の取組が望まれる。 

指定管理者は、産業貿易センタ

ー台東館・浜松町館及び多摩産業

交流センターにおいて、全ての施

設利用者を対象としたアンケート

を導入し、令和７年３月までのア

ンケートを集計し、利用者サービ

スの検証・分析を実施の上、局に

報告した。【１－エ】 

多摩産業交流センター指定管理

共同企業体は、回答数・回答率を

向上させるため、局と協議の上、

令和６年７月より二次元コードに

よるアンケートを、多摩産業交流

センターにおいて開始した。【１

－エ】 

浜松町館では、指定管理者が令

和６年１月２６日に意見箱の設置

場所の見直し及び意見記入用紙の

改善を行った。また、意見箱を視

認しやすいように、箱に「ご意見

箱」と大きく表示した。多摩産業

交流センターでは、指定管理者が

令和５年１１月１０日に意見箱を

新設した。【１－エ】 

局は、指定管理者においてアン

ケートを集計し、利用者サービス

の検証・分析を実施の上、毎年度

局に報告するよう通知した。それ

を踏まえ、各施設における要望及

び要望への対応状況を確認し、利

用者サービス改善に向けた課題を

指定管理者と共有するとともに、

解決策の検討を行った。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 19 -－19－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

6 

産業労働局 

※インターネ

ット接続サー

ビスの提供に

ついて 

浜松町館、台東館及び多摩産

業交流センターでは、各指定管

理者が、事業計画書において、自

主事業として、インターネット

接続サービスを行うことを提案

し、イベントや会議の主催者等

から大容量通信を可能とするイ

ンターネット設備の利用希望が

ある場合は、有料又は無料で提

供する事業を実施している。 

このインターネット接続サー

ビスの提供について見たとこ

ろ、局が、施設整備において、イ

ンターネット設備の整備を行

い、各指定管理者は、このインタ

ーネット設備を利用し、自主事

業としてインターネット接続サ

ービスを行うに当たって、プロ

バイダー契約を締結するなどし

て、有料又は無料にて利用者に

提供していることが認められ

た。 

また、イベント等のデジタル

配信やオンライン会議等の推進

など、社会経済情勢の変化を踏

まえると、本施設におけるイン

ターネット設備の必要性は高

く、また、利用者アンケートにお

いて、インターネット接続サー

ビス無料化の要望もある。 

しかしながら、現在は、局が、

本施設に必要な設備として、イ

ンターネット設備の整備を行っ

ているにもかかわらず、その設

備の利用については、指定管理

者の自主事業としての提案に委

ねられている状況である。この

ため、指定管理者からの提案が

なければ、利用者が当該サービ

スの提供を受けられない可能性

や、局が整備したインターネッ

ト設備が有効に使われない可能

性がある状況となっている。 

局は、インターネット接続サ

ービスが利用者に的確に提供さ

れるよう、自主事業で行う場合

の条件整備や指定管理業務での

実施など、当該サービスの提供

の取扱いについて、検討が望ま

れる。 

局は、各所のインターネット接

続サービスを自主事業で行うこと

とし、利用者に的確に提供される

よう、次期指定管理者募集要項及

び募集要項別冊に明記の上、令

和７年７月３０日から公募を開始

した。 

募集要項等の中では、インター

ネット接続サービスを利用希望者

が確実に利用できるよう局と協議

の上、指定管理業務に付随する業

務として行うこと、実施に当たっ

ては予め事業実施計画書に記載の

上、局に提出し、利用条件等につ

いて局の確認を得ることを明記し

た。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 20 -－20－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

7 

建設局(公益財

団法人東京都

公園協会) 

※霊園におけ

るハード・ソフ

ト両面からの

バリアフリー

の取組につい

て 

指定管理者である協会は、霊
園の日常的な維持管理における
補修修繕のほか、緊急対応等経
費による修繕、指定管理者の提
案による改修などを実施してお
り、また、局に対して、各霊園の
整備（改修等）要望を提出してい
る。 
これらを踏まえ、各霊園につ

いて見たところ、次のような事
例が認められた。 
ａ 青山霊園の立体埋蔵施設で
は、車椅子での通行の障害に
なると考えられる補修を要す
る段差があること、車椅子で
のアクセスが容易ではない段
差のある箇所の情報発信がな
いなど、施設の管理及び情報
発信について配慮が不十分な
点がある。 

ｂ 谷中霊園及び雑司ケ谷霊園
では、車椅子使用者用駐車施
設が設置されていないが、こ
れに伴う対応についての情報
発信が不十分である。 

ｃ 多磨霊園では、車椅子使用
者用駐車施設の場所を示す又
は誘導する標識がない、長期
収蔵施設の点字ブロック利用
者の誘導案内等が不十分な箇
所がある、管理事務所に至る
経路のうち段差のない経路の
案内がないなど、施設の管理
及び情報発信について配慮が
不十分な点がある。 
これらについては、今後の再

整備や老朽化施設の更新等、あ
るいは、これまでも実施してい
る日常的な維持管理、緊急対応
等経費による修繕及び指定管理
者の提案による改修において、
物理的バリアの解消を進めてい
くことが求められる。これに加
えて、物理的バリアが解消され
るまでの間、あるいは、霊園の諸
条件（位置、地形、利用形態など）
により、バリアを解消する施設
整備が困難な場合において、利
用案内等の情報面にバリアが生
じないようにするとともに、人
的支援による対応を行うなど、
ソフト面からのバリアフリー化
の取組の推進が不可欠である。 
バリアフリー化に当たって

は、利用者の視点で検証を行い、
情報や課題等を収集・蓄積し、今
後の整備・改修等に反映・活用し
ていくとともに、指定管理者と
連携してハード・ソフト両面か
らのバリアフリー化について、
より一層の取組が望まれる。 
局は、ハード・ソフト両面から

のバリアフリー化について、よ
り一層の取組が望まれる。 

ａ 公園緑地部は、青山霊園の立
体埋蔵施設の段差について、協
会へ解消指示を出し、協会は令
和６年１月２３日に段差解消を
行った。 

ｂ 部は、谷中霊園及び雑司ケ谷
霊園について、霊園の地形や施
設規模上、東京都福祉のまちづ
くり条例施設整備マニュアルに
基づく車椅子使用者用駐車施設
の整備が困難であることから、
情報発信について、利用者と管
理運営者の両方の視点から内容
及び方法を検討するよう令和６
年１月３０日付で協会に依頼し
た。これを踏まえ、協会は、霊
園におけるバリアフリーに関す
る情報発信について検討し、駐
車場に関する案内について、令
和６年８月末にホームページを
更新した。 

ｃ 協会は、多磨霊園において管
理所まで段差がなく通行できる
経路の案内について、令和５
年１２月１６日に正門周辺３か
所に看板を設置した。 
 また、部は、多磨霊園の車椅
子使用者用駐車施設への誘導標
識について、令和６年３月１４
日に正門周辺２か所に設置し
た。あわせて、多磨霊園の長期
収蔵施設内の点字ブロックによ
る誘導表示について、令和７
年８月５日に改修を完了した。 
部は、施設整備・改修を行う場

合、公園サイン設計の手引きや東
京都福祉のまちづくり条例施設整
備マニュアルを遵守するととも
に、指定管理者との調整を通じて
利用者の意見を取り入れた設計を
行うべきことを令和６年１月２９
日及び同年２月１日開催の会議に
おいて東部・西部公園緑地事務所
に周知した。また、令和６年５
月２０日開催の維持担当者会議に
おいて、指定管理者宛てにバリア
フリーマップを適切に更新し、バ
リアフリーの情報発信を適切に行
うよう指示した。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 21 -－21－



 

〔令和６年定例監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

8 

福祉局 

福祉サービス

第三者評価委

託契約に係る

仕様内容の見

直しを行うべ

きもの 

北療育医療センターは、福祉

サービス第三者評価を委託契約

により行っている。 

本契約の業務は、利用者調査

及び事業評価とその結果分析、

事業者へのフィードバック等で

ある。このうち利用者調査につ

いては、仕様書において利用者

全数の保護者に対して調査票等

を郵送により配布及び回収する

ものと定められている。 

利用者調査の履行状況につい

て見たところ、保護者に対する

調査票等の配布については、セ

ンターが自ら行っており、受託

者に行わせていないことが認め

られた。このことについて、セン

ターは、契約締結後に受託者と

口頭で協議を行い、当該作業が

個人情報を扱うことからセンタ

ー自ら行うこととし、毎年同じ

手順で行っていたとしている。 

しかしながら、センターは、仕

様書の内容を実際の業務内容に

合わせて見直すことなく毎年契

約を締結しており、適切でない。 

センターは、福祉サービス第

三者評価委託契約に係る仕様内

容の見直しを行われたい。 

北療育医療センターは、福祉サ

ービス第三者評価委託契約の利用

者調査について、仕様書の内容を

実際の業務内容に合わせて見直

し、令和７年度契約を令和７年７

月に締結した。【２－イ】 

誤りの発生原因は、契約事務に

係る制度や手続についての担当者

の認識不足である。 

そのため、障害者施策推進部は、

令和６年８月２６日の部課長会に

て、監査結果及び指摘を踏まえた

今後の留意点について説明し、各

課・センターの担当まで周知の上、

契約事務の適正化を図るよう注意

喚起を行った。 

局は、令和６年９月１８日付通

知文により契約手続に関する注意

事項を局内に通知するとともに、

監査結果を周知した。また、令和６

年１０月１１日に契約事務や事業

担当者向けの契約事務等実務者研

修を開催した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

     ◎  ○ 

- 22 -－22－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

9 

中央卸売市場 

関連事業者の

内装等に起因

する消防設備

の不良箇所に

ついて指導し

た記録を作成

するとともに

早急な改善に

向けて指導す

べきもの 

大田市場は、毎年度、消防法に

基づき消防設備点検を行い、不

良箇所については別途補修工事

により改修している。また、場は

関連事業者に対し、関連棟を内

装等がない躯体だけの状態で使

用許可し、事業に必要な内装等

は関連事業者が整備している。

このため、当該使用場所の消防

設備が内装等により不良となっ

ている場合は、関連事業者が補

修を行うこととなる。 

令和４年度及び令和５年度消

防用設備等点検結果報告書によ

ると、関連事業者の内装等によ

り十分に機能しないスプリンク

ラー設備がある。場は、これを令

和５年３月末までに改修する旨

の計画を消防署に提出していた

にもかかわらず、監査日現在、改

修されていない。 

場は、関連事業者に改修を指

導しているとするが、指導の日

時、相手先、内容等を記録してお

らず、文書による指導も行って

いないため、関連事業者の意思、

指導にかかわらず改修しないこ

とを、客観的に証することがで

きない状態にある。 

場は、関連事業者の内装等に

起因する消防設備の不良箇所に

ついて、指導記録を作成すると

ともに、早急な改善に向けて指

導されたい。 

大田市場は、対象となるスプリ

ンクラー設備４件のうち２件につ

いては、不良状態を早急に改善す

るため、場が令和６年３月に改修

工事を行った。残る２件について

も、関連事業者に改修の指導を行

い、令和６年１０月に改修が完了

していることを確認した。 

場が改修工事を行った設備につ

いては、原因者に係る調査等を行

ったものの、前使用者が消防設備

等を改変したことの事実関係を確

認できず、原因者であるとは特定

できなかった。また、総務局へ費

用負担の法務相談も行ったが、仮

に原因者が前使用者であったとし

ても、契約期間満了後、５年以上

が経過しており、原状回復義務を

理由とする債務不履行について、

請求権は消滅している、と回答を

得た。【１－イ】 

発生原因としてルールの明確化

や徹底が不十分であったと考えら

れるため、管理部は、使用者が消

防設備等を改変した場合は、施設

返還時に原状回復が漏れることの

ないよう、使用許可台帳の「特記

事項記載欄」へ改変事項を附記す

ることを令和６年８月に局マニュ

アルへ追記したほか、令和７年６

月４日付通知文により再発防止を

各場に図った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

 ○     ◎  

- 23 -－23－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

10 

交通局 

支障物の移設

工事を計画的

かつ効率的に

行うべきもの 

局は、老朽化した浅草線のト

ンネルの長寿命化について、平

成２３年度から令和１１年度ま

での計画で取り組むとし、建設

工務部及び馬込保線管理所が、

各種の長寿命化工事を実施して

いる。 

浅草線は、トンネル上部に、電

路施設である碍子(がいし)、架

線、支持物等の支障物が設置さ

れていることから、長寿命化工

事を実施するためには、電路施

設を所管する車両電気部浅草線

電気管理所が、あらかじめ支障

物を移設する必要がある。 

電気管理所は、保線管理所か

らの通知に基づき、１１件の支

障物の移設工事を実施してい

た。 

これについて確認したとこ

ろ、建設工務部及び保線管理所

からの情報提供により、電気管

理所は、令和５年度の移設対象

区間を前年度から認識していた

ことから、支障物の移設工事を

ある程度まとめて、計画的かつ

効率的に、入札により実施する

ことが可能だった。 

しかしながら、支障物の移設

工事は、全ての案件が事業所長

契約の上限金額である２５０万

円以下の契約となっており、発

注日が近接又は同一日になって

いるなどのことから、分割して

発注する合理的理由が認められ

ず適正でない。 

電気管理所は、複数の案件を

まとめ入札にすることで、より

公平性・競争性・透明性が確保で

きることから、入札を想定した

計画的な調整を行うべきであ

る。 

電気管理所は、トンネル長寿

命化工事に伴う支障物の移設工

事に係る契約を、計画的かつ効

率的に行われたい。 

誤りの発生原因は、工事の工程

調整や作業員の確保等に時間を要

すため、調整ができた区間から順

次発注していたので、一括で効率

的に工事を発注することができて

いなかったことによる。 

車両電気部は、令和６年６

月１９日に開催した部が統括する

電力関係部署への連絡会にて監査

経過を周知し、他部依頼による支

障処理を計画的に実施するよう注

意喚起した。 

また部は、令和６年度の支障処

理を一括で契約するため単価請負

工事を二度にわたって起工した

が、いずれも不調に終わった。【２

－エ】 

そこで部は、事業者への聞き取

りを行った上で、再々起工に向け

て保線管理所と工程調整を行うと

ともに、積算内容や仕様内容を見

直した。その後、支障処理を一括

で契約する総価請負工事につい

て、令和７年９月１０日に起工を

決定し、同年１０月２８日に契約

の落札者が決定し、契約を締結し

た。【２－イ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

     ◎  ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

11 

教育庁 

（災害用備蓄

品について） 

非常災害時に

備蓄機器を確

実に使用でき

るよう機器の

点検及び燃料

の更新等を適

切に行うべき

もの 

都立学校教育部は、非常災害

時に特別支援学校の医療的ケア

が必要な児童、生徒が医療機器

を使用継続できるよう、非常用

ポータブル発電機を配備してい

る。また、プールの水を飲料水と

して使用するため、都立学校に

ろ水器及びその燃料となるガソ

リンを備蓄している。 

そこで備蓄機器等の状況を確

認したところ、 

① 非常用ポータブル発電機に

ついて定期点検が行われてい

ない 

② 部は、ろ水器の使用手順を

学校に示しておらず、多くの

重点監査対象校で、ろ水器の

習熟訓練を行った実績も確認

できない 

③ 部は、各学校に対してろ水

器の燃料であるガソリンの保

管、更新などの方法等につい

て、平成２４年度の通知以降、

各学校に指導を行っておら

ず、ガソリンの適切な更新を

確認できない 

という事例が認められた。 

部は、非常災害時に学校が備

蓄機器を確実に使用できるよう

機器の点検を適切に行うととも

に、学校において、燃料の更新等

が確実に行われるよう適切に指

導されたい。 

非常用ポータブル発電機につい

て、都立学校教育部は、令和６

年１２月１８日付けで点検実施に

係る契約を締結し、令和６年度末

までに順次点検を行った。【１－

イ】 

また、都立学校教育部は、ろ水

器の使用手順、習熟訓練の実施及

び燃料として備蓄しているガソリ

ンの保管・更新方法について、令

和６年９月１０日付通知文により

各学校宛てに通知した。【１－エ】 

さらに、令和７年７月８日付通

知文により、災害対策機器の習熟

訓練の実施状況やガソリンの更新

状況について調査を行った。その

結果を受け、令和７年９月１２日

付通知文により、各都立学校に対

し、災害対策機器の習熟訓練の重

要性や留意事項等について改めて

周知を行った。今後は、非常災害

時に学校が備蓄機器を確実に使用

できるよう、毎年の都立学校への

周知を徹底する。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

 ◎  ○    ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

12 教育庁 

（非構造部材

点検について） 

非構造部材委

託点検を適切

に実施し異常

箇所への対応

を速やかに行

うべきもの 

都立学校教育部及び各学校

は、文部科学省が定めるガイド

ブックに基づき、部は専門的見

地から、各学校は日常的に施設

を使用する立場から、それぞれ

非構造部材点検を実施し、文部

科学省へ報告することとされて

いる。 

部が行う非構造部材委託点検

は、各学校経営支援センターが

毎年行う建築物等定期点検業務

委託に３年に１度追加する形で

実施している。各センターは、受

託者から各学校へ報告書を送付

させ、異常箇所等があった場合

には、修繕依頼等の適切な対応

を行うよう、説明会において、各

学校へ注意喚起を行っている。 

各学校が行う非構造部材目視

点検は、異常を早期に発見する

ため、内容に応じ、年に１回、も

しくは毎学期１回、目視により

行っている。 

稔ヶ丘高校、あきる野学園、羽

村特別支援学校及び青梅総合高

校の委託点検について見たとこ

ろ、異常が報告されているが、各

学校が修繕依頼等の対応を行っ

ていない状況が確認され、報告

書に図面や異常箇所一覧がない

等分かりづらく、見落とした事

例が多く認められた。 

各学校は、報告書で確認され

た異常に対し速やかに対応され

たい。 

両センターは、報告書に図面

や異常箇所一覧を添付するなど

仕様書を改善することについて

検討し、各学校が確実に修繕依

頼等の対応を行うよう指導され

たい。 

部は、センターと調整し、非構

造部材委託点検を適切に実施す

るとともに各学校による異常箇

所への修繕依頼等の対応が適切

に行われるよう、各学校を適切

に指導されたい。  

本件で指摘となった稔ヶ丘高校

外３校において以下の是正・改善

措置を行った。 

稔ヶ丘高校は、天吊りプロジェ

クター等１１点の落下防止対策工

事を発注し、令和６年７月８日に

完了した。 

あきる野学園は、令和６年８

月５日に、ピアノに、滑り止めシ

ートによる接着や壁付のワイヤー

の設置により、耐震固定対策を完

了した。また、吊り下げ誘導灯等

の落下防止対策工事を発注し、令

和６年８月１８日に完了した。 

羽村特別支援学校は、天吊りス

ピーカーについて、令和６年６

月６日に、電気設備業者による点

検の結果、落下の危険性がないこ

とを確認した。ピアノは、令和６

年８月２０日に、固定部品の設置

により、耐震固定を完了した。 

青梅総合高校は、照明器具や天

吊りスピーカーの落下防止対策工

事を発注し、令和７年３月１日に

完了した。【１－イ】 

本件の誤りの発生原因は、学校

が異常箇所を把握しづらいこと及

び学校に対し異常箇所への適切な

対応について周知徹底が不足して

いたことである。 

そのため、以下の再発防止策を

行った。 

各学校経営支援センターは、都

立学校教育部と調整の上、非構造

部材の点検結果の報告について、

今後の点検の仕様書に異常箇所が

あった場合等の図面作成を追加し

た。また、令和６年９月１７日の

経営企画課（室）長連絡会で、報

告書で異常箇所があった場合は、

都立学校教育部が発出する通知に

基づき必要な対応を行うよう注意

喚起を行った。【２－イ】、【２－

エ】 

（次頁へ続く） 

- 26 -－26－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

12 

教育庁 

（非構造部材

点検について） 

非構造部材委

託点検を適切

に実施し異常

箇所への対応

を速やかに行

うべきもの 

 
（前頁から） 

都立学校教育部は、令和６年９

月２５日付通知文により、直近に

実施された委託点検報告書の見直

しを行い、異常箇所については速

やかに適切な対応をとるよう周知

した。また、令和７年４月１７日

の経営企画課（室）長連絡会及び

令和７年４月２４日の都立学校施

設事務説明会で、報告書で異常箇

所があった場合は、都立学校教育

部が発出した通知に基づき必要な

対応を行うよう注意喚起を行っ

た。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

 ◎    ○  ○ 

- 27 -－27－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

13 教育庁 

（非構造部材

点検について） 

非構造部材目

視点検を適切

に実施し異常

箇所への対応

を速やかに行

うべきもの 

都立学校教育部及び各学校

は、文部科学省が定めるガイド

ブックに基づき、部は専門的見

地から、各学校は日常的に施設

を使用する立場から、それぞれ

非構造部材点検を実施し、文部

科学省へ報告することとされて

いる。 

部が行う非構造部材委託点検

は、各学校経営支援センターが

毎年行う建築物等定期点検業務

委託に３年に１度追加する形で

実施している。各センターは、受

託者から各学校へ報告書を送付

させ、異常箇所等があった場合

には、修繕依頼等の適切な対応

を行うよう、説明会において、各

学校へ注意喚起を行っている。 

学校が行う非構造部材目視点

検は、異常を早期に発見するた

め、内容に応じ、年に１回、もし

くは毎学期１回、目視により行

っているが、①適切に点検が実

施されていない（淵江高校、一橋

高校、両国高校、青梅総合高校、

花畑学園）、②異常箇所への対応

を行っていない（大島高校、小石

川中等教育学校、大塚ろう学校、

府中けやきの森学園）等、点検又

は点検後の対応が適切に実施さ

れていない事例が確認された。 

各学校が点検において異常を

見落としたこと、また、異常につ

いて各学校で対応可能な対策を

早期に行っていないことは適切

ではない。 

各学校は、非構造部材目視点

検を適切に実施するとともに、

各学校で対応可能な対策を速や

かに行われたい。 

部は、非構造部材目視点検の

実施及び異常箇所への対応が適

切に行われるよう、各学校を適

切に指導されたい。 

本件で指摘となった淵江高校

外８校において以下の是正・改善

措置を行った。 

淵江高校は、令和６年８月２１

日に、職員室の棚置きテレビに、

ロープによる固定を行い、転倒防

止対策を完了した。 

一橋高校は、令和６年８月９日

に、職員室の冷蔵庫や廊下のロッ

カーに転倒・落下防止の器具を取

り付け、対策を完了した。 

両国高校は、令和６年９月３日

に、教職員に周知の上、耐震固定

されていない下駄箱を撤去した。 

青梅総合高校は、令和６年７

月３０日に、トレーニングルーム

入口ロッカーに、L 字金具を取り

付け、転倒防止対策を完了した。 

花畑学園は、令和６年８月１４

日に、経営企画室及び職員室のロ

ッカーに、L 字金具を取り付け、転

倒防止対策を完了した。 

大島高校は、令和６年８月１４

日に、進路指導室や廊下のロッカ

ーに金具を取り付け、転倒防止対

策を完了した。 

小石川中等教育学校は、令和６

年８月６日に、保健室廊下避難口

となりのロッカーに転倒防止器具

を取り付け、対策を完了した。 

大塚ろう学校は、令和６年８

月１４日に、窓ガラス周辺にあっ

たプリンターを移動し、転倒防止

対策を完了した。 

府中けやきの森学園は、令和６

年８月１４日に、体育館倉庫内の

ロッカーに、転倒防止器具を取り

付け、対策を完了した。【１－イ】 

本件の誤りの発生原因は、学校

での適切な点検実施や点検結果に

基づく異常箇所への適切な対応に

関する都立学校教育部による周知

徹底が不足していたことである。 

そのため、以下の再発防止策を

行った。 

（次頁へ続く） 

- 28 -－28－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

13 

教育庁 

（非構造部材

点検について） 

非構造部材目

視点検を適切

に実施し異常

箇所への対応

を速やかに行

うべきもの 

 

（前頁から） 

都立学校教育部は、令和６年９

月２５日付通知文により、今回の

監査での指摘事例を例示し、「学

校施設の耐震化ガイドブック」に

基づき学校で確実に点検を実施す

ること及び異常が判明した箇所に

速やかな対策を講じることを周知

した。 

また、令和６年１１月１９日付

通知文により、点検結果集計表を

提出するよう求め、各学校の異常

箇所と対応状況を確認し、改善に

向けた指導を行った。 

さらに、令和７年４月１７日の

経営企画課（室）長連絡会及び令

和７年４月２４日の都立学校施設

事務説明会で、報告書で異常箇所

があった場合は、都立学校教育部

が発出した通知に基づき必要な対

応を行うよう注意喚起を行った。

【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

 ◎      ○ 

- 29 -－29－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

14 

保健医療局 

※(看護師等修

学資金につい

て) 

滞納金の回収

に向けた取組

の強化につい

て 

医療政策部は、看護師等養成

施設等に在学し、将来都内で看

護業務に従事する意思がある者

に対し、修学資金を貸与してい

る。東京都看護師等修学資金貸

与条例では、修学資金の貸与金

は無利子とすること、正当な理

由がなく修学資金を返還すべき

日までに返還しなかったとき

は、延滞利子を支払わなければ

ならないことを定めている。 

令和５年度末時点の元金及び

延滞利子の滞納者数について確

認したところ、３か月以上元金

の返還がない者は２４５名、元

金の返還は完了しているもの

の、３か月以上延滞利子の支払

いがない者は４３５名となって

いた。 

これらの滞納者に対する催告

等の実施状況を確認したとこ

ろ、元金は、平成２０年度から債

権回収会社や弁護士事務所への

業務委託を行い、受託者は、原則

として四半期に１回の文書及び

電話による催告に加え、対象者

を精査した上で現地訪問を行

い、各年度で受託者への支払額

以上の債権を回収していた。 

一方、延滞利子は、業務委託の

対象に含めておらず、部の担当

者が、原則として年１回の文書

による催告を行っているのみで

あった。 

修学資金を適正に返還してい

る貸与者をはじめ、都民が不公

平感を覚えることがないよう、

滞納金の回収に取り組む必要が

ある。また、今後は滞納整理をよ

り一層効率的に行っていくこと

が求められている。 

部は、滞納金の発生防止に努

め、延滞利子についても業務委

託の対象に含めるなど、滞納金

の回収に向けた取組を強化して

いくことが望まれる。 

医療政策部は、令和６年９月５

日開催の担当者会議において、元

金及び延滞利子の滞納金の効率的

な回収に向けて、回収実績等を踏

まえ、滞納金回収業務委託内容を

継続的に見直していくことを、局

は令和６年９月１１日付通知文に

より、元金だけでなく延滞利子の

滞納金についてもより一層効果

的・効率的な滞納整理を行ってい

くことを各部・所へ周知を行った。

【１－エ】 

医療政策部は、令和７年度滞納

金回収業務委託について、延滞利

子の催告についても含めた仕様と

し、令和７年６月２３日付けで契

約締結した。【１－エ】 

なお、令和６年度においては、

従来年１回実施している都職員に

よる催告を２回実施することと

し、第１回目は令和６年１０

月１６日付催告書により、第２回

目は令和７年２月２８日付催告書

により実施した。また、令和７年

度の第１回目の催告については、

令和７年５月３０日付催告書によ

り医療政策部職員が実施した。【１

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 30 -－30－



 

〔令和６年工事監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

15 水道局 

建築基準法に

基づき確認を

受けた申請図

に適合するよ

う設計図書を

適正に作成し

工事を発注す

べきもの 

局は、工事請負契約により、給

水所で鉄筋コンクリート構造物

の築造工事を行っている。 

工事に当たって、建築基準法

における工作物として、構造図

を含めた申請図について、事前

に所管行政庁から確認を受けて

いたが、申請時の内容から変更

した設計図書により工事を発注

していた。 

その結果、所管行政庁から一

部の配筋の相違を指摘され、既

に施工していたコンクリートの

一部撤去と配筋の修正を実施

し、その費用を増額変更してい

た。 

申請図と適合した発注図によ

り工事を起工していれば、再施

工に係る費用約７，７１７万円

及び今後定まる中止に係る経費

等が不要であったため、当該費

用は不経済支出に該当する。 

局は、建築基準法に基づき確

認を受けた申請図に適合するよ

う設計図書を適正に作成し工事

を発注されたい。 

誤りの発生原因は、建築基準法

における工作物の申請手続につ

いて、設計部署である建設部が十

分に把握できていなかったこと

で、建築確認済証取得後の所管行

政庁との協議等が不十分となり、

申請図と発注図に齟齬が生じた

ことである。 

このため、建築基準法における

申請手続に関する理解を深め、建

築確認済証を取得する工事にお

いて、設計、起工、施工時の各段

階において、所管行政庁との協

議、申請、許可条件等の確認を丁

寧に行い、適切な手続を徹底す

る。 

建設部は、工作物申請の法令等

について理解を深めるため、令

和６年１１月１８日開催の管路

設計課課内会議や、同年１２

月１３日開催の設計・工務課長代

理会において、建築基準法に基づ

き確認を受けた申請図に適合す

るよう設計図書を適正に作成す

ることについて、周知及び注意喚

起を行った。【２－エ】 

職員部は、令和７年１月９日付

通知文により、局内に監査結果を

通知し、指摘事項の周知徹底及び

注意喚起を行った。また、同

月２０日の所長会において、指摘

内容及びその重要性について説

明し、再発防止に向けた注意喚起

及び各所属の職員への周知徹底

を依頼した。さらに、法令に基づ

く適正な申請手続についてより

確実に周知すべく、会議資料を全

ての関係職員が閲覧可能な掲示

板に掲載した。【２－エ】 

令和７年度の人事異動に伴い、

建設部は、令和７年４月２３日の

建設部長等が出席する建設部系

列連絡会等おいても事案を周知

し、各部署の職員への周知徹底を

依頼した。また、令和７年７

月２９日に開催した本庁技術系

課長会においても、本指摘に関す

る原因と再発防止について周知

した。今後も、定期的に開催する

連絡会等の場を活用し、継続的に

注意喚起を行っていく。【２－エ】 

（次頁へ続く） 

- 31 -－31－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

15 

水道局 

建築基準法に

基づき確認を

受けた申請図

に適合するよ

う設計図書を

適正に作成し

工事を発注す

べきもの 

 

（前頁から） 

局は、令和７年８月４日の全て

の局長級職員及び本庁部長級が

出席する会議において、局長から

の指示により、設計や施工時の適

正な協議、手続について意識を高

め、事業の手戻りや不要な支出の

防止について局全体で取り組む

こととした。【２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

       ◎ 

16 水道局 

工事請負契約

におけるイン

フレスライド

条項の適用に

係る手続を適

切に行うべき

もの 

局は、工事請負契約により、給

水所の築造工事を行っている。 

本契約を見ると、局は、監査日

現在、受注者から計４回にわた

り、インフレスライド条項によ

る契約金額の変更請求があった

が、スライド額の算定や契約変

更を行わず、これらを工期末に

行うとしていた。 

局は、インフレスライド条項

により契約金額を変更した場

合、受注者に対し下請契約の金

額見直し等を行うよう求めてお

り、受注者から契約金額の変更

請求を受けた都度、契約変更を

行う必要があった。 

局は、工事請負契約における

インフレスライド条項の適用に

係る手続を適切に行われたい。 

本件工事について、西部建設事

務所は、受注者から受領している

インフレスライド条項による全

ての契約金額の変更請求に対し

て、令和７年８月１８日に契約変

更を行い、契約変更したスライド

額のうち、既済部分検査が完了し

た範囲に対して、同年１０月８日

に支払を完了した。【１－エ】 

誤りの発生原因は、インフレス

ライド条項の趣旨を深く理解で

きていなかったことである。この

ため、受発注者間でインフレスラ

イド条項の趣旨について理解を

深めた上で、受注者との十分な協

議と意向確認を徹底し契約変更

することにより、適切な工事請負

契約の施行体制を確保する。 

建設部は、インフレスライド条

項の趣旨について理解を深める

ため、本件を令和６年１２月の建

設部系列連絡会等で関係部署に

周知し、改めて制度の趣旨につい

て情報共有した。また、スライド

請求が複数回行われる場合、その

都度スライド額の算定及び協議

を実施して契約変更を行うこと

や、その都度受注者に対して物価

変動に伴う下請契約金額の見直

しの必要性等、制度の趣旨を説明

することを周知徹底した。【２－

エ】 

（次頁へ続く） 

- 32 -－32－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

16 

水道局 

工事請負契約

におけるイン

フレスライド

条項の適用に

係る手続を適

切に行うべき

もの 

 （前頁から） 

職員部は、令和７年１月９日付

通知文により、局内に監査結果を

通知し、指摘事項の周知徹底及び

注意喚起を行った。また、同

月２０日の所長会において、指摘

内容及びその重要性について説

明し、再発防止に向けた注意喚起

及び各所属の職員への周知徹底

を依頼した。さらに、適切な制度

の運用についてより確実に周知

すべく、会議資料を全ての関係職

員が閲覧可能な掲示板に掲載し

た。【２－エ】 

令和７年度の人事異動に伴い、

建設部は、令和７年４月２３日の

建設部長等が出席する建設部系

列連絡会においても事案を周知

し、各部署の職員への周知徹底

と、条項の趣旨の共有や速やかな

事務処理に向け受注者に協力要

請することを依頼した。また、令

和７年７月２９日に開催した本

庁技術系課長会においても、本指

摘に関する原因と再発防止につ

いて周知した。今後も、定期的に

開催する連絡会等の場を活用し、

継続的に注意喚起を行っていく。

【２－エ】 

建設部は、新たな取組として、

令和７年８月１８日付の各事務

所及び東京水道株式会社あての

通知で、受注者と行う契約後１回

目の工事打合せにおいて、各建設

事務所工事課長がインフレスラ

イド条項の趣旨や協議、請求時の

留意事項等を書面により説明す

ることとし、受注者と協力するこ

とで速やかな事務処理が行える

ように体制を強化した。【２－ウ】 

局は、令和７年８月４日の全て

の局長級職員及び本庁部長級が

出席する会議において、局長から

の指示により、受発注者間で制度

の趣旨について認識を深め、十分

な協議を踏まえて契約変更し、適

切な工事請負契約の施行体制の

確保に関して局全体で取り組む

こととした。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎   ○ ○ 
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〔令和６年財政援助団体等監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

17 

スポーツ推進

本部(一般財団

法人東京マラ

ソン財団) 

（財務に係る

事務の統制に

ついて） 

職員立替によ

る経費の支払

を行わないよ

う業務の手順

を改めるべき

もの 

財務規程等によると、財団の

管理本部は、契約書その他証拠

書類など支出の根拠となる支出

負担行為に基づき、支払内容、債

権者、金額を確認した上、債権者

からの請求書により、支払額調

書を作成した上で支出すること

とし、一般に請求書が発行され

ない取引については請求書に代

わる証拠書類に基づくことがで

きるとしている。 

しかし、財団の支出負担行為

がないまま職員が経費の支出を

決定し立て替えて支払ってお

き、事後に財団が立て替えた職

員に経費を支払う方法（以下「職

員立替」という。）に係る規程は

ない。 

これは、架空の取引の計上と

事業実施に必要のない取引の実

施を防止するため、事業担当本

部と管理本部が相互にけん制す

る仕組みとしているものであ

る。 

一方、財務規程等によると、事

業現場その他これに類する場所

において直接支払を必要とする

経費などは資金前渡を用いるこ

とが可能であるとされている。 

そこで、2023 大会年度におけ

る支払額調書について見たとこ

ろ 、 事 業 費 の 支 出 に 係

る１，８５４件の取引のう

ち１２９件２１５万１０２円、

管理費１１件５万３３８円、

計２２０万４４０円について、

職員立替により経費を支払って

いる。 

職員立替により支払っている

経費の内容について見ると、道

路使用料、旅費、賃借料、ランニ

ングイベント備消耗品等で、全

てがあらかじめ必要性と必要量

が明らかなものであり、支出負

担行為の意思決定の上、職員立

替によらない方法による処理が

可能である。 

（次頁へ続く） 

誤りの発生原因は、職員に対し

て資金前渡の適切な処理について

周知を徹底していなかったことに

ある。 

財団は、令和７年６月３０日に

実施した全職員向けの事務説明会

において、現金を要する場合には、

資金前渡による処理が原則である

旨を改めて周知するとともに、資

金前渡の適切な適用に当たっての

留意点を取りまとめ共有した。【２

－ウ、２－エ】 

今後は、定期的な全職員向け事

務説明会や、毎月開催している幹

部会等での周知を継続していく。 

- 34 -－34－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

17 

スポーツ推進

本部(一般財団

法人東京マラ

ソン財団) 

（財務に係る

事務の統制に

ついて） 

職員立替によ

る経費の支払

を行わないよ

う業務の手順

を改めるべき

もの 

（前頁から） 

財団の事業の経費は、架空の

取引の計上と事業実施に必要の

ない取引の実施を防止する観点

から、その支出の根拠となる支

出負担行為について財団の意思

決定を行った後に、支出負担行

為の証拠書類に基づき支払うべ

きところ、職員の判断で経費を

支払い、事後に財団の支出を行

っていることは適正でない。 

財団は、職員立替による経費

の支払を行わないよう、業務の

手順を改められたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

      ○ ◎ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

18 

スポーツ推進

本部(一般財団

法人東京マラ

ソン財団) 

（財務に係る

事務の統制に

ついて） 

協賛物品につ

いて規程を定

めるとともに

出納管理を適

正に行うべき

もの 

財団は、物品を貸借対照表の

資産項目に貯蔵品として計上し

ている。2023 大会年度の貯蔵品

残高４，５６８万６，５１４円に

は、協賛物品であるボランティ

アウェア３，４５５万７，９００

円が含まれている。 

財団は、協賛物品について、受

入れ、払出し、在庫数量の確認

（以下「出納管理」という。）に

係る規程を定めていない。また、

受入れ・払出しの記録がなく、期

末における在庫数量の確認につ

いても、経理部が決算日に倉庫

に行って、事業担当者が作成し

た期末残高表を基に、数量を一

部確認しているとしているが、

在庫数量は払出しの都度上書き

保存されており、確認できない。 

このことについて財団は、次

回のマラソン大会で全て配布す

るため、出納の記録を行ってい

ないとしている。 

しかしながら、 

① 協賛物品の数量が多く、金

額が多額である 

② 協賛者から提供された協賛

物品は、適正に管理する必要

がある 

ことから、出納管理を行い、物品

を使用する事業担当者と経理部

が相互にけん制することで、誤

りや事故の発生を防止する必要

があるが、財団は、協賛物品の出

納管理に係る規程を定めず、出

納管理を行っていないことは適

正でない。 

財団は、協賛物品について出

納管理に係る規程を定めるとと

もに、出納管理を適正に行われ

たい。 

誤りの発生原因は、協賛物品が

多数あるにも関わらず管理に係る

規定が未整備であり、事業担当者

と経理部が相互けん制できる運用

を実施できていなかったことにあ

る。 

財団は、令和７年６月の理事会

にて財産管理規程を改正し、協賛

物品の出納管理に係る項目を規定

の上、貯蔵品の管理台帳を整備し

た。事業担当者は、協賛物品を払

い出す都度、残量について管理台

帳を用いて管理し、経理部へ報告

することとした。また、経理部は

事業担当者から物品の払い出し報

告を受け、管理台帳の内容を確認

することとした。令和７年７

月１６日には、経理部立ち合いの

もと実地棚卸を行い、実数と台帳

の数値の合致を確認した。大会後

及び期末には経理部及び事業担当

者が連携し、実地棚卸を実施する

ことで、協賛物品を適切に管理し

ていく。【１－イ】 

令和７年６月３０日付通知文に

より、協賛物品の出納管理に係る

業務手順について財団内に周知し

た。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

 ◎      ○ 

- 36 -－36－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

19 

スポーツ推進

本部(一般財団

法人東京マラ

ソン財団) 

（計画的な事

業の実施につ

いて） 

「ONE TOKYO」

のランニング

イベントを計

画的に行うべ

きもの 

「ONE TOKYO」のイベント内容

を見ると、トラック競技、中距

離、フルマラソン、トレイルラン

ニングなどのそれぞれの分野に

ついて、ランニング技術の習得、

トレーニング方法の習得、故障

防止に係る知識の習得、タイム

トライアル、ファンランニング

など多様な目的のイベントを行

っていることから、分野・目的ご

とに年度計画を策定して、担当

職員数や開催期間が限られた中

で最も効果が上がるようイベン

ト開催を図る必要がある。 

また、例えば、フルマラソンへ

の参加者は、各自が目標とする

完走タイムなどを大会で達成す

るために、数か月以上の長期の

トレーニングを要し、大会まで

の期間によってトレーニング内

容を変えていくなどすることか

ら、イベント参加者にとっても、

長期のイベント計画がわかるこ

とがサービスの向上につながる

こととなる。 

しかしながら、「ONE TOKYO」

のランニングイベントに係る財

団の事業計画はこれらについて

定めたものではない。 

財団は、このことについて、大

会年度を通して利益率１５％を

目標の軸に据え、概ね３～４か

月単位で「ONE TOKYO」イベント

の実施計画を定めているとして

いるが、実績報告は確認できる

ものの、担当職員数や開催期間

が限られた中で最も効果が上が

るよう分野・目的ごとに年度計

画を策定したものは確認できな

い。 

財団は、「ONE TOKYO」のラン

ニングイベントについて、年度

計画などを策定した上で計画的

に行われたい。 

誤りの発生原因は、東京マラソ

ン財団公式クラブである「ONE 

TOKYO」事業の今後の展開が明確化

されてこなかったことにある。 

財団は、「ONE TOKYO」のランニ

ングイベント等に係る展開方針及

び事業年度計画の検討を行い、令

和７年４月に 2025 年度 ONE TOKYO 

事業計画を策定した。【２－ア】 

また、「ONE TOKYO」のＷｅｂサ

イトにおいて、サイトの閲覧者に

対して「ONE TOKYO」で計画された

年間における全てのランニングイ

ベント等に関する案内を公表し

た。【２－ア】 

引き続き年度計画を定め、計画

された年間における全てのランニ

ングイベント等に関する案内を公

表し、参加者にとって有益となる

情報を発信していく。 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

    ◎    

- 37 -－37－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

20 

スポーツ推進

本部(一般財団

法人東京マラ

ソン財団) 

（計画的な事

業の実施につ

いて） 

方針を定めた

上でランニン

グイベントに

オプションを

設定すべきも

の 

財団は、ランニングイベント

のうち、令和４年８月１１日に、

東京都に所在する御岳山で実施

した有料のトレイルランニング

のイベントでは、会員の親睦を

深めるためとして、オプション

でバーベキューを行う企画をし

ている。 

オプションに係る損益につい

て見ると、本来、参加料収益が原

価以上でなければ収益事業とし

て成り立たないが、収益が一人

当たり５，０００円に対し、財団

の原価は６，０００円で、収益が

原価を下回っており、これにつ

いて、財団は、「ONE TOKYO」会

員に対するサービスであるとし

ている。 

しかしながら、「ONE TOKYO」

に係るイベント７５件のうちこ

のイベント以外ではこのような

オプションが設定されておら

ず、「ONE TOKYO」会員に対する

サービスとしてのオプションの

提供価格が原価を下回ることに

ついて、財団は「ONE TOKYO」の

事業計画に記載しておらず、他

に方針を定めたものは確認でき

ない。 

財団は、方針を定めた上で、ラ

ンニングイベントにおいてオプ

ションを提供する価格を設定さ

れたい。 

誤りの発生原因は、東京マラソ

ン財団公式クラブである「ONE 

TOKYO」事業の収益化に係る方針に

ついて明確化できていなかったこ

とにある。 

財団は、事業年度計画において、

オプションの提供及び価格設定に

ついて定めることとし、令和７

年４月に参加料収益を原価以上に

設定する旨を定めた2025年度ONE 

TOKYO 事業計画を策定した。【２－

ア】 

今後、類似の事業が発生する際

は、本計画を基に事業を実施して

いく。 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

    ◎    

- 38 -－38－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

21 

産業労働局(公

益財団法人東

京しごと財団) 

敷金相当額の

都補助金収入

及び外部委託

支出に関する

会計処理を適

正に行うべき

もの 

都は、公益財団法人東京しご

と財団補助金交付要綱に基づ

き、財団に対し、都における雇用

及び就業支援並びに東京の産業

振興に必要な人材の育成を目的

として実施する事業に要すると

して定めた経費を都単独の補助

金として交付している。 

財団は、この補助金を財源と

して障害者の職場定着の推進等

のために東京ジョブコーチ支援

事業を実施しており、契約にお

いて、令和元年度に受託者であ

る社会福祉法人に受託事業の実

施に必要な施設を借上げること

を求めており、その際に必要と

なった外部委託支出のうち敷金

相当額を受託者に仮払いし、賃

借の終了とともに返還させるこ

ととしている。 

敷金は、賃貸借契約の終了す

る際に、賃貸人から賃借人に返

還されるべきものであり、要綱

においても、敷金の性質上、都

は、補助事業実施のための建物

一部賃借に係る敷金に要する経

費を補助事業者に預託すると

し、賃借の終了とともに都へ返

還することを定めている。この

ため、敷金相当額に該当する都

からの補助金収入は都からの預

り金としての性質を有してい

る。 

ところで、財団の敷金相当額

に関する仕訳処理を見たとこ

ろ、都補助金収入を受け入れた

際に収益計上をし、受託者への

敷金相当額を支出した際に費用

計上をしている。 

（次頁へ続く） 

誤りの発生原因は、賃貸借契約

に係る敷金等の会計処理に関し、

財団職員における会計実務上の認

識不足に起因したものである。 

財団は、令和７年１月２１日付

けで、敷金相当額８９０万３５０

円について「保証金」（長期仮払

金）及び「長期預り金」への適正

な修正仕訳を実施した後、当該修

正内容を反映した財務諸表を作成

し、令和７年６月に開催された決

算理事会及び評議員会において、

決算報告書（貸借対照表の記載を

含む）について正式に議決・承認

を得た。【１－ウ】 

財団は、受託者が借入れを行い、

財団が保証金を負担している物件

についても、保証金管理台帳での

管理を行うこととし、指摘内容を

会計監査人と共有した。【２－ウ】 

局は、令和７年１月２３日付通

知文により、当該指摘事例や留意

点について、局内へ周知した。【２

－ウ】 

- 39 -－39－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

21 

産業労働局(公

益財団法人東

京しごと財団) 

敷金相当額の

都補助金収入

及び外部委託

支出に関する

会計処理を適

正に行うべき

もの 

（前頁から） 

しかしながら、敷金相当額に

関する支出は、施設の退去時に

受託者から財団に返還されるこ

とが前提であり、支出の時点で

は、経済的価値の費消は生じて

いないため、費用処理をすべき

ものではなく、これに対応した

収益処理もすることはできな

い。このため、受託者に対して支

払われる敷金相当額に関する支

出を仮払金等に資産計上し、都

補助金収入を受け入れた際に

は、収益として認識をせずに長

期預り金等として負債に計上す

る必要がある。 

その結果として、令和５年度

末の貸借対照表上、仮払金等と

長期預り金等がいずれも８９０

万３５０円過少に計上されてお

り、財団の財政状態が適正に表

示されていない。財団は、都補助

金収入を受けた敷金相当額につ

いて適正な会計処理を行い、貸

借対照表を修正する必要があ

る。 

財団は、敷金相当額の都補助

金収入及び外部委託支出に関す

る会計処理を適正に行われた

い。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ○    ◎  

22 

産業労働局(東

京都中小企業

団体中央会) 

※業界活性化

に向けた特別

支援後のフォ

ローについて 

東京都中小企業団体中央会

は、中小企業等協同組合などの

健全な発達を図り、併せて中小

企業の振興を図るために必要な

事業を行うことを目的として設

立された団体で、局から「中小企

業新戦略支援事業（団体向け）」

の補助を受け、中小企業・小規模

事業者が多い出版やファッショ

ンなどの業界の「稼ぐ力」を強化

するため、団体による取組を支

援している。この事業では、中央

会が団体に対して、コーディネ

ータの派遣、経費助成、特別支援

を実施している。 

（次頁へ続く） 

局は、令和７年度の補助金交付

要綱及び実施計画に、中央会によ

る特別支援後のフォローについて

定めるとともに、実施要綱等にお

いて、特別支援終了の半年後にフ

ォローアップ調査を行うこととし

た。また、令和６年度より、過年

度の取組をリーフレットにして、

広報誌やホームページに掲載する

とともに、中央会の会員組合へ配

布するなどして周知を図ること

で、他の支援策との連携を促す仕

組みを構築した。【１－エ】 

- 40 -－40－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

22 

産業労働局(東

京都中小企業

団体中央会) 

※業界活性化

に向けた特別

支援後のフォ

ローについて 

（前頁から） 

このうち令和４年度及び令

和５年度の特別支援について

は、局が設定した「デジタル技術

活用による業界活性化プロジェ

クト」をテーマにしており、中央

会が、そのテーマに基づく団体

による取組を公募・審査の上、選

定された団体に上限５，０００

万円で業界活性化事業の実施を

委託している。令和４年度及び

令和５年度には、各６件計１２

件の業界活性化事業が実施され

た。 

また、業界活性化事業の受託

団体は、委託契約に基づいて、そ

の業界活性化に向けた課題を整

理しており、今後の取組予定、団

体内各事業者への参加促進、同

じような課題を有する他業種へ

の参考事例としての情報発信な

どを中央会に対して報告してい

る。 

そこで、特別支援後のフォロ

ーについて中央会に確認したと

ころ、中央会では、指導員が行う

年１回程度の会員組合への定例

的な巡回訪問で状況把握に努め

ている程度であった。局も、中小

企業新戦略支援事業（団体向け）

補助金交付要綱に特別支援後の

取組について定めておらず、中

央会に対して、報告や取組を求

めていない状況となっており、

受託団体の属する業界活性化と

いう目的からすると十分とは言

えない状況であった。 

こうしたことから、局が、委託

契約で報告された当該業界活性

化に向けた課題を把握・分析す

ることを中央会が行う補助事業

に位置付け、例えば、必要に応じ

て、特別支援後もコーディネー

タ派遣などのフォローを行い、

当該業界活性化の取組を継続的

に実施するなど、局が求める「稼

ぐ力」の強化につなげていくこ

とが期待される。 

局は、業界活性化という補助

目的達成のため、中央会が積極

的に特別支援後のフォローをで

きるよう仕組みを構築するな

ど、後押しすることが望まれる。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     
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〔令和６年行政監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

23 

教育庁 

ケア・コミッシ

ョナーを平時

から選任すべ

きもの 

都立施設を活用した一時滞在

施設の施設管理者は、都立一時

滞在施設が発災時に機能するよ

う平時に準備すべき事項や災害

時の具体的な運用等を定めた運

営計画をあらかじめ策定してお

く必要がある。 

また、施設管理者は、平時から

ケア・コミッショナーを職員の

中から選任し、ケア・コミッショ

ナーは、要配慮者等への対応の

観点から、運営計画の策定等に

参加することとなっている。 

そこで、監査対象の各施設に

おけるケア・コミッショナー選

任の状況について確認したとこ

ろ、芝商業高校及び広尾高校に

おいては、監査日現在、ケア・コ

ミッショナーを選任しておら

ず、適切でない。 

両学校は、ケア・コミッショナ

ーを平時から選任されたい。 

芝商業高校は、令和６年１０

月４日に一時滞在施設運営計画

を改定するとともに、ケア・コミ

ッショナーを選任した。【１－エ】 

広尾高校は、令和６年１１

月２０日に一時滞在施設運営計

画を改定するとともに、ケア・コ

ミッショナーを選任した。なお、

広尾高校は、令和７年６月３０日

付けで一時滞在施設の指定を解

除されている。【１－エ】 

総務部は、令和７年８月２６日

の学校経営支援センター連絡会

及び同年９月４日の校長連絡会

において、一時滞在施設における

ケア・コミッショナーの選任と、

運営計画策定等への参加につい

て周知を図るとともに、一時滞在

施設に指定されている都立学校

は、これらの対応を行うよう、同

年９月４日付けで依頼文を発出

した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ○    ◎ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

24 

教育庁 

帰宅困難者等

の安全を確保

できるよう家

具類の転倒・落

下防止対策を

行うべきもの 

都立施設を活用した一時滞在

施設の施設管理者は、地震発生

時に帰宅困難者等を安全に受け

入れられるよう日頃からオフィ

ス家具類の転倒・落下・移動防止

対策等に努めることとされてい

る。 

そこで、三田高校の状況を確

認したところ、監査日現在、受入

スペースとなっている剣道場及

び武道場の出入口は避難口とな

っているが、出入口に設置され

ている下駄箱は、底面の半分以

上が床面から浮いた状態で、高

さ調整のためのコンクリートブ

ロックの上に不安定に置かれた

状態となっており、地震時には

転倒する危険性があった。 

また、 葛西工科高校におい

ては、監査日現在、受入スペース

となっている剣道場内の棚上

に２０㎏程度の重量がある和太

鼓が約２０台並べられた状態で

あり、地震時には落下する危険

性があった。 

剣道場等は平時には生徒等が

利用し、地震時には帰宅困難者

の受入スペースとなることか

ら、生徒や帰宅困難者等の安全

を確保できるよう、日頃から家

具類の転倒・落下防止対策を行

い、安全を確保する必要がある。 

各学校は、帰宅困難者等の安

全を確保できるよう家具類の転

倒・落下防止対策を行われたい。 

三田高校は、柔道場及び剣道場

に設置されている下駄箱につい

て、入り口床に設置するとともに

転倒防止用のつっぱり棒を設置

し、転倒防止策を行った。【１－

イ】 

葛西工科高校は、和太鼓を床に

置くことで、安全を確保すること

とした。【１－イ】 

総務部は、令和７年８月２６日

の学校経営支援センター連絡会

及び同年９月４日の校長連絡会

において、転倒・落下・移動・飛

散防止策の説明を行い、注意喚起

を行うとともに、一時滞在施設に

指定されている都立学校がこれ

らの対応を行うよう、同年９月４

日付けで依頼文を発出した。【２

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

 ◎      ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

25 

総務局 

※（一時滞在施

設を含む学校

の防災拠点と

しての取組に

ついて） 

一時滞在施設

と避難所の受

入スペースが

重複した際の

取扱いについ

て 

都立施設を活用した一時滞在

施 設 の 運 営 マ ニ ュ ア ル

ver.３.５においては、避難所と

一時滞在施設とが競合する場

合、運営計画策定に当たっては、

区市町村等と協議して作成する

ことが望ましいとされ、住民の

避難スペースと帰宅困難者の受

入スペースは区分すべきこと等

について記載されている。 

そこで、一時滞在施設を含む

防災拠点としての学校の取組に

ついて見たところ、葛西工科高

校は、避難所及び一時滞在施設

の両方に指定されており、一時

滞在施設の受入スペースの全部

が、避難所と区分されず重複し

ている状況であったが、開設す

るに当たっての優先順位や開設

を決定する手順等についても、

協定書や運営計画に定めがない

等、発災時において、両施設を適

切に運営できるのか確認するこ

とができない状況であった。 

この状況について、総務局の

見解を確認したところ、両施設

の受入スペースに重複があるこ

とについては、各都立一時滞在

施設が区市町村と調整の上、使

用する時期をずらしたり、受入

スペース内で帰宅困難者と避難

者の場所を区切る等により臨機

応変の対応は可能であるとして

いる。 

しかしながら、運営マニュア

ルには、両施設の受入スペース

が重複しないように記載されて

いるのみであり、具体的な対応

は示されていない。 

局は、帰宅困難者対策の総合

的な調整を行う立場から、各施

設及び区市町村に対し、両施設

の受入スペースが重複した際の

取扱いを具体的に示すことが望

まれる。 

教育庁が令和７年１月７日に

実施した実態調査の結果を踏ま

え、一時滞在施設と避難所の受入

スペースが重複している施設に

ついての利用基準を整理し、「都

立施設を活用した一時滞在施設

の運営マニュアル ver.４」第４

章一時滞在施設の運営（発災時）

の＜特則１＞に反映した。【１－

エ】 

具体的には、発災後３日間まで

は、帰宅困難者を受け入れる一時

滞在施設として使用し、発災後４

日目以降は避難所に使用するこ

とを原則とするが、区市町村の要

請によっては、３日目以内に避難

所として開設することを妨げな

い。 

この際、受入スペースが明確に

区分されている施設では一時滞

在施設と避難所を併設すること

も可とするが、区分されていない

場合には一時滞在施設の閉設を

行う。 

なお、改定された上記マニュア

ルについて、令和７年８月２０日

開催の「令和７年度都立一時滞在

施設運営説明会」にて各施設へ周

知を行った。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

26 

総務局 

※（備蓄品につ

いて） 

備蓄品の更新

について 

総務局は、都立一時滞在施設

に受入予定の帰宅困難者の３日

分の飲料水、食料等の備蓄品を

配備している。 

また、備蓄品の更新分も局が

提供しており、局は、全ての都立

一時滞在施設のうち、令和６年

度に更新する食料がある施設に

対し、更新分の食料の買入れに

係る契約及び賞味期限到来前の

食料を回収し社会福祉法人等に

配布するための運搬等に係る契

約を締結している。 

食料の更新に係る一連の事務

について見たところ、更新対象

の食料のうち、一部の品目につ

いて、回収から納品までの約３

か月間、備蓄が不足する状態と

なることが認められた。 

令和６年度については、能登

半島地震の影響により、例年よ

り納品予定が遅くなってはいる

ものの、備蓄品の更新に当たっ

ては、回収から納品までの期間

を可能な限り短縮させる対策を

すべきところ、各契約の仕様書

において、こうした対策が十分

に講じられているとはいえな

い。 

局は、発災時の受入者３日分

の備蓄品について不足すること

がないよう、継続的な更新サイ

クルを構築し、計画的に更新す

ることが重要である。 

局は、効率的かつ有効に備蓄

品を更新することが望まれる。 

令和７年度における備蓄品の

更新に係る契約（「令和７年度災

害用備蓄品の買入れ（クラッカ

ー）」及び「令和７年度災害用備

蓄品の運搬等委託（クラッカ

ー）」）に際しては、①備蓄品の

購入と回収した備蓄品の再利用

を適正な時期に実施するために、

回収予定の備蓄品については賞

味期限の時期によって契約を締

結するとともに、②各都立一時滞

在施設において、備蓄品の回収と

納品を同時に完了できるように、

これまでの備蓄品購入契約と備

蓄品搬送契約の範囲の見直しを

実施することを通じて、効率的か

つ有効な備蓄品の更新を実現し

た。 

また、令和７年度から令和８年

度までに賞味期限を迎える備蓄

品の更新についても、備蓄品更新

計画に更新に係る各種契約スケ

ジュール等を記載し、適切に対応

することとした。同計画について

は、当該年度終了後、順次更新を

図っていく。【１－エ】 

さらに、備蓄品の更新事務につ

いて、総合防災部防災管理課防災

事業推進担当（帰宅困難者対策担

当）は、令和７年３月中に事務引

継書に明記し継承している。【１

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

27 

総務局 

※都立一時滞

在施設に対す

る情報提供な

どの支援の充

実強化につい

て 

総務局が、都立一時滞在施設

の運営等に係る状況把握、有用

な情報の発信や助言を適切に行

っているかについて見たとこ

ろ、次のような状況が認められ

た。 

ア 局は、施設の運営担当者向

けに、運営説明会（オンライン

形式）及び一時滞在施設情報

連携訓練（以下「通信訓練」と

いう。）をそれぞれ年１回開催

している。 

 運営説明会の際に実施して

いるアンケートを見たとこ

ろ、通信訓練については、各施

設の課題や意見等に関する設

問も含めたアンケート調査を

実施しているが、運営説明会

については、そのアンケート

の内容が、説明内容の理解度

や説明時間の適否など、説明

会の評価のみを対象としてい

る。運営説明会についても、通

信訓練のような設問を設け、

課題、意見等を把握すれば、今

後の情報提供や助言に活用で

きることが見込まれる。 

イ 運営説明会の具体的な説明

内容と各施設の開設・運営の

オペレーションとを照合した

ところ、①運営マニュアルに

定める一時滞在施設の管理運

営体制に関する情報、②運営

マニュアルに定める訓練等の

実施、手順に関する情報、③先

進的な取組事例や過去の震災

時における有用な情報、④適

宜伝える有用な情報につい

て、運営説明会で提供すれば、

施設のより円滑な運営に活用

できることが見込まれる。 

局は、円滑かつ効率的な施設

の運営に資するため、運営説明

会等を通じて、各施設の状況や

課題、意見等の把握に努めると

ともに、運営マニュアルの充実

や有用な情報の発信や助言を行

い、各施設に対する情報提供な

どの支援を充実強化することが

望まれる。 

令和７年８月２０日開催の「令

和７年度都立一時滞在施設運営

説明会」において、一時滞在施設

の管理運営体制に関する情報、訓

練等の実施、手順に関する情報及

び先進的な取組事例等を盛り込

み、説明内容を充実させるととも

に、アンケートの回答に当たって

は、自由意見欄を設けた外、どの

ような回答をして欲しいかを例

示することで、より的確に現場の

課題や意見を把握できるように

設問を見直した。【１－エ】 

また、都立一時滞在施設の支援

に関する事務について、総合防災

部防災管理課防災事業推進担当

（帰宅困難者対策担当）は、令

和７年３月中に事務引継書に明

記し継承している。 

さらに、一時滞在施設とのコミ

ュニケーションを継続的に取る

ことにより、施設に対する支援の

充実強化に努めていく。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 46 -－46－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

28 教育庁 

※（一時滞在施

設を含む学校

の防災拠点と

しての取組に

ついて） 

一時滞在施設

を含む学校の

防災拠点とし

ての考え方を

整理し学校の

取組を支援す

ることについ

て 

都立学校の避難所等の指定に

関する要綱によれば、区市町村

長から都立学校を避難所等に指

定する要請を受けた場合、各学

校は、原則的に承認するものと

され、各学校は、区市町村と協定

を締結し、区市町村が開設する

避難所の運営支援を行うことと

なっている。 

一方、都立一時滞在施設につ

いては、総務局が帰宅困難者を

受け入れられる場所等に係る調

査を行い、回答のあった学校に

ついて、指定している。 

都立施設を活用した一時滞在

施 設 の 運 営 マ ニ ュ ア ル

ver.３.５においては、避難所と

一時滞在施設とが競合する場

合、運営計画策定に当たっては、

区市町村等と協議して作成する

ことが望ましいとされ、住民の

避難スペースと帰宅困難者の受

入スペースは区分すべきこと等

について記載されている。 

そこで、一時滞在施設を含む

防災拠点としての学校の取組に

ついて見たところ、葛西工科高

校は、避難所及び一時滞在施設

の両方に指定されているが、両

施設が競合した際の運営方法等

について、区と具体的な協議が

されておらず、運営計画にも定

められていない状況が認められ

た。 

また、一時滞在施設の受入ス

ペースの全部が、避難所と区分

されず重複している状況であっ

たが、開設するに当たっての優

先順位や開設を決定する手順等

についても、協定書や運営計画

に定めがない等、発災時におい

て、両施設を適切に運営できる

のか確認することができない状

況であった。 

大規模地震の発生時における

学校の教職員の第一義的な役割

は、児童・生徒等の安全確保であ

るが、同時に、学校は防災拠点と

して帰宅困難者と避難者の双方

から避難を求められた場合、現

場が混乱する可能性がある。 

（次頁へ続く） 

総務部は、令和７年１月７日時

点で、都立学校に対し、避難所及

び一時滞在施設の指定状況を確

認した。その上で、都立施設を活

用した一時滞在施設の運営マニ

ュアルを所管する総務局総合防

災部に確認結果を共有し、整理を

依頼したところ、令和７年８月に

同マニュアルが改訂され、避難所

と一時滞在施設が競合する施設

における留意事項が記載された。

【１－エ】 

総務部は、令和７年８月２５日

付けで、同マニュアルの改訂版を

全都立学校に配布した。 

また、学校が区市町村との間で

確認、協議すべき事項をまとめ、

同年９月４日付通知文により、全

都立学校に周知した。【２－エ】 

- 47 -－47－



 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

28 

教育庁 

※（一時滞在施

設を含む学校

の防災拠点と

しての取組に

ついて） 

一時滞在施設

を含む学校の

防災拠点とし

ての考え方を

整理し学校の

取組を支援す

ることについ

て 

（前頁から） 

そのような状況の中で、学校

が発災時に防災拠点としての役

割を臨機応変に果たすために

は、事前に、各学校と区市町村と

の間で、運営方法や運営要員の

確保、両施設の受入スペースが

重複した際の開設の決定方法等

について十分に協議し、具体的

な手順の確認を行い、各学校の

運営計画等に反映する必要があ

る。 

そのため、庁は、総務局に対し

両施設の受入スペースが重複し

た際の取扱いを示すよう求めた

上で、学校の防災拠点としての

考え方を整理し、両施設が競合

した際の運営計画の策定や区市

町村との調整を行う際の注意事

項等を学校へ示す等、学校の取

組を支援することが望ましい。 

庁は、局と連携し、一時滞在施

設を含む学校の防災拠点として

の考え方を整理し、学校の取組

を支援することが望まれる。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎    ○ 

- 48 -－48－



 

〔令和７年定例監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

29 

総務局 

交通誘導員を

適正に配置さ

せるとともに

道路除草委託

契約の積算を

適切に行うべ

きもの 

道路交通法では、道路におい

て工事又は作業をしようとする

者等は、所轄警察署長へ、工事等

を行う場所や期間、方法等を申

請し、道路使用の許可を受けな

ければならないとし、道路の管

理者が道路の維持管理のための

工事等を行おうとするときは、

所轄警察署長へ時期、方法等を

協議すれば足りるとしている。 

このため小笠原支庁は、道路

の維持管理で年間を通じて必要

となる工事等の一覧を作成し、

道路の管理者として所轄警察署

長に一括で協議し、回答を得て

いる。 

支庁における、都道の除草委

託契約の履行状況等を確認した

ところ、仕様書においては、道路

上の作業に当たって「道路工事

等協議書（年間一括）」の協議事

項を遵守することとし、所轄警

察署長との協議事項で作業中は

必ず交通誘導員を配置すること

とされているにもかかわらず、

同契約の積算では、直接作業費

に交通誘導員の計上がなく、実

際の除草業務においても交通誘

導員が配置されておらず適正で

ない。 

支庁は、「道路工事等協議書

（年間一括）」の協議事項を遵守

して交通誘導員を適正に配置さ

せるとともに、道路除草委託契

約の積算を適切に行われたい。 

誤りの発生原因は、警察署長と

の協議事項を確実に仕様書及び積

算に反映するための確認手続が不

十分であったことにある。 

小笠原支庁においては、令和７

年度の道路除草委託について、令

和７年４月２２日付で契約変更を

行い、交通誘導員の配置を仕様書

に記載するとともに、契約金額に

反映させた。【２－イ】 

また、令和７年８月２５日付通

知文により、道路工事等に係る所

轄警察署長との協議事項が適切に

仕様書及び積算に反映されている

ことの複数チェックを徹底するよ

う、支庁長から各工事主管課長へ

注意喚起を行った。 

さらに、総務部においては、令

和７年９月４日付通知文により、

当該指摘事例を紹介するととも

に、所轄警察署長との協議におい

て、交通誘導員を配置することと

している場合は、関係法令を遵守

の上、適切に対応するなど、今後

の道路除草委託契約等における留

意点を示すことで、各支庁へ周知

した。 

今後、次年度の準備契約の事務

処理を局内で行う際、指摘に基づ

き留意点を注意喚起していく。【２

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

     ○  ◎ 

- 49 -－49－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

30 

総務局 

委託契約につ

いて書面によ

る協議を適正

に行うべきも

の 

総合防災部は、指定給油所に

対して災害時の連絡体制、給油

準備手順、給油実施手順等につ

いて研修及び訓練を実施する業

務を委託している。 

また、東京都契約事務規則で

は、標準契約書が定められたと

きは、当該契約書に準拠した契

約書を作成することが定められ

ている。委託契約に係る標準契

約書では、協議は書面により行

わなければならないことや、委

託者が必要があると認めるとき

は、受託者と協議の上、契約変更

を行うことができることが定め

られている。 

研修について仕様書では、動

画形式で研修時間は合計１時

間３０分程度、研修内容は①災

害時の報告連絡手順及び給油実

施手順等、②発災直後の給油所

設備の点検等と定めている。 

部は、令和５年度に同研修

を１時間３０分程度の動画で実

施したところ、受講者から１時

間以上の動画は長いとの意見が

あったことから、契約締結後に

受託者と協議し、研修は、本契約

で新規に作成する研修動画の視

聴と、過去に全指定給油所に配

布している訓練 DVD 等を確認す

る時間を合わせて１時間３０分

程度とするよう指示したとして

いる。 

しかしながら、部は、書面によ

る協議を行っておらず、契約変

更の要否や、当該協議の内容が

確認できない状況であり、適正

でない。 

部は、委託契約について書面

による協議を適正に行われた

い。 

誤りの発生原因は、東京都契約

事務規則で定める標準契約書に関

する理解不足により、仕様書に受

託者との協議を書面で行うべきこ

とが記載されていないことによる

ものである。 

総合防災部においては、令和７

年度の研修・訓練の委託を行うに

当たって仕様書を見直し、①受託

者と定期的な打合せを実施して履

行状況を適切に把握するととも

に、その内容を書面に残すこと、

及び、②実施内容を変更する場合

は書面によって協議することを明

記した。【２－イ】 

また、総務部においては、令和７

年９月４日付通知文により、当該

指摘事例を紹介するとともに、契

約内容の変更等により、契約相手

方との協議が必要な場合は、必ず

書面により行い記録を残すとい

う、今後の委託契約における留意

点を示すことで、局内へ周知した。 

今後、次年度の準備契約の事務

処理を局内で行う際、指摘に基づ

き留意点を注意喚起していく。【２

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

     ◎  ○ 

- 50 -－50－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

31 

デジタルサー

ビス局 

契約変更手続

及び完了検査

を適正に行う

べきもの 

デジタルサービス推進部は、

イベントの展示ブースにおい

て、来訪者にスマートシティ東

京の取組を分かりやすく伝える

ために放映する動画の編集・制

作の委託契約を締結している。

この契約の契約内訳書を確認し

たところ、納品データ作成費

は５本分となっているが、納品

物及び完了届に添付された納品

関係書類を確認したところ、受

託者が納品した納品データは４

本となっている。 

受託者が制作する納品データ

数に変更が生じたにもかかわら

ず、部は契約変更手続を行って

おらず、適正でない。 

また、完了検査について確認

したところ、仕様書では動画１

本につき DVD１本（合計５本）を

納品するよう定められている

が、①前述のとおり、納品された

データは４本である、②完了検

査日である令和７年３月３１日

には DVD は納品されていなかっ

た、③完了届に添付された納品

関係書類には、納品データが令

和７年４月７日に保存されたも

のであることが記されていた。 

上記①から③の状況で、検査

員が令和７年３月３１日付けで

検査合格としているのは、適正

でない。 

部は、契約変更手続及び完了

検査を適正に行われたい。 

誤りの発生原因は、契約変更や

完了検査の際の確認が十分でなか

ったことによるものである。 

デジタルサービス推進部では、

令和７年９月４日に部内管理職を

集めた会議にて、令和７年定例監

査の指摘事項について、周知した。 

本会議において、仕様内容の変

更について疑義が生じた場合に

は、口頭ではなく、文書による協

議を適切に実施すること及び契約

変更の必要が判明した際は、適正

に契約変更手続を実施する旨、注

意喚起を行い、部内担当職員に周

知するようにし、再発防止の徹底

を図った。【２－エ】 

また、完了検査が不適切だった

事実を踏まえ、職員による複数チ

ェックを行うなど部内の検査体制

を強化し、根拠資料を適切に確認

することを、部内担当職員に周知

するようにし、再発防止の徹底を

図った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

      ◎ ○ 

- 51 -－51－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

32 

主税局 

（小規模住宅

用地の認定に

ついて） 

駐車場の用途

に応じ小規模

住宅用地の認

定を適正に行

うべきもの 

固定資産税等の課税について

は、住宅用家屋の敷地及びそれ

と一体となっている居住者用駐

車場等は「住宅用地」、それ以外

の業務用（店舗、事務所、工場、

旅館等）家屋の敷地、月極駐車場

等は「非住宅用地」とされる。住

宅用地のうち小規模住宅用地

（住宅 1 戸あたり２００㎡まで

の部分）は、課税額の基礎となる

課税標準額が、固定資産税で

は６分の１、都市計画税では３

分の１に軽減されるなど、土地

の用途に応じて課税額に差異が

生じることから、一区画の土地

に複数の用途が混在している場

合は、用途ごとに利用面積に応

じて認定することとなる。 

また、局は、駐車場を住宅用地

の一部と認める要件に、居住者

用駐車場であることを挙げてい

る。 

ところで、板橋都税事務所及

び江戸川都税事務所が居住者用

駐車場であるとして小規模住宅

用地と認定している５か所の駐

車場について、調査したところ、

その一部又は全部が月極駐車場

であったことから、その部分に

ついては非住宅用地とすべきで

あり、小規模住宅用地として認

定していることは適正でない。 

この結果、更正期間について

の固定資産税等が、併せて６５

万８，７７０円課税不足となっ

ている。 

所は、駐車場の用途に応じ小

規模住宅用地の認定を適正に行

われたい。 

板橋都税事務所は月極駐車場４

か所について、江戸川都税事務所

は月極駐車場１か所について認定

を非住宅用地に修正した。地方税

法第４１７条第１項に基づき、月

極駐車場として利用された時期に

応じて令和３年度分から令和６年

度分について、令和７年４月３０

日に価格等の修正を、同年５月９

日に税額の更正を行った。【１－

ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等６５万８，１００円（実際の

納付税額は、端数処理により監査

日現在の課税不足額とは一致しな

い。）については、同年５月１３

日から同月２９日までに土地所有

者から全額収入済みである。【１

－ア】 

本件は、所有者から利用状況の

変更について申告がなく、外観上

の変化も僅少であったことから、

駐車場の用途変更を把握する契機

を逸し、結果として認定を誤った

ものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年５月に実施）

において、本件の周知及び注意喚

起を行った。【２－エ】 

あわせて、令和７年７月１１日

付通知文により、利用状況の変動

を把握するため、令和２年度から

住宅地図を活用して都税事務所に

対して配布していた駐車場の抽出

一覧に加えて全件一覧も配布の

上、全件の調査及び適正な認定を

行うよう指導し、再発防止の徹底

を図った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

33 

主税局 

（小規模住宅

用地の認定に

ついて） 

駐車場の形状

に応じ小規模

住宅用地の認

定を適正に行

うべきもの 

固定資産税等の課税について

は、住宅用家屋の敷地及びそれ

と一体となっている居住者用駐

車場等は「住宅用地」、それ以外

の業務用（店舗、事務所、工場、

旅館等）家屋の敷地、月極駐車場

等は「非住宅用地」とされる。住

宅用地のうち小規模住宅用地

（住宅 1 戸あたり２００㎡まで

の部分）は、課税額の基礎となる

課税標準額が、固定資産税で

は６分の１、都市計画税では３

分の１に軽減されるなど、土地

の用途に応じて課税額に差異が

生じることから、一区画の土地

に複数の用途が混在している場

合は、用途ごとに利用面積に応

じて認定することとなる。 

また、局は、駐車場用地を住宅

用地と認める要件として、当該

駐車場が住宅用地と同一区画で

あることとしている。 

ところで、目黒都税事務所は、

平成２９年から塀に囲まれた駐

車場について、住宅用地と同一

区画ではないため、非住宅用地

とすべきところ、小規模住宅用

地として認定しているのは適正

でない。 

この結果、更正期間について

の固定資産税等が、併せて４１

万４，７５８円課税不足となっ

ている。 

所は、駐車場の形状に応じ小

規模住宅用地の認定を適正に行

われたい。 

目黒都税事務所は、塀に囲まれ

た駐車場について認定を非住宅用

地に修正した。地方税法第４１７

条第１項に基づき、令和２年度分

から令和６年度分について、令

和７年３月３１日に価格等の修正

を、同年４月１０日に税額の更正

を行った。【１－ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等４１万４，８００円（実際の

納付税額は、端数処理により監査

日現在の課税不足額とは一致しな

い。）については、同年４月２３

日に土地所有者から全額収入済み

である。【１－ア】 

本件は、駐車場が塀で囲まれて

いることを捕捉できなかったこと

から、認定を誤ったものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年５月に実施）

において、本件の周知及び注意喚

起を行った。【２－エ】 

あわせて、令和７年７月１１日

付通知文により、利用状況の変動

を把握するため、令和２年度から

住宅地図を活用して都税事務所に

対して配布していた駐車場の抽出

一覧に加えて全件一覧も配布の

上、全件の調査及び適正な認定を

行うよう指導し、再発防止の徹底

を図った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

34 主税局 

（小規模住宅

用地の認定に

ついて） 

建物の用途に

応じて小規模

住宅用地の認

定を適正に行

うべきもの 

固定資産税等の課税について

は、住宅用家屋の敷地及びそれ

と一体となっている居住者用駐

車場等は「住宅用地」、それ以外

の業務用（店舗、事務所、工場、

旅館等）家屋の敷地、月極駐車場

等は「非住宅用地」とされる。住

宅用地のうち小規模住宅用地

（住宅 1 戸あたり２００㎡まで

の部分）は、課税額の基礎となる

課税標準額が、固定資産税で

は６分の１、都市計画税では３

分の１に軽減されるなど、土地

の用途に応じて課税額に差異が

生じることから、一区画の土地

に複数の用途が混在している場

合は、用途ごとに利用面積に応

じて認定することとなる。 

豊島都税事務所は、一戸建て

家屋及び共同住宅の家屋の敷地

につき、その全てを小規模住宅

用地として認定し、固定資産税

等を課しているが、一戸建ての

家屋は令和５年１１月６日付け

で、共同住宅の家屋のうち地

下１階については平成３１年２

月２０日付けで、１階及び２階

については令和元年１２月２５

日付けで、それぞれ豊島区長か

ら旅館業の許可を受けており、

その利用状況から非住宅用地と

して認定すべきものであること

から、小規模住宅用地として認

定していることは適正でない。 

また、江戸川都税事務所では、

用途の異なる家屋（工場と社員

寮）が混在している土地として、

小規模住宅用地を１３２．２３

㎡、非住宅用地を３６３．６３㎡

で認定している。用途の異なる

家屋が混在し、住宅の敷地部分

が不明確な場合には、住宅用地

及び非住宅用地の面積は建築面

積按分で確定するものである

が、認定している面積は建築面

積按分にはなっておらず、また、

住宅の敷地部分を１３２．２３

㎡と算出した根拠となる資料も

確認できない不適切な状況であ

った。 

（次頁へ続く） 

豊島都税事務所は、旅館業の許

可を受けている施設の敷地２か所

について、江戸川都税事務所は、

社員寮から店舗及び事務所に用途

が変更された家屋の敷地につい

て、認定を非住宅用地に修正した。

地方税法第４１７条第１項に基づ

き、旅館業の許可を受けた時期な

いしは店舗及び事務所として利用

されていた時期に応じて令和２年

度分から令和６年度分について、

令和７年４月３０日に価格等の修

正を、同年５月９日に税額の更正

を行った。【１－ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等３１８万５，７００円（実際

の納付税額は、端数処理等により

監査日現在の課税不足額とは一致

しない。）については、令和７年５

月２０日から同年６月５日までに

土地所有者から全額収入済みであ

る。【１－ア】 

本件は、旅館業の許可を捕捉で

きなかったことから、認定を誤っ

たものである。また、所有者から

利用状況の変更について申告がな

く、外観上の変化が見られなかっ

たことから、家屋の用途変更を把

握する契機を逸し、認定を誤った

ものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年５月に実施）

において、本件の周知及び注意喚

起を行った。【２－エ】 

あわせて、令和７年７月１１日

付通知文により、旅館業の許可を

受けている施設の敷地について、

区へ照会する等により捕捉した上

で、適正な認定を行うよう指導し、

再発防止の徹底を図った。【２－

ウ】 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

34 

主税局 

（小規模住宅

用地の認定に

ついて） 

建物の用途に

応じて小規模

住宅用地の認

定を適正に行

うべきもの 

（前頁から） 

そこで、当該家屋（社員寮）に

ついて、実地監査後、所で調査し

たところ、平成２年から店舗及

び事務所に用途を変更している

ことが判明した。当該家屋の敷

地は、その利用状況から非住宅

用地として認定すべきものであ

ることから、小規模住宅用地と

して認定していることは適正で

ない。 

この結果、更正期間について

の 固 定 資 産 税 等 が 、 併 せ

て２７９万９，９６７円課税不

足となっている。 

所は、建物の用途に応じて小

規模住宅用地の認定を適正に行

われたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

35 主税局 

（小規模住宅

用地の認定に

ついて） 

併用住宅の建

物の用途に応

じて小規模住

宅用地の認定

を適正に行う

べきもの 

固定資産税等の課税について

は、住宅用家屋の敷地及びそれ

と一体となっている居住者用駐

車場等は「住宅用地」、それ以外

の業務用（店舗、事務所、工場、

旅館等）家屋の敷地、月極駐車場

等は「非住宅用地」とされる。住

宅用地のうち小規模住宅用地

（住宅 1 戸あたり２００㎡まで

の部分）は、課税額の基礎となる

課税標準額が、固定資産税で

は６分の１、都市計画税では３

分の１に軽減されるなど、土地

の用途に応じて課税額に差異が

生じることから、一区画の土地

に複数の用途が混在している場

合は、用途ごとに利用面積に応

じて認定することとなる。 

また、その一部を人の居住の

用に供する家屋で、家屋の床面

積に対する居住部分の割合

が２５％以上ある家屋（以下「併

用住宅」という。）の敷地の用に

供されている土地については、

居住部分の割合に応じて定めら

れた率を乗じた面積分の土地が

住宅用地となる。 

江東都税事務所は、併用住宅

の敷地について、平成１２年に

提出された住宅用地等申告書に

基づく居住部分の割合（５８％）

を適用し、敷地面積に０．７５の

率を乗じて小規模住宅用地の面

積を算出しているが、調査した

ところ、令和元年度分から居住

部分が事務所や店舗に用途変更

され、居住部分の割合が４３％

しか確認できず、また、令和６年

度分からは居住部分を全く確認

することができなかった。 

（次頁へ続く） 

江東都税事務所及び江戸川都税

事務所は、併用住宅の敷地につい

て認定を敷地面積に０．５を乗じ

て算出した小規模住宅用地、残余

を非住宅用地に修正した。また、

江東都税事務所においては、令

和６年度分の認定を非住宅用地に

修正した。地方税法第４１７条

第１項に基づき、併用住宅の居住

部分の割合に応じて令和２年度分

から令和６年度分について、令

和７年４月３０日に価格等の修正

を、同年５月９日に税額の更正を

行った。【１－ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等１１２万９，４００円（実際

の納付税額は、端数処理により監

査日現在の課税不足額とは一致し

ない。）については、令和７年５

月１６日及び同月１９日に土地所

有者から全額収入済みである。【１

－ア】 

本件は、所有者から利用状況の

変更について申告がなく、外観上

の変化も僅少であったことから、

家屋の用途変更を把握する契機を

逸し、結果として認定を誤ったも

のである。また、家屋の新築時に

居住部分の割合を誤認したことか

ら、認定を誤ったものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年５月に実施）

において、本件の周知及び注意喚

起を行った。【２－エ】 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

35 

主税局 

（小規模住宅

用地の認定に

ついて） 

併用住宅の建

物の用途に応

じて小規模住

宅用地の認定

を適正に行う

べきもの 

（前頁から） 

また、江戸川都税事務所は、併

用住宅の敷地について、居住部

分の割合が５０％以上あるとし

て、敷地面積に１．０の率を乗じ

て小規模住宅用地の面積を算出

しているが、家屋調査票による

と、昭和４７年の建築当初から

居 住 部 分 の 床 面 積

は１９５．２３㎡、店舗の床面積

は２０６．９７㎡で、居住部分の

割合は４９％となるため、敷地

面積に乗じる率を０．５とすべ

きところを、１．０としていた。 

いずれも、敷地面積に乗じる

率を誤り、小規模住宅用地の面

積が過大となっていることは適

正でない。 

この結果、更正期間について

の 固 定 資 産 税 等 が 、 併 せ

て１１４万２，５９７円課税不

足となっている。 

所は、併用住宅の建物の用途

に応じて小規模住宅用地の認定

を適正に行われたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎       ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

36 

主税局 

駐車場の用途

に応じ小規模

住宅用地及び

一般住宅用地

の認定を適正

に行うべきも

の 

住宅用地については、住戸１

戸当たり２００㎡までの部分を

小規模住宅用地として認定し、

それ以上の部分は一般住宅用地

として扱っている。 

板橋都税事務所は、土地

（２０８.２６㎡）について、駐

車場３台分全てを居住者用であ

る と し て 小 規 模 住 宅 用 地

（２００㎡）及び一般住宅用地

（８．２６㎡）と認定している。 

しかしながら、３台中２台分

（２０．６８㎡）が月極駐車場で

あることが判明したため、その

部分については非住宅用地とし

て扱い、残りの部分について

は２００㎡以下となるため小規

模住宅用地と認定すべきであ

り、適正でない。 

この結果、更正期間について

の固定資産税等が、併せて１１

万７，６２９円課税不足となっ

ている。 

所は、駐車場の用途に応じ小

規模住宅用地及び一般住宅用地

の認定を適正に行われたい。 

板橋都税事務所は、月極駐車場

について認定を非住宅用地に修正

した。地方税法第４１７条第１項

に基づき、令和２年度分から令

和６年度分について、令和７年４

月３０日に価格等の修正を、同

年５月９日に税額の更正を行っ

た。【１－ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等１１万７，４００円（実際の

納付税額は、端数処理により監査

日現在の課税不足額とは一致しな

い。）については、令和７年５

月１９日に土地所有者から全額収

入済みである。【１－ア】 

本件は、所有者から利用状況の

変更について申告がなく、外観上

の変化も僅少であったことから、

駐車場の用途変更を把握する契機

を逸し、結果として認定を誤った

ものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年５月に実施）

において、本件の周知及び注意喚

起を行った。【２－エ】 

あわせて、令和７年７月１１日

付通知文により、利用状況の変動

を把握するため、令和２年度から

住宅地図を活用して都税事務所に

対して配布していた駐車場の抽出

一覧に加えて全件一覧も配布の

上、全件の調査及び適正な認定を

行うよう指導し、再発防止の徹底

を図った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 

- 58 -－58－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

37 

主税局 

同一画地の認

定を適正に行

うべきもの 

東京都特別区の区域内に存す

る固定資産（土地）の評価は、地

方税法の規定等に基づき、各都

税事務所が実施している。固定

資産税等の土地の課税は、この

評価した土地の価格を基礎とし

て行われる。 

土地の評価は、原則として、土

地（補充）課税台帳に登録された

一筆の土地を一画地として評価

するが、隣接する二筆以上の土

地が一体として利用されている

ときは、これらの土地を一画地

（以下「同一画地」という。）と

して認定し評価する。同一画地

として認定された場合、土地の

形状が変わるため、土地評価額

に影響が出ることもある。 

江東都税事務所は、隣接する

二筆の駐車場について、それぞ

れ一筆ごとに評価している。 

しかしながら、令和３年から

この二筆の駐車場は一体的に利

用されているため、同一画地と

して認定し評価すべきであるに

もかかわらず、一筆ごとに評価

していることは適正でない。 

この結果、更正期間について

の固定資産税等が、併せて３

万８，４３４円課税不足となっ

ている。 

所は、土地の用途の認定に当

たり必要な確認を行い、同一画

地の認定を適正に行われたい。 

江東都税事務所は、二筆の駐車

場について同一画地としての評価

に修正した。地方税法第４１７条

第１項に基づき、令和４年度分か

ら令和６年度分について、令和７

年３月３１日に価格等の修正を、

同年４月１０日に税額の更正を行

った。【１－ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等３万８，５００円（実際の納

付税額は、端数処理により監査日

現在の課税不足額とは一致しな

い。）については、令和７年４

月１４日及び同月３０日に土地所

有者から全額収入済みである。【１

－ア】 

本件は、二筆の土地について一

体で駐車場へ用途変更されたこと

を捕捉できなかったことから、画

地の認定を誤ったものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年５月に実施）

において、本件の周知及び注意喚

起を行った。【２－エ】 

あわせて、令和７年７月１１日

付通知文により、利用状況の変動

を把握するため、令和２年度から

住宅地図を活用して都税事務所に

対して配布していた駐車場の抽出

一覧に加えて全件一覧も配布の

上、全件の調査及び適正な認定を

行うよう指導し、再発防止の徹底

を図った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 

- 59 -－59－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

38 

主税局 

未登記家屋の

固定資産税等

の課税を適正

に行うべきも

の 

家屋に係る固定資産税等の課

税は、賦課期日（毎年１月１日）

現在の所有者に対し、評価した

家屋の価格を基礎として行う。 

各都税事務所では、家屋の新

築、増築及び滅失などの異動を

建物表示登記によって捕捉する

が、未登記家屋については昭

和６１年から航空写真による判

読を主体とした家屋の捕捉調査

を行っている。 

北都税事務所において、未登

記の家屋１棟について捕捉して

いないことから、固定資産税等

が課税不足となっており、適正

でない。 

これは、当該家屋が昭和３０

年に建てられたため、航空写真

により変化を捕捉できなかった

ものである。 

この結果、更正期間について

の 固 定 資 産 税 等 が 、 併 せ

て１，０００円課税不足となっ

ている。 

所は、未登記家屋の固定資産

税等の課税を適正に行われた

い。 

北都税事務所は当該未登記家

屋１棟について、所有者立会いの

上で現地調査を実施し、固定資産

評価基準に基づいて家屋評価を行

った。地方税法第４１７条第１項

に基づき、令和２年度分から令

和６年度分について、令和７年３

月３１日に価格等を決定し、同

年４月１０日に課税した。【１－

ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等８００円（実際の納付税額は、

端数処理により監査日現在の課税

不足額とは一致しない。）につい

ては、令和７年４月１５日に家屋

所有者から全額収入済みである。

【１－ア】 

本件は、新築時に所有者からの

登記申請や届出もなく、また当時

は航空写真による異動判読も導入

されていなかったことから、現地

の変化を把握する契機を逸し、結

果として当該家屋を評価・課税で

きていなかったものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年６～７月に

実施）において本件の周知及び注

意喚起を行い、再発防止の徹底を

図った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎       ○ 

- 60 -－60－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

39 

主税局 

増築に係る課

税を適正に行

うべきもの 

家屋に係る固定資産税等の課

税は、賦課期日（毎年１月１日）

現在の所有者に対し、評価した

家屋の価格を基礎として行う。 

各都税事務所では、家屋の新

築、増築及び滅失などの異動を

建物表示登記によって捕捉する

が、未登記家屋については昭

和６１年から航空写真による判

読を主体とした家屋の捕捉調査

を行っている。 

江戸川都税事務所におい

て、２階建ての併用住宅につい

て、１階店舗部分は年月日不

詳、１階及び２階住居部分は平

成２７年に、未登記で増築され

ているにもかかわらず、所は、こ

れを捕捉していないことから、

固定資産税等が課税不足となっ

ており、適正でない。 

この結果、更正期間について

の固定資産税等が、併せて５

万１，２００円課税不足となっ

ている。 

所は、増築に係る課税を適正

に行われたい。 

江戸川都税事務所は当該家屋に

ついて、所有者立会いの上で現地

調査を実施し、固定資産評価基準

に基づいて家屋評価を行った。地

方税法第４１７条第１項に基づ

き、令和３年度分から令和７年度

分について、令和７年６月３０日

に価格等の修正を、同年７月１０

日に税額の更正を行った。【１－

ア】 

課税不足となっていた固定資産

税等５万１，０００円（実際の納

付税額は、端数処理により監査日

現在の課税不足額とは一致しな

い。）については、令和７年７

月２２日に家屋所有者から全額収

入済みである。【１－ア】 

本件は増築時に所有者からの登

記申請や届出はなく、また航空写

真による異動判読においても変化

が捕捉できなかったため、現地の

変化を把握する契機を逸し、結果

として当該増築部分を評価・課税

できていなかったものである。 

局は、臨時全体所長会（令和７

年７月１０日開催）において、適

正・公平な課税の実現に向けた取

組を徹底するよう、全都税事務所

に対して指示した。【２－エ】 

それを受けて、資産税部は、都

税事務所資産税部門の全課長が参

加する臨時全体課長会（令和７

年７月１１日開催）及び資産税部

職員が各都税事務所へ出向いて行

う事務指導（令和７年６～７月に

実施）において本件の周知及び注

意喚起を行い、再発防止の徹底を

図った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎       ○ 

- 61 -－61－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

40 

環境局 

掲載するＵＲＬ
等について十分
に確認を行った
上で、パンフレ
ットを作成すべ
きもの 

資源循環推進部は、ＰＣＢ廃棄
物の適正管理に関する普及啓発の
ため、ＰＣＢ廃棄物の届出や処理
方法を周知するパンフレットを作
成している。パンフレットは主に、
都内のＰＣＢ廃棄物保管事業者に
向けて、ＰＣＢ廃棄物の届出書提
出に関する依頼文とともに郵送に
て配布されており、配布に当たっ
ては、他の印刷物と合わせて契約
により、パンフレットの印刷を行
っている。 
また、局ホームページにおいて

も、ダウンロードができるように
なっている。 
パンフレットには「お問合せ先」

として、ＰＣＢ廃棄物の処理に関
連する団体の一覧、団体ホームペ
ージＵＲＬ及び二次元コードが掲
載されている。局ホームページか
らパンフレットを閲覧した場合、
ＵＲＬをクリックすることで、団
体のホームページを閲覧すること
ができる。 
これらについて見たところ、以

下のとおり不適切な事項が認めら
れた。 
① 団体ホームページのＵＲＬ中
の「－」を半角とすべきところ、
全角で表示されているため、Ｕ
ＲＬからホームページを表示で
きない状態となっている。 

② 令和６年３月に団体ホームペ
ージのＵＲＬに変更があったも
のの、パンフレットに表示する
ＵＲＬ及び二次元コードの変更
を行っていないため、これらか
らホームページを表示できない
状態となっている。 

③ 自局ホームページのＵＲＬに
変更があり、パンフレットに表
示するＵＲＬの変更は行ったも
のの、二次元コードの変更を行
っていないため、二次元コード
からホームページを表示できな
い状態となっている。 
これは、パンフレットの作成に

当たり、ＵＲＬ等の正誤や変更の
有無を慎重に点検すべきであった
ところ、部の確認が十分に行われ
ていなかったことによるものであ
り、適切でない。 
部は、掲載するＵＲＬ等につい

て十分に確認を行った上で、パン
フレットを作成されたい。 

資源循環推進部が、環境局ホーム
ページにおいて公開されているパ
ンフレットを、実地監査日後の令
和７年２月１３日に訂正し、令和７
年４月版のパンフレットについて
も、訂正した内容で作成している。
【１－エ】 
本件の誤りの発生原因は、パンフ

レット作成時に確認すべき内容が
明確ではなかったこと及び複数チ
ェックを行っていなかったことで
ある。 
今後の再発防止として、資源循環

推進部では、環境局ホームページへ
の掲載及びパンフレット印刷の際
には、チェックリストを作成し、複
数チェックによりＵＲＬ等に誤り
がないか実際に団体ホームページ
にアクセスをして確認していく。 
また、総務部は、令和７年９

月１６日付通知文により、局内各部
所に、指摘内容の周知と注意喚起を
行った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎   ○  

- 62 -－62－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

41 

福祉局 

モルタル補修

工事等に係る

契約手続を適

正に行うべき

もの 

府中療育センターは、医療福

祉相談室を拡張するため、相談

室とカンファレンスルームの仕

切り壁を撤去する工事契約を締

結している。また、センターは、

この工事で仕切り壁の解体工事

を実施したところ、撤去跡の床

面に段差が生じていることが判

明し、内装工事の前にモルタル

による段差補修の必要があった

ことから、左官工事等を行うた

めの契約を締結している。 

契約の工事写真により工事の

実施状況を確認したところ、左

官工事は令和７年２月２５日に

実施しており、工事契約締結日

（同月２７日）より前に施工し

ていることが認められた。 

このことは、センターと受注

者の権利義務関係及び受注者が

行うべき工事内容について、書

面による取り決めを行うことな

く受注者に工事を施行させてい

ることから、適正でない。 

センターはモルタル補修工事

等に係る契約手続を適正に行わ

れたい。 

誤りの発生原因は、契約事務に

係る制度や手続についての担当者

の認識不足である。 

そのため、障害者施策推進部は、

令和７年９月８日の部課長会に

て、監査結果及び指摘を踏まえた

今後の留意点について説明し、各

課担当まで周知の上、契約手続を

適切に行うよう注意喚起を行っ

た。【２－エ】 

また、府中療育センターは、用

度担当者会を開催（参加者：７名、

日時：令和７年８月１４日）し、

今回の結果を共有するとともに、

適正な契約手続について改めて確

認及び周知徹底を行った。さらに、

これらについて引継ぎ時にも次担

当者へ確実に引き継ぐよう指示

し、共有ファイルサーバにも引継

ぎフォルダを作成し保存した。【２

－ウ】 

局は、指摘事項を踏まえ、契約

手続、資金前渡、債権管理、物品

管理等の基本的な事務手続に関す

る、参照すべきマニュアルや研修

資料を、Ｔｅａｍｓを活用して整

理した。加えて、令和７年９月２４

日付通知文により監査指摘事項に

関して局内に周知する際に、上記

取組も併せて周知することで再発

防止を図った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

      ◎ ○ 

- 63 -－63－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

42 

福祉局 

生活困窮者自

立支援事業業

務委託契約に

係る物品管理

事務手続を適

切に行うべき

もの 

西多摩福祉事務所は、経済的

に困窮し、最低限度の生活を維

持することができなくなるおそ

れのある者に対し、困窮状態か

ら早期に脱却するための自立支

援や就労準備支援、家計改善支

援等の事業を契約により委託し

ている。本契約に係る物品の管

理事務は、仕様書及び仕様書に

添付された物品の取扱要領によ

り行うこととなっている。 

この物品の管理事務について

確認したところ、所が物品管理

システムに登録した備品に係る

帳票である物品管理者別物品一

覧表では、個人情報を取り扱う

ノートパソコン６台が貸与品と

なっている記載があるにもかか

わらず、要領に規定されている

別紙保全物品一覧表には何も記

載がされていない。 

また、要領に基づき、所は契約

期間中に保全物品引渡書を受託

者に交付していないため、受託

者が所から交付された保全物品

引渡書と現品とを照合の上、保

全物品受領書を提出することと

なっているが、これが行われて

いない。 

さらに、受託者が物品管理の

事務を適正に行うために任命

し、所に報告することとなって

いる物品取扱責任者任命報告書

も提出されておらず、委託契約

に係る物品の管理事務手続が適

切に行われていない状況が認め

られた。 

所は、生活困窮者自立支援事

業業務委託契約に係る物品管理

事務手続を適切に行われたい。 

西多摩福祉事務所は、必要書類

の作成・提出等が漏れていたこと

及び引継ぎが十分に行われていな

かったことに起因する物品管理の

不備を踏まえ、今後は毎年、物品

一覧表・引渡書・責任者任命報告

書などの必要書類を確実に作成・

交付するとともに、担当者間での

引継ぎを文書で記録し、確実に実

施する。【２－ウ】 

令和７年度から、物品取扱責任

者報告書や物品管理に関する書類

について、事業者の責任者に変更

があった際に必要な手続、物品の

引渡しや管理を適切に実施してい

る。 

局は、指摘事項を踏まえ、契約

手続、資金前渡、債権管理、物品

管理等の基本的な事務手続に関す

る、参照すべきマニュアルや研修

資料を、Ｔｅａｍｓを活用して整

理した。加えて、令和７年９月２４

日付通知文により監査指摘事項に

関して局内に周知する際に、上記

取組も併せて周知することで再発

防止を図った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

      ◎ ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

43 

保健医療局 

授業料に係る

債権の管理を

適切かつ効果

的に行うべき

もの 

東京都立看護専門学校は、授

業料の滞納について、保健医療

局債権管理事務処理要綱及び保

健医療局滞納整理事務処理マニ

ュアルに基づき、公債権として

管理を行っている。 

マニュアルによれば、期限内

に授業料の納付がなければ、督

促状を発行して督促する。督促

期限までに納付がなければ催告

書を発行する。催告書発行後も

納付がなければ電話及び実地訪

問による催告を併せて行う。さ

らに、納付がなければ滞納者と

面接を行い、世帯、生活、収入の

状況等を調査し分割納付の検討

や必要に応じ連帯保証人の確保

を行うこととしている。なお、分

割納付申請書の誓約事項とし

て、納付計画において納付を２

回怠ったときは、期限の利益を

喪失した上で強制執行等の法的

措置の手続を受けても異議のな

い旨規定している。また、要綱

第２３条には、督促及び催告を

した後なお未納の場合、保健医

療局長に強制執行等の滞納処分

を求める手続をとり、督促状に

指定する期限経過後４０日以内

に滞納処分に着手するとしてい

る。 

広尾看護専門学校の授業料滞

納に係る管理状況について見た

ところ、滞納者Ａ及びＢについ

て、月一回程度文書による催告

を行うにとどまっており、マニ

ュアル等に基づいた対応を行っ

ておらず適切でない。 

また、医療政策部においても、

収入未済として存在しているこ

とは把握していたが、学校から

の相談がなかったため、本件の

具体的な状況を把握できておら

ず、学校の本事業を所管する部

として適切でない。 

学校は、マニュアル等に基づ

き強制徴収を視野に入れた債権

の管理を適切かつ効果的に行わ

れたい。 

部においても、看護専門学校

の授業料の長期滞納について

は、滞納者交渉、強制徴収に向け

た学校への支援を適時、適切に

行われたい。 

適切な債権管理を行うため、広

尾看護専門学校は、令和７年７

月４日に滞納者Ａ及びＢの自宅を

臨戸し、手紙を投函又は手交した。

その後、いずれの滞納者からも電

話があり、生活状況等を聞き取っ

た上で分割納付申請書を再度受領

し、同年８月６日に納付書を送付

した。【１－エ】 

誤りの発生原因はマニュアル等

の認識不足及び学校と部との連携

不足であったことから、再発防止

のため、医療政策部は、令和７年６

月１６日開催の看護専門学校校長

会及び同年８月１２日開催の看護

専門学校庶務担当課長代理会にお

いて、本件の指摘内容、マニュア

ル等に基づく適切な債権管理の徹

底及び今後は部へ相談することに

ついて、周知した。今後も定期的

に、看護専門学校校長会等の機会

を捉えて、適切な債権管理の徹底

について注意喚起を行っていく。 

また、局は、令和７年９月２４

日付通知文により監査結果を局内

に周知し、適正な債権管理につい

て注意喚起を行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎    ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

44 

産業労働局 

授業料に係る

滞納債権の催

告を行うべき

もの 

都立の各職業能力開発センタ

ーは、東京都立職業能力開発セ

ンター条例に基づき、訓練期間

が１年以上の課程について、入

校者から年額１１万８，８００

円の授業料を徴収しているが、

そのうち、滞納となった授業料

については、雇用就業部が定め

る「都立職業能力開発センター

授業料事務の手引き」（以下「手

引」という。）に基づき、滞納整

理の手続を行うこととしてい

る。 

手引によると、督促状送付後

も納付されない場合、文書、電

話、臨戸による催告を行うとと

もに、滞納者の状況について聞

き取り、債権管理台帳・個人別管

理簿に記録しておくこととして

いる。 

これにより、継続的に効果的

な滞納整理を行えるところであ

るが、中央・城北職業能力開発セ

ンター板橋校では、授業料滞納

者Ａ、Ｂ及びＣに対して、令和６

年度中、文書、電話、臨戸による

催告を一度も行っていない。 

このうち滞納者Ｃについて

は、手引では、滞納者が所在不明

となったときは、住民票などに

より所在調査を行うこととして

いるが、校は、令和５年３月に訪

問により滞納者Ｃが転居してい

ることを把握しており、催告書

は転居先に転送されているにも

かかわらず、有効な所在調査を

行っていない。そのため、転居先

を把握することができず、それ

以降の催告を行うことができな

い状態となっている。 

校は、授業料に係る滞納債権

の催告を行われたい。 

授業料滞納者Ｃについて、令

和７年５月２６日に、市に対し住

民票開示請求を行ったところ、同

年６月２日に公用住民票を受領し

転居先を確認した。 

その後、授業料滞納者Ａ、Ｂ及

びＣに対して、令和７年６月１０

日に催告書を特定記録郵便により

送付した。 

その後、授業料滞納者Ａ及びＢ

については、同年９月５日に電話

連絡を行った。【１－エ】 

授業料滞納者Ｃについては、令

和７年６月１６日に授業料（２

万７，９００円）が納付された。

【１－ア】 

誤りの発生原因は、事務担当者

による滞納整理への意識の低さで

ある。 

令和７年６月３０日に庶務担当

者の打合せを行い、定例監査の指

摘事項について周知するととも

に、授業料滞納者について、担当

内で情報共有を図るよう徹底し、

再発防止の注意喚起を行った。 

また、担当者に対して、マニュ

アルの再確認を行った。【２－ウ】 

今後は担当だけでなく、経理担

当内で情報共有を図るとともに、

能力開発担当・担当指導員とも情

報共有・連携し、四半期に一回程

度、債権回収について、打合せ等

情報共有の場を設ける。 

さらに、令和７年９月１日付通

知文により再発防止のための局内

通知を行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

○   ○   ○ ◎ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

45 

中央卸売市場 

市場施設の返

還等に係る例

外的な取扱い

の承認を行う

場合の意思決

定手続を適正

に行うべきも

の 

市場施設の使用者が施設を返

還する場合、東京都中央卸売市

場条例において、知事の承認を

受けた場合を除き、自己の費用

で原状回復して返還しなければ

ならないと定められている。 

豊洲市場では、関連事業者が

使用していた事務室を返還した

後、当該事務室の一部の使用許

可を改めて受けていた。返還後、

再度使用許可を受けていない部

分には造作物が残っていたが、

原状回復せず返還することを承

認したことを意思決定文書で確

認できなかった。 

場は、事業者から原状回復に

ついて相談を受け、当該造作物

が今後も活用可能であるため、

次の使用者が当該造作物を不要

とした場合には事業者が原状回

復することの念書を徴取し、造

作物を残したままの返還を認め

たとしている。 

しかしながら、施設の返還に

係る起案文書には当該条件のも

と原状回復せず施設を返還する

ことを承認したことの記載がな

く、念書等も添付されていない。

また、事業者に対する施設の返

還に係る通知文にも当該条件の

記載がなく、原状回復せず返還

することを承認したことについ

て適正に意思決定が行われたこ

とを確認できない。 

場は、市場施設の返還等に係

る例外的な取扱いを承認する場

合の意思決定手続を適正に行わ

れたい。 

豊洲市場は、当該事務室の新規

使用者が残置物を不要と申し出た

場合は旧使用者の負担で原状回復

する旨、確認の意思決定を行った。

その上で、施設を返還した旧使用

者へ承認条件を明確にするため、

令和７年３月５日付けで通知し、

令和６年４月１８日付通知文で定

められている手続に従って、原状

回復管理台帳へ承認条件を正しく

記載した。 

今後、新規使用者が決まるまで

の間、本通知文及び事業者からの

念書を原議とともに保管し、漏れ

の無いよう確実に引き継いでい

く。【１－エ】 

発生原因としてルールの徹底が

不十分であったと考えられるた

め、管理部は、各場に対し、令和７

年６月４日付通知文において、市

場施設の原状回復に関する原則的

な取扱いについて周知を行い、再

発防止を徹底した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎    ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

46 

建設局 

（道路通報シ
ステムの運用
について） 
投稿者に対し
対応状況等を
速やかに回答
すべきもの 

道路管理部は、「道路通報シス
テム建設事務所用操作マニュア
ル」（以下「マニュアル」という。）
を定め、以下のとおり投稿され
た情報に対応し、投稿者にその
状況を回答することとしてい
る。 
① 部は、投稿情報を確認し、対
応を依頼するコメントを付し
た上で、対応状況を示す道路
通報システムのステータスを
「受付済」として、所へ引き継
ぐ。 

② 建設事務所は、道路通報シ
ステムに反映した「受付済」の
投稿内容を確認し、「現場を確
認して対応方法等検討する」
などのコメントを付し、ステ
ータスを「対応中」に変更す
る。その際、投稿者もアプリの
通知により対応状況を確認で
きる。 

③ 所は、補修等の対応が完了
した場合、現場写真を添付し、
補修等が完了したなどのコメ
ントを付し、ステータスを「対
応済」に変更する。これによ
り、投稿者はアプリからの通
知で対応結果を確認できる。
また、補修等対応が不要であ
ると判断した場合も同様であ
る。 
そこで、第三建設事務所、第四

建設事務所、第五建設事務所及
び西多摩建設事務所について、
投稿のステータス、投稿日、対応
完了日等に着目し、６２件の投
稿を抽出してその対応状況を見
たところ、監査日現在、補修等対
応を完了しているが「対応済」と
なっていないなど、適切でない
事例が合計５６件認められた。 
また、部は、各所の対応状況を

道路通報システムの管理画面で
把握することができるため、令
和５年度から毎年度当初に各所
に対し、投稿者に対して速やか
に回答が行われるよう進捗管理
を行っているが、こうした状況
を考慮すると、進捗管理の頻度
を検討する必要がある。 
各所は、その目的を踏まえ、道

路通報システムによる処理を適
時行い、投稿者に対して対応状
況等を速やかに回答されたい。 
部は、各所の処理状況の進捗

管理を十分に行われたい。 

誤りの発生原因は、システム導
入を先行させ、建設事務所の意見
を踏まえながら、適切な運用方法
を整備している段階であったた
め、所が速やかに回答するという
認識が不足していたことによるも
のである。 
各所は、投稿者に対して対応状

況等を速やかに回答するととも
に、道路通報システムを管理する
担当が未了案件の確認を行うよ
う、令和７年６月４日までに各所
の所内会議にて職員への周知を実
施済である。 
道路管理部は、四半期に一回程

度、各所の処理状況を確認するこ
ととした。また、部は全事務所に
対し「補修担当課長会」等を通じ
て処理が適時行われるよう定期的
に周知徹底することとした。【２
－ウ、２－エ】 
各所は投稿者に対して速やかに

回答することとし、指摘された未
処理の５６件について、令和７
年６月１３日までに回答した。こ
の結果、１件については「対応中」
に、５５件については「対応済」
に変更済である。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎   ○ ○ 
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番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

47 

港湾局 

鉄道橋遊歩道
化工事に係る
工事変更手続
を適正に行う
べきもの 

臨海開発部は、旧晴海鉄道橋
について、橋梁部の遊歩道化の
工事契約を締結している。本工
事の工期は、令和５年度から令
和７年度までとなっており、部
が起工し、工事監督事務は東京
港建設事務所が行っている。 
工事変更の手続については、

東京都工事施行規程により、工
事の起工の内容を変更する必要
があると認めたときは、すみや
かに工事変更書による手続をと
らなければならないと規定され
ている。 
一方、次の①から③に掲げる

重要な内容の変更を除き、その
他の工事変更手続かつ二会計年
度以上にわたる工事の場合は、
それぞれ各年度末及び工期末ま
でに一括して行うことができる
と規定されている。 

①工期変更を伴う工事変更 
②重要な構造、工法及び位置
の変更を伴う工事変更 

③変更見込金額が請負金額
の１０パーセントに相当す
る額又は８００万円を超え
る工事変更 

そこで、本工事の契約変更手
続について見たところ、次のと
おり適正でない状況が認められ
た。 
令和６年６月と同年１１月

に、鋼材の数量変更を行う必要
が生じたとして、受注者から変
更協議書が提出され、所は、変更
の承諾を行うとともに、工事変
更手続を一括で行うことを通知
している。しかしながら、工事期
間中の令和６年度末に必要とさ
れる工事変更手続を行っていな
かった。 
当該工事は二会計年度以上に

わたる工事であるため、年度中
に変更承諾を行った工事内容に
ついては、各会計年度の末に一
括して工事変更の手続を行うべ
きであるが、令和６年度末に工
事変更の手続を行っていないこ
とは適正でない。 
所は、鉄道橋遊歩道化工事に

係る工事変更の必要が生じたこ
とを部へ連絡するなど、工事監
督事務を適正に行われたい。 
部は、工事変更手続を適正に

行われたい。 

誤りの発生原因は、本工事に携
わる所・部職員が東京都工事施行
規程の内容を正しく認識していな
かったためである。 
そのため、局全体において、局

違算等再発防止対策検討 PT で本
事例を取り上げて、周知徹底を行
った(令和７年７月１４日)。【２
－エ】 
また、東京港建設事務所は、所

で実施している研修（港湾技術科
（工事監督編）(令和７年１０月１
日実施)等）の資料に、二会計年度
以上にわたる工事の工事変更手続
について追加し、注意喚起を行う
ことで再発防止を図った。加えて、
本研修には、監督部署職員のみで
はなく、起工に係る部署職員も参
加し、関係一同で工事変更手続に
関する知見を深め、再発防止を図
った。【２－エ】 
さらに、部は、契約変更手続を

所へ案内する際に、一括変更の留
意事項を追記することとし、情報
共有を強化するとともに、双方で
同じ認識をもった複数チェック体
制とした。【２－ウ】 
局は、令和７年８月２１日実施

の監査結果説明会において、各部・
所の経理担当者に対し、当該指摘
事例等について周知した。【２－
エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

      ○ ◎ 

- 69 -－69－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

48 

交通局 

複数の工事契

約をまとめる

ことにより適

切に契約手続

を行うべきも

の 

交通局における事業所長契約

の 上 限 金 額 は 、 予 定 価 格

が２５０万円未満の契約と定め

られているが、次のとおり、一括

して発注すべき工事案件につい

て分割発注を行っている状況が

認められた。 

ア 総合指令所において、照明

に係る改修工事が７件実施さ

れていたので確認したとこ

ろ、全て蛍光灯を LED 照明へ変

更する改修工事であり、分割

発注を行っている状況が認め

られた。 

また、事業所長契約で実施

できる金額を超えていること

は明らかであるにもかかわら

ず、建設工務部による当該庁

舎の改修工事の計画では１０

年程度先になることを理由

に、電車部があえて分割発注

による工事を所に行わせたの

は適切でない。 

イ 車両電気部は、平成２８年

度から令和２年度にかけての

神保町駅改良機械設備工事に

おいて、消防設備を設置する

ため、設備を縁取るタイル張

りの壁の一部を撤去し、モル

タル仕上げにより壁の復旧を

行った。 

その後、令和６年度になり、

モルタル仕上げとなった壁３

か所が周囲のタイル張りの壁

と比較して美観を損なってい

ることから、地下鉄改良工事

事務所は、周囲の壁と合わせ

てタイル張りに変更をする工

事を２件に分割して実施して

いるが、同一駅構内において

同様の状況、目的、工事内容と

なる案件を分割して発注する

合理的理由は認められず適切

でない。 

両所は、複数の工事契約をま

とめることにより適切に契約手

続を行われたい。 

ア <電車部> 

誤りの発生原因は、総合指令

所では不具合の都度、部分的に

補修することは効率性やコスト

縮減の観点から望ましくないと

考え、不具合箇所の多いエリア

から順次改修を行ったことによ

る。 

指摘を踏まえ、令和７年９

月３日付通知文により、事業所

長契約の適切な執行について、

部内へ注意喚起を行った。 

また、次年度より、総合指令

所の電照設備のうち、２５０万

円以上の改修費用が見込まれる

老朽箇所については、局の電気

工事を所管する車両電気部へ一

括して工事依頼を行うことと

し、電車部は車両電気部へ令

和８年度分の更新工事について

依頼した。【２－エ】 

イ <建設工務部> 

誤りの発生原因は、タイル補

修について、速やかな対応を優

先したあまり、同一駅内におけ

る補修対象箇所の把握が十分に

至らなかったために生じたもの

である。 

地下鉄改良工事事務所は、今

後、補修工事の発注に際して、

当該箇所のみに限らず、駅構内

の状況を把握し必要性を十分に

検討した上で、適切な発注手続

を行うこととした。 

また、このことを令和７年８

月１８日の所内会議にて周知し

た。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

       ◎ 

- 70 -－70－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

49 

水道局 

草刈等作業委

託契約に係る

作業指示及び

完了検査を適

正に行うとと

もに、受託者及

び会社を指導

すべきもの 

多摩地区の各給水管理事務所

は、浄水所等の草刈や樹木せん

定等を行うための委託契約を締

結し、多摩水道改革推進本部調

整部は、東京水道株式会社に契

約の監理業務を委託している。

監理業務では、会社が作成した

「作業指示書案」を所が承認し、

承認された作業指示書を会社が

受託者に交付し、受託者による

履行完了後、所が行う履行確認

に先立ち、会社は作業内容の写

真確認又は現地確認を行ってい

る。 

ところで、各契約について確

認したところ、作業指示及び完

了検査が適正に行われていない

事例が認められた。 

ア 「作業指示書」及び「作業完

了報告書」には、単価の高い篠

竹類の伐採として工種が計上

されているにもかかわらず、

実際には単価の低いつる草を

除去している。 

イ 「作業指示書」及び「作業完

了報告書」には、単価の低い高

さ９９ｃｍ以下として工種が

計上されているにもかかわら

ず、実際には単価の高い高

さ１６０ｃｍの刈込を行って

いる。 

ウ 傾斜地の草刈について、手

刈りで行うよう指示している

にもかかわらず、機械により

行われており、「作業指示書」

のとおりに履行されていな

い。 

各所は、会社が作成した「作業

指示書案」を十分確認しないま

ま承認し、作業指示を行ってい

る。また、会社による作業内容の

確認も適切に行われていないと

認められる。 

各所は、草刈等作業委託契約

に係る作業指示及び完了検査を

適正に行うとともに、受託者を

適切に指導されたい。 

部は、監理業務について会社

を適切に指導されたい。 

令和７年１月１４日から同

月１７日までに行われた監査の

後、立川給水管理事務所では、作

業指示書ごとに支払い済みとなっ

たアの受託者に対して、過払い

金１７万２，４１８円の返還を請

求し、令和７年２月２５日に収入

し た 。 ま た 、 過 少 払 い 金 ５

万３，４８２円をイの受託者へ令

和７年２月１３日に支払った。 

あきる野給水事務所は、ウの受

託者に対する過払い金１８９円の

返還を請求し、令和７年３月１７

日に収入した。【１－ア】 

誤りの発生原因は、「作業指示

案」の確認不足及び作業完了後に

実施する作業報告書と写真帳との

照合不十分である。 

両所は、委託契約の作業指示及

び完了検査を適正に行うため、次

の二点の再発防止策を実施した。 

① 両所は、この確認・照合の徹

底について、令和７年２月２６

日に開催の所内課長代理会にて

周知した。【２－エ】 

② 調整部は、会社に対し、令和７

年２月２７日付指示書により、

確認・照合の徹底を指示した。

これを受け、令和７年３月６日

付けで提示された改善報告書に

より、誤認防止の対策が施され

た様式に基づく複数チェックな

ど、会社における再発防止のた

めの体制が構築されたことを確

認した。【２－ウ】 

職員部は、令和７年９月４日付

けで、局内に対し監査結果を通知

し、指摘事項の周知徹底及び注意

喚起を行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 

- 71 -－71－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

50 

水道局 

単価契約工事

に係る検査を

適正に行うと

ともに、会社に

対して適切に

指導すべきも

の 

多摩水道改革推進本部調整部

は、多摩地区における漏水修理、

損傷事故復旧・修理、制水弁・消

火栓等の補修整備、その他水道

施設の維持補修工事等を行わせ

るための単価契約を締結してい

る。各受注者は、履行区域を所管

する給水管理事務所又は給水事

務所の監督員等の指示により施

工することとなっている。 

また、所は施工後、受注者から

提出される工事関係書類によ

り、検査を実施している。 

あきる野給水事務所で、単価

契約工事について見たところ、

次の状況が認められた。 

ア 試験掘工事及び本復旧工事

で道路使用許可申請書を３回

作成しているが、当該工種単

価である官公署手続（道路使

用許可申請）の計上が漏れて

いるにもかかわらず、所は検

査完了としており適正でな

い。 

イ 消火栓室取替工事後の本復

旧工事で、官公署手続（占用許

可申請書作成小規模）の工種

単価が計上されていたが、昨

年度同一受注者が同一履行場

所で施工した消火栓室取替の

単価契約工事の際既に支出済

みであることが認められた。

東京水道株式会社が監理員と

して指示し、施工後は、会社で

当該工事関係書類を確認した

後、所に提出することとなっ

ている案件であるが、会社及

び所は気づかないまま、検査

完了としており適正でない。 

所は、単価契約工事に係る検

査を適正に行われたい。また、イ

に関しては施工監理を会社に委

託している案件であることか

ら、部は、会社に対して適切に指

導されたい。 

令和７年１月１７日に行われた

監査の後、あきる野給水事務所で

は、契約を締結している１０６の

受注者のうち、監督員等の指示に

よる施工の都度支払い済みとなっ

たアの受注者に対し、過少払い

金６万６，６０７円を令和７年２

月７日に支払った。また、過払い

金１万４，７４８円の返還をイの

受注者に請求し、令和７年３月４

日に収入した。【１－ア】 

誤りの発生原因は、工事の際に

取得する道路占用許可証につい

て、既に支払が行われているか、

どの工事に属するものかを明確に

していなかったことによるもので

ある。 

所は、単価契約工事に係る検査

を適正に行うために、支払の有無

と道路占用許可証にある工事番号

との関係が明確になるよう、次の

二点の再発防止策を実施した。【２

－ウ】 

① 『書類チェックシート（道路

占用、道路使用）』の備考欄に、

新たに「支払計上の有無」を記

載 

② 所又は会社が道路占用許可証

を受領した際、許可証の右上に

「支払計上する工事番号」を記

入 

調整部は、令和７年２月２１日

に、誤手続の防止に向けて、会社

に対して指示書を交付し、請負費

請求に関する関係書類の確認を適

切に実施するよう、指示した。ま

た、令和７年２月１８日に所と会

社との連絡会において、所担当者

及び会社に対して支払根拠書類の

確認を徹底するよう注意喚起し、

令和７年２月２６日付通知文によ

り再発防止策について、周知徹底

した。【２－ウ、２－エ】 

職員部は、令和７年９月４日付

けで、局内に対し監査結果を通知

し、指摘事項の周知徹底及び注意

喚起を行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 

- 72 -－72－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

51 水道局 

水道料金・下水
道料金減額申
請書の紛失に
係る事故対応
等を適正に行
うべきもの 

局は、保有個人情報の適正な管
理について、「東京都水道局個人情
報取扱事務要領」及び「東京都水道
局保有個人情報の安全管理に関す
る基準」を定めており、この安全管
理基準で、保有個人情報を記録し
た公文書の盗難、紛失等が発生し
た場合の事故対応について定めて
いる。 
また、局は、東京都給水条例及び

東京都下水道条例により、社会福
祉施設について、社会福祉施設事
業者の申請に基づき水道料金・下
水道料金の減額を行っている。 
ア 練馬営業所は、社会福祉施設
の「水道料金・下水道料金減額申
請書」４件を紛失し、サービス推
進部業務課の指示により所で申
請書を作成している。 

紛失を把握した時点で、個人
情報管理責任者は、個人情報保
護責任者及びサービス推進部サ
ービス推進課長に対し、安全管
理基準に基づき直ちに事実関係
を調査の上で事故報告する必要
がある。また、個人情報管理責任
者は代表者個人への対応等の適
切な措置を講じることとなって
いるが、これらの事故対応を行
っていない。 
また、事業者に連絡すること

なく所で申請書を作成してい
る。 

イ 業務課は、営業所訪問指導時
に所の申請書紛失を把握した
が、安全管理基準に定める事故
対応状況の確認を行っておら
ず、サービス推進課への情報提
供もしていない。 

さらに、紛失後の対応に当た
り、改めて事業者に連絡・依頼し
て再度作成してもらうよう指導
すべきところ、所に申請書を作
成するよう指示している。 
所は、申請書の紛失に係る事故

対応等を適正に行われたい。 
部は、所を適正に指導されたい。 

１ 所による安全管理基準に基づく
対応 
① 令和７年２月２１日、後日発
見された１枚を含む減額申請
書４枚の紛失について、個人情
報保護責任者に報告をした。 

② 減額申請書の発見に至って
いない３事業者に対し、令和７
年３月５日及び同月６日に、電
話にて紛失した事実を伝え謝
罪し、了解を得た。 

③ お客さま対応や再発防止策
の検討が完了した令和７年３
月２４日に報告書を作成し、サ
ービス推進課長に報告をした。 

２ 所における申請書に関する対応 
令和７年１月１７日付中止（契

約解除）となった事業者以外の２
事業者を同年３月６日に訪問の
上、申請書の作成などを依頼し、
受理した。 

３ 局による総務局総務部情報公開
課長への報告 

令和７年３月２４日、サービス
推進課長は、東京都個人情報取扱
事務要綱に基づき、保有個人情報
に係る事故の発生について、総務
局総務部情報公開課長に報告し
た。【１－エ】 

○所における誤りの発生原因は、法
人の代表者名は個人情報に該当し
ないという誤認識によるもの、減
額申請書の保管や移行の際の確認
不足である。 
 そのため、令和７年３月４日、
所の課長代理会等において、法人
の代表者名は個人情報に該当する
こと及び紛失の場合は安全管理基
準に基づく対応が必要であること
を周知徹底した。 
 また、紛失防止に向け、新たに
次のルールを設け、周知した。【２
－ウ】 
① 新規の申請書を綴る際は、綴
るファイルに誤りがないか複
数チェックを行う。 

② 中止等で減額申請書を別フ
ァイルへ移行する際は、当該の
減額申請書で間違いがないか
複数チェックを行う。 

③ 申請書類を他部署へ回付す
る場合は、回付日及び返付日を
記録し、所在を明らかにしてお
く。【２－エ】 

〇業務課における誤りの発生原因と
対応 
１ 所に対して事故対応状況の
確認等を行わなかったことは、
営業所の指導部署として対応
が不足していた。このため、次
のとおり改善を図った。 

（次頁へ続く） 

- 73 -－73－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

51 

水道局 

水道料金・下水
道料金減額申
請書の紛失に
係る事故対応
等を適正に行
うべきもの 

 
（前頁から） 

① 令和７年３月４日の業務
課課長代理会において、業務
課長は、各課長代理に対し、
個人情報の管理について営
業所への指導の徹底を周知
するとともに後述の誤った
指導が大きな事案に発展す
ることを十分理解させ、指導
意識の強化を図った。 

② 令和７年３月２１日の営
業所長会において、改めて個
人情報の管理と事故発生時
の安全管理基準に基づく対
応について周知した。 

③ ルールに関して、令和７
年３月２８日付通知文を全
ての営業所宛てに発出した。 

④ 各営業所に減免適用に関
する調査結果の報告を求め
るとともに、訪問指導時にル
ールの運用状況や書類の保
存状況を確認する。 

⑤ 令和７年４月、転入者及び
新規採用者向けの研修にお
いて、本件を踏まえ個人情報
の取り扱い及び事故時の対
応について周知した。 

⑥ 令和７年４月１８日、個人
情報所管部署としてサービ
ス推進課から「個人情報事故
発生時の報告について」とし
て局内に安全管理基準に基
づく対応を周知した。【２－
ウ、２－エ】 

２ 業務課による所への申請書
作成指示について 

業務課長は、申請書作成者で
はない所の職員が、作成者とな
るお客さまに説明することな
く、紛失した申請書を再作成す
ることはあってはならないと、
職員に対し厳格に指導した。 
なお、減額については、適正

な手続を経た初回の申請書を
もって適用された後、検針時の
現場確認等で継続的に適正な
適用である事実を確認してい
る。このことから、申請書の紛
失の際、所による作成でよいと
誤って判断してしまったため
所への作成指示に至った。 
その後、誤りを改め、令和７

年３月４日、事業者に説明の
上、再度申請書の作成を依頼す
るよう所に指示した。【２－ウ】 

職員部は、令和７年９月４日付け
で、局内に対し監査結果を通知し、
指摘事項の周知徹底及び注意喚起を
行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎   ○ ○ 

- 74 -－74－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

52 

下水道局 

（管きょ維持

補修工事契約

について） 

施工前に工事

依頼を行うと

ともに、適切な

所属年度によ

り工事代金を

支払うべきも

の 

西部第二下水道事務所と中部

下水道事務所が行った路面本復

旧工事において、いずれも、工事

の施工後に施行通知書を作成

し、施工を指示していることが

認められた。また、令和５年度に

工事が完了しているにもかかわ

らず、令和６年度の管きょ維持

補修工事として、施行通知書に

より施工を指示し代金を支払っ

ていることが認められた。 

しかしながら、所は、施工前に

協定や契約により施工を依頼す

べきであり、既に施工が完了し

た工事について、事後に施工を

依頼していることは、適切でな

い。また、令和５年度に完了した

工事について、令和６年度予算

から代金を支払っていること

も、適切でない。 

所は、施工前に工事依頼を行

うとともに、適切な所属年度に

より工事代金を支払われたい。 

誤りの発生原因は、他企業が施

工する路面復旧工事について、所

から施工会社を経由し間接的に進

行管理していたため、所が工事の

実施時期を十分に把握していなか

ったことによるものである。 

施設管理部は、令和７年２

月２６日付通知文により、適切な

所属年度の支払に向けた事務処理

について、各部所へ周知徹底を行

った。【２－エ】 

西部第二下水道事務所と中部下

水道事務所は、実査後の令和７

年３月１７日に、本件の管きょ維

持補修工事に係る支出について、

令和６年度決算に向け、令和６年

度の管渠費から雑支出（営業外費

用）に振り替える処理を行った。

【１－ウ】 

また、施設管理部は、令和７年４

月９日に全下水道事務所に対して

説明会を開催し、本事案の指摘に

至った事由や問題点、協定により

所が直接工事指示と工事の進捗管

理を行うことや、完了確認・検査

を遅滞なく行うことなどについ

て、職員への周知徹底を図った。

【２－ウ、２－エ】 

あわせて、他企業が施工する路

面復旧工事の進行管理を徹底する

ため、案件が発生する都度、所か

ら部に工事の実施時期等の報告を

行うこととし、部においては定期

的に進行管理を行うことにより、

所の案件の状況を一元管理するこ

ととした。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ○    ◎ ○ 
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措置区分 

53 

下水道局 

（管きょ維持

補修工事契約

について） 

道路使用許可

手続及び交通

誘導警備員の

配置を適正に

行うよう指導

すべきもの 

中部下水道事務所が行った人

孔の緊急補修工事は、令和６

年７月８日に施行通知書により

施工指示がなされ、同日昼間に

補修工事が実施されているが、

翌々日の同月１０日に改めて溶

融式の白線を施工している。 

ところで、道路交通法では、道

路において、工事又は作業をし

ようとする者等は、当該行為に

係る場所を管轄し交通の管理を

行う警察署長へ申請し、道路使

用の許可を受けなければならな

いとしている。 

このため、仕様書において、維

持補修工事を行う場合の道路使

用許可証の取得について定めて

いるにもかかわらず、この令

和６年７月１０日の工事につい

て、道路使用許可証を取得して

いない状況となっていた。 

また、仕様書では、平成３０年

度東京都公安委員会告示で指定

された区間で業務を行う場合の

有資格者の配置について定めて

おり、施工場所はこの区間に該

当する。しかしながら、監査日現

在、中部下水道事務所が改めて

施工会社に問い合わせた結果、

令和６年７月１０日の施工に伴

う通行の安全については、有資

格者の交通誘導警備員を配置し

ていなかった。 

所は、道路使用許可手続及び

交通誘導警備員の配置を適正に

行うよう受注者を指導された

い。 

誤りの発生原因は、施工会社の

道路交通法に関わる認識及び中部

下水道事務所の受注者に対する監

督が不十分であったことによるも

のである。 

そこで、中部下水道事務所は、

施工会社に対し、道路交通法に基

づく必要な手続が不履行であった

ことについて、実査後の令和７

年１月１６日に改善命令書を交付

し、同月２０日に改善報告書を受

理した。【２－エ】 

施設管理部は、令和７年１

月１７日に道路交通法の遵守につ

いて改善命令書を受注者である組

合へ交付するとともに、全下水道

事務所に対して受注者への指導を

徹底するよう通知文により周知し

た。【２－エ】 

加えて、令和７年４月９日に全

下水道事務所に対して説明会を開

催し、本件について改めて周知を

行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

       ◎ 
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措置区分 

54 

下水道局 

モバイルルー

ターの借上げ

に当たり需要

を調査し使用

状況を精査す

べきもの 

総務部は、職員が執務室外で

業務用パソコンを業務用ネット

ワークに接続する際、モバイル

ルーターを介して通信環境を確

保することを目的として、モバ

イルルーターを９９０台借り上

げる契約を締結している。 

本契約において、部は、モバイ

ルルーターの個別データ通信量

等を一括で確認できるサービス

を受託者から提供されている

が、部は、このデータを定期的に

記録していなかったため、監査

日現在、令和６年１１月分から

令和７年１月分までの個別デー

タ通信量しか確認できない状況

が認められた。 

また、個別データ通信量等を

比較できる令和７年１月分の状

況については、借り上げている

モバイルルーター９９０台

中、６４３台のデータ通信量

が０であった。 

このような契約においては、

モバイルルーターの個別データ

通信量を把握した上で、利用状

況に即した料金プランへの変更

の可否を検討することにより、

より経済的に通信環境を確保で

きる。 

部は、料金プラン別にモバイ

ルルーターの所要台数を精査し

て契約する必要があった。しか

しながら、所要台数及び使用状

況を確認精査しないまま、前回

契約と同数の４６０台分を借り

上げる契約の手続をとっている

ことは、適切でない。 

部は、モバイルルーターの借

上げに当たり、需要を調査し使

用状況を精査されたい。 

誤りの発生原因は、モバイルル

ーターの借上げに当たり、総務部

による使用状況の精査が不十分で

あったことによるものである。 

総務部は、令和７年２月から、

モバイルルーターの個別データ通

信量を定期的に（毎月）記録し、

利用状況（利用容量・回数）を把

握するように是正した。【１－エ】 

経理部は、令和７年５月２０日

の庶務主管課長会において指摘内

容を局内周知し、再発防止の徹底

を図った。【２－エ】 

総務部は、契約を行う際に使用

するチェックリストの項目に、モ

バイルルーターの需要を調査し使

用状況を精査する旨を追加した。

【２－ウ】 

総務部は、モバイルルーターの

利用状況を鑑み、現在締結してい

る３契約のうち、直近で契約期間

が終了する２契約については契約

を更新せず、調達台数を９９０台

から４６０台に減少させることと

し、調達台数の適正化を図った。

【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎   ○ ○ 
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番
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対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

55 

教育庁 

（過払い給与

返納金等の滞

納整理事務に

ついて） 

教職員の給与

の過払い等に

係る返納金に

ついて適正に

債権管理を行

うべきもの 

人事部は、教職員給与システ

ムによる給与等の支給、返納等

の事務に関して、「教職員給与シ

ステムガイドブック」を定めて

周知するなど、各学校への支援

を行っている。各学校は、職員の

給与等に過誤払いが発生した場

合には、ガイドブックに従い、返

納の請求や債権管理を行ってい

る。 

ガイドブックでは、返納金を

受領する際は「領収書」を交付し

控えを保管すること、返還に応

じない場合に意思決定をした上

でガイドブックに定められた督

促状の様式にて督促を行うこ

と、過払い給与等債権管理台帳

に交渉経過等を時系列で継続的

かつ適正に記録すること等が定

められている。 

ところで、六郷工科高校及び

南葛飾高校における債権管理状

況を見たところ、文書による督

促を行う際に意思決定を行って

いないなどの適正でない事例が

認められた。 

督促や債務者による一部納付

により、時効が更新されるなど、

滞納整理に係る事務には法的な

効力を有するものもあるため、

その意思決定を適正に行い、根

拠書類を残し、債権管理台帳へ

記録することは、適正に債権管

理を行う上で必要である。 

学校は、教職員の給与の過払

い等に係る返納金について適正

に債権管理を行われたい。 

部は学校の債権管理につい

て、適切に指導されたい。 

六郷工科高校は、令和７年７

月８日に意思決定を行い、ガイド

ブックに定められた督促状の様式

にて、令和７年７月２２日に、記

録が残る郵便により該当者へ送付

した。【１－エ】 

また、領収書を発行していなか

った一部納付金について、領収書

を発行し、令和７年９月５日に送

付した。【１－エ】 

南葛飾高校は、債権管理台帳の

記入漏れについて、記入がされて

いない期間のやり取りや書類等を

前任や該当教員へ確認したうえで

更新したほか、債権の一部につい

て納付を受けたため、その旨を記

録した。【１－エ】 

人事部は、令和７年９月４日開

催の校長連絡会及び同月１６日開

催の経営企画課（室）長連絡会に

おいて、指摘の事例を踏まえて適

切な債権管理を徹底するよう周知

した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎    ○ 
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措置区分 

56 

教育庁 

（過払い給与

返納金等の滞

納整理事務に

ついて） 

ガイドブック

の記載を見直

すとともに給

与返納事務を

適切に行うべ

きもの 

人事部は、教職員給与システ

ムによる給与等の支給、返納等

の事務に関して、「教職員給与シ

ステムガイドブック」を定めて

周知するなど、各学校への支援

を行っている。各学校は、職員の

給与等に過誤払いが発生した場

合には、ガイドブックに従い、返

納の請求や債権管理を行ってい

る。 

ガイドブックを確認したとこ

ろ、督促状の送付について、「返

還請求に応じない場合」の対応

として記載されているが、「分割

返納」の項目では記載されてい

ないため、分割納付している場

合は、督促状の送付は不要と誤

認されるおそれがある。 

しかしながら、都の過払い給

与等返納金債権については、地

方自治法により、納入の通知を

した際に示した納期限までに全

額納付されない場合には督促し

なければならないとされてい

る。そのため、学校は、分割納付

の約束や実行がされているか否

かにかかわらず、当初に設定し

た納期限を超過したことをもっ

て督促状を送付する必要があ

る。 

ところで、紅葉川高校の給与

返納事務について見たところ、

分割納付中の債務者に対して督

促状の送付は不要と誤認し、送

付していない事例が認められ

た。こうしたことから、部は、誤

認が起こらないよう、ガイドブ

ックの記載を見直す必要があ

る。 

学校は、給与返納事務を適切

に行われたい。 

部は、ガイドブックの記載を

見直すとともに、各学校に対し、

適切な事務処理を行うよう指導

されたい。 

紅葉川高校は、令和７年８

月１４日に債務者に対し督促状を

送付した。【１－エ】 

人事部は、ガイドブックについ

て、分割返納の場合であっても督

促状の送付が必要である旨の記載

を令和７年８月２８日付けで追加

し、令和７年８月２８日付通知文

により各学校等に周知した。【１

－エ】 

また、人事部は、上記のとおり

ガイドブックの記載を見直して周

知したほか、令和７年９月４日開

催の校長連絡会及び同月１６日開

催の経営企画課（室）長連絡会に

おいて、指摘の事例を踏まえて適

切な債権管理を徹底するよう周知

した。【１－エ、２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎   ○  
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57 

子供政策連携

室 

※「こどもスマ

イルムーブメ

ント」ホームペ

ージの絞込検

索機能につい

て 

企画調整部は、「こどもスマイ

ルムーブメント」専用ホームペ

ージ内「参画企業・団体の活動レ

ポートを探す」ページで参画企

業等の活動レポートを検索し、

表示できるようにしている。 

この絞込検索を行うと、次の

状況であることが認められた。 

ア 企業等が他団体等とコラボ

レーションした活動レポート

は合計３件が存在している。 

しかし、「企業」を選択する

と、１件存在するにもかかわ

らず表示されない。 

 また、「ＮＰＯ／団体」を選

択すると２件存在するにもか

かわらず、１件のみが表示さ

れる。 

イ 活動レポートの属性は、企

業等が他団体等とコラボレー

ションした活動レポート、中

学生リポーターが取材した活

動レポート、企業等単独の活

動レポートの３種類であるに

もかかわらず、選択肢が２種

類となっているため、企業等

単独の活動レポートに絞り込

むことはできない。 

部は、「こどもスマイルムーブ

メント」ホームページの絞込検

索機能について、より利用者が

使いやすくなるよう検討し、対

応することが望まれる。 

部は、「こどもスマイルムーブ

メント」専用ホームページについ

て、令和７年６月３０日に以下の

とおり改修を行った。 

アについて、当初は当該コラボ

レーションを主導した団体区分に

よってのみ検索できる仕様として

いたところ、参画したいずれの団

体区分を選択した場合でも検索結

果に表示されるよう仕様の見直し

を行った。 

イについて、活動レポートの中

から特色ある２種類のレポートを

検索しやすくするために設けた機

能であるが、この２種類以外でも

絞り込みができるよう新たに「企

業・団体の活動レポート」の選択

肢を追加した。【１－エ】 

また、室は、令和７年１０月１０

日付通知文により、本件意見・要

望事項と合わせて、都民目線に立

った適正な事業執行に努めること

について室内へ周知した。【１－

エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 80 -－80－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

58 

デジタルサー

ビス局 

※各報告書に

おける事業の

実施内容の表

記について 

都及び一般財団法人 GovTech

東京（以下「財団」という。）は、

DX 推進に向けた協働事業の実施

に当たり基本協定を締結し、協

働事業に係る費用の負担等につ

いて年度協定を締結している。

これらの協定により、都は、財団

から協働事業に係る実績報告書

の提出を受けて、当該書類に基

づき財団に対する負担金の支出

金額を確定する。また、令和６年

度一般財団法人 GovTech 東京補

助金交付要綱により、都は、財団

から財団の管理運営に係る費用

及び財団が自立的に実施し都の

施策とも合致する事業（以下「補

助事業」という。）に係る実績報

告書の提出を受けて、当該内容

等に基づき財団に対する補助金

の支出金額を確定する。したが

って、協働事業と補助事業それ

ぞれの実績報告書において、事

業の実施内容として表記される

事項は、別の実施内容である必

要がある。 

しかしながら、それぞれの実

績報告書に全く同一の表記があ

った。このような表記によって、

当該事項が協働事業なのか補助

事業なのかが不明瞭となってい

る。 

総務部は、実績報告書に財団

の事業の実施内容を適切に表記

するよう財団を指導することが

望まれる。 

本件は、負担金の対象となる協

働事業と補助金の対象となる補助

事業は異なるため、負担金の精算

の根拠となる実績報告書と補助金

の精算の根拠となる実績報告書

に、同じ実施内容を記載すること

は望ましくないということを認識

していなかったことから、生じた

ものである。 

このため、総務部は、令和７年７

月１４日に負担金・補助金報告書

の是正に係る担当者会議を開催

し、財団の報告書作成部署である

経営管理本部経営管理グループに

対し、協働事業と補助事業の違い

を説明し、協働事業に係る報告書

には基本協定に基づく事業に係る

項目のみを記載し、補助事業に係

る報告書には財団の管理運営等に

係る項目のみを記載するよう指導

を行った。 

また、総務部は、各実績報告書

の作成に当たり、協働事業及び補

助事業それぞれの事業を適切に表

記するよう、令和７年１０月７日

付けで財団に周知・指導した。 【１

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 81 -－81－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

59 

交通局 

（資産の利活

用に係る募集

の状況につい

て） 

※駐車場の運

営について 

資産運用部は、都内各地に点

在する局有地について、一般財

団法人東京都営交通協力会（以

下「協力会」という。）に駐車場

用途として貸し付け、賃貸料と

して駐車場収入の一定割合を得

ている。 

そこで、協力会が管理する月

極駐車場の利用状況を確認した

ところ、一部の駐車場で空きが

生じており、駐車可能台数の半

分以上が空いている駐車場もあ

る状況が認められた。 

しかしながら、協力会のホー

ムページでは、監査日現在、空き

区画の有無を掲載しておらず、

現在募集を行っているのかどう

か不明確な状況となっている。 

部は、協力会に対して駐車場

の利用率向上に向けホームペー

ジに駐車場の空き状況を掲載す

るよう指導することが望まれ

る。 

これまでは、協力会が利用希望

者が最も目にすると思われる現地

掲示を中心に空き情報の提供を行

ってきたところだが、今回の意見

を踏まえ、資産運用部は協力会と

協議し、令和７年６月以降、協力

会のホームページにおいて各駐車

場の月末の空き状況について掲載

した。今後は、駐車場の空き状況

の掲載が適切に行われているか確

認を行う。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 82 -－82－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

60 

交通局 

（資産の利活

用に係る募集

の状況につい

て） 

（構内営業に

ついて） 

※専門店舗に

ついて 

資産運用部は、駅構内に店舗

や自動販売機などを設置し、構

内営業料収入を得ている。構内

営業については、一般財団法人

東京都営交通協力会（以下「協力

会」という。）が、部から行政財

産の使用許可を得た上で、店舗

の営業に関する業務を各出店者

に委託する形としている。各出

店者は、営業料を協力会に支払

い、部はその一部を協力会から

構内営業料として収入する。ま

た、地下鉄駅構内で店舗営業を

する際は、道路占用料の支払が

生じるため、協力会は出店者か

ら占用料相当額を受領し、道路

管理者に支払っている。 

そこで、専門店舗の営業状況

を確認したところ、店舗が設置

されていない区画があるにもか

かわらず、交通局ホームページ

の構内店舗案内からリンク付け

されている協力会ホームページ

では、「現在、出店の公募は行っ

ていない」と掲載されている。 

このことについて、部は、協力

会によるテナント誘致活動にお

ける事前交渉が整わない状況が

続いているとしているが、その

結果、店舗の閉店日から最大

で３年以上の間、閉鎖された状

態となっていることは望ましく

ない。また店舗の営業がなくと

も道路管理者への道路占用料の

支払は必要なため、閉店期間中

は協力会にとって不経済な状況

となっている。 

部は、空き店舗の状況をホー

ムページで広く公表すること等

による出店需要の発掘に努める

など、閉店期間を最小限とする

ためのあらゆる取組を協力会と

連携して進めることが望まれ

る。 

閉店期間が長期になった要因

は、出店ニーズが乏しい環境下に

もかかわらず、協力会が事業者と

事前協議を経て公募を行うテナン

ト誘致手法のみを継続したことと

考えている。 

資産運用部は、専門店舗に係る

募集方法について協力会と協議

し、協力会ホームページにおいて、

空き店舗区画の一覧、各区画の面

積や位置図等を記載した「空き店

舗情報シート」を新たに掲載した。

あわせて、各空き店舗区画の入口

に「テナント募集」の貼り紙を掲

出した。これにより、事業者側か

ら協力会に出店に関する問合せが

行える仕組みを構築した。【１－

エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 83 -－83－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

61 

交通局 

（資産の利活

用に係る募集

の状況につい

て） 

（構内営業に

ついて） 

※催事店舗に

ついて 

資産運用部は、駅構内に店舗

や自動販売機などを設置し、構

内営業料収入を得ている。構内

営業については、一般財団法人

東京都営交通協力会（以下「協力

会」という。）が、部から行政財

産の使用許可を得た上で、店舗

の営業に関する業務を各出店者

に委託する形としており、部と

協力会が連携して事業を進めて

いる。 

そこで、催事店舗の営業状況

を確認したところ、出店のない

期間が生じているが、交通局ホ

ームページの構内店舗案内から

リンク付けされている協力会ホ

ームページでは、「現在、事業者

を随時募集」と掲載されてはい

るものの、そのリンク先では、

「出店の公募は行っていない」

と掲載されており、公募してい

るとは言えない状況であった。 

出店のない期間が生じている

ことは、収益が最大化できてい

ないこととなる。また、出店予定

表や出店者の紹介ページを作成

しているものの、イメージ写真

の掲載がない出店者が複数あ

り、十分な宣伝も行われていな

い。 

部は、協力会と連携して、分か

りやすく効果的に催事店舗区画

の出店者公募を実施する等、催

事店舗用の区画の十分な活用を

進めるべきである。 

部は、出店者の公募を工夫す

ることにより、駅の賑わいを創

出するとともに収益の確保を図

っていくことが望まれる。 

本件については、協力会がホー

ムページの改修の際に、複数チェ

ックが機能しなかったこと及び部

が協力会ホームページの改修内容

を確認していなかったことと考え

ている。 

そのため、資産運用部は、協力

会と協議し、協力会ホームページ

において、不要であったリンクを

削除するとともに、常時「出店募

集要項」と問合せ先電話番号を掲

載した。あわせて、全ての出店者

の商品のイメージ写真を掲載し

た。 

協力会がホームページの階層変

更を伴う改修を行う際は、部が事

前に確認する仕組みへと改め、令

和７年８月２８日開催の交通局と

協力会との打合せで指示を行っ

た。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 84 -－84－



 

番
号 

対象局 事項 
監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

62 

教育庁 

※部活動に係

る外部指導者

への研修につ

いて 

東京都教育委員会は、「学校部

活動及び地域クラブ活動に関す

る総合的なガイドライン」を作

成し、部活動において専門的な

技術指導に加え大会引率等がで

きる外部指導者を積極的に配置

し、教職員の負担軽減を踏まえ

た地域との協働体制を整備する

こととしている。 

外部指導者については、指導

部が学校の希望に基づいて決定

している（以下「支援事業委嘱指

導者」という。）ほか、都立学校

教育部が配付し校長が編成する

予算により学校が個別に外部指

導者を委嘱している場合もあり

（以下「学校委嘱指導者」とい

う。）、学校によってはこれらが

併存し、実技指導や事故対応等

の職務について部活動顧問等と

連携・協力しながら生徒を指導

している。 

ところで、指導部は、部活動の

適切な運営及び事故の未然防止

等を徹底する必要があることか

ら、委託契約により外部指導者

等用の研修動画を作成してい

る。そのうえで、各学校の支援事

業委嘱指導者に対して、３０分

程度、学校で研修動画による研

修を受講するように求め、研修

時間に対する報償費の支払を行

うよう学校へ通知している。し

かしながら、学校委嘱指導者に

対しては、学校が個別に委嘱し

ていることから、結果として同

研修が行われていない状況が認

められた。 

動画は重大事故防止や健康面

での留意事項など部活動の指導

において基本的かつ重要な内容

であることから、動画を活用し、

学校委嘱指導者においても研修

を受講させることが望ましい。 

都立学校教育部及び指導部

は、連携し、部活動の適切な運営

及び事故の未然防止等を徹底す

るため、外部指導者の研修方法

を検討することが望まれる。 

都立学校教育部は、令和７年８

月２９日付通知文において、各都

立学校に対して、指導部が支援事

業委嘱指導者に受講させている動

画研修について、学校委嘱指導者

に受講させることや研修時間に対

する報償費を支払うよう都立高校

等に対して周知を行った。【１－

エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

   ◎     

- 85 -－85－



 

〔令和６年度公営企業各会計決算審査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

63 

下水道局 

建設仮勘定を

適正に計上す

べきもの 

令和６年度末における建設仮

勘定の内容を見たところ、平

成２６年度に廃止して固定資産

台帳の除却処理を行っている汐

留ポンプ所の整備工事（構造物

撤去工、建築物解体工等）等の費

用が計上されていた。 

このことについて、局は、汐留

ポンプ所の機能を移転させる勝

どきポンプ所を現在建設中のた

め、当該費用は勝どきポンプ所

完成時に勝どきポンプ所資産と

して計上するとしている。 

しかしながら、「地方公営企業

が会計を整理するに当たりよる

べき指針」において、資産とは、

それにより地方公営企業のサー

ビス提供能力又は将来の経済的

便益が期待されるものと定めら

れており、汐留ポンプ所の整備

に要した費用は、勝どきポンプ

所のサービス提供能力とは結び

付かず、新施設の資産価値を上

げる性質ではない。 

このことから、当該費用はそ

の都度固定資産除却費として計

上するべきであり、勝どきポン

プ所資産として計上することは

資産を過大に計上することとな

り適正でない。 

この結果、建設仮勘定が１２

億７，５１０万８，０１３円過大

に計上されている。 

局は、建設仮勘定の計上を適

正に行われたい。 

誤りの発生原因は、旧施設の撤

去工事費用を新施設の資産に該

当するものと解釈したことによ

るものである。 

経理部が令和７年７月に関係

所管に照会し、建設仮勘定全件に

おける類似案件の有無について

点検を行った上で、汐留ポンプ所

その他１施設の整備に関する建

設仮勘定について、同年９月２日

に建設仮勘定の除却処理を行い、

令和７年度の固定資産除却費と

して計上した。あわせて、令和７

年度執行予定分についても精査

し、発見された類似案件（２施設）

についても、固定資産除却費とし

て計上する予定である。【１－ウ】 

部は、本指摘を踏まえ、指摘内

容と適正な執行科目について、令

和７年８月２２日付通知文によ

り局内周知を行い、今後の事務処

理の適正化を図った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎     ○ 

- 86 -－86－



 

〔令和６年度各会計歳入歳出決算審査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

64 

総務局 

債権が過大計

上となってい

るもの 

債権２４６万５，０００円（小

笠原諸島生活再建資金貸付金）

が過大に計上されている。 

令和７年１０月２４日に、債権

増減異動通知書を会計管理者へ

提出し、修正手続を行った。【１

－ウ】 

誤りの発生原因は、債権増減異

動通知書上の現在高と、債権管理

台帳上の残高との突合が不十分

であったことにある。 

小笠原支庁及び行政部におい

ては、貸付金に係る事務手続に関

し、債権増減異動通知書と債権管

理台帳の残高が一致することの

確認を徹底するよう申し合わせ

を行った。 

また、総務部においては、令

和７年１０月２日付通知文によ

り、公有財産増減異動通知書等の

提出に係る局内の依頼文におい

て、記載誤り等がないよう、注意

事項として明記するとともに、メ

ール文においても監査指摘事例

の紹介を行い、局内の再発防止に

向け、周知徹底を図った。【２－

ウ、２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎    ○ ○ 

65 

デジタルサー

ビス局 

出資による権

利が登載漏れ

となっている

もの 

出資による権利７９０億円

（一般財団法人 GovTech 東京出

えん金（つながるキャンペー

ン））が登載漏れとなっている。 

登載漏れとなっていた出資に

よる権利について、令和７年４

月１日付けで財産情報システム

に登録した。【１－ウ】 

誤りの発生原因は、東京都公有

財産規則等の各規定の理解不足

及び財産情報システムへの登録

に関するチェックが不十分であ

ったためである。 

局は、令和７年１０月２４日付

けで、公有財産台帳の整備を適切

に行うよう、公有財産に関する理

解促進のための資料を添付し、局

内各部宛て周知した。また、公有

財産の取得や異動等が発生する

場合は、起案文書の協議欄に総務

部を明記するよう局内各部宛て

周知することで、チェック体制を

整えた。【２－ウ、２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ○    ◎ ○ 
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66 

生活文化局 

債権が過大計

上となってい

るもの 

債権２０円（事務室の賃借に関
する敷金）が過大に計上されてい
る。 

会計管理局と対処方法を相談し、
令和７年１０月２９日、令和７年度
上半期の債権増減異動通知書に関
する報告時に金額の訂正を行った。
【１－ウ】 
令和６年度中に追加で預け入れ

た旅券課の事務室の新宿第一生命
ビルディングの敷金の額について、
増減異動通知書に誤った額を記載
し、債権を過大に計上してしまっ
た。通知書作成時に所管部が誤った
数値を記載したこと、総務部でのチ
ェック時に誤記入に気づけなかっ
たことが原因である。 
また今後、以下の再発防止策に取

り組んでいく。 
総務部は、各部に対し、債権増減

異動通知書を依頼する際、最新の契
約書や支出時の帳票等の根拠資料
と合わせ、チェックリストを添付
し、金額の確認を徹底するよう３
月、９月に周知する。【２－ウ】 
各部は、債権増減異動通知書を提

出する際、複数チェックにより、報
告事項の有無や金額の確認を徹底
するよう部内に周知する。 
４月、１０月に局内で回答をとり

まとめる際には、総務部管財担当と
計理担当で情報共有を行い、各担当
が所管するデータと突き合わせて、
部から提出された債権増減異動通
知書の内容を確認する。【２－ウ】 
また、６月に貸借対照表が初回配

信された際には、再度ミスがないか
確認を徹底する。 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎    ○  

67 

福祉局 

調定額及び収

入未済額が過

小計上となっ

ているもの 

（款）諸収入（項）雑入（目）
契約違約金において、調定額及び
収入未済額が各３２万９，３２７
円過小に計上されている。 

総務部は、当該債権については、
令和７年７月２５日付７福祉総総
第４９６号に基づき、速やかに再調
定を行った。【１－ウ】 
本件の誤りの発生原因は組織改

正に伴う移行処理が会計管理局で
漏れており、やむを得ず局で収入未
済の処理をしなければいけなかっ
たところその処理の案内も不十分
であったことが主たる原因である。 
局は、指摘事項を踏まえ、契約手

続、資金前渡、債権管理、物品管理
等の基本的な事務手続に関する、参
照すべきマニュアルや研修資料を、
Ｔｅａｍｓを活用して整理した。加
えて、令和７年９月２５日付通知文
により監査指摘事項に関して局内
に周知する際に、上記取組も併せて
周知することで再発防止を図った。
【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎     ○ 
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68 

産業労働局 

調定額及び収

入未済額が過

大計上となっ

ているもの 

一般会計（款）諸収入（項）雑

入（目）庁舎管理費等収入におい

て、調定額及び収入未済額が

各６円過大に計上されている。 

令和７年５月１９日付けで財

務会計システムにおいて修正済

である。【１－ウ】 

誤りの発生原因は、調定及び納

入通知書の発行時のチェックが

不足していたためである。 

当該指摘事例や経理事務等の

留意点について、令和７年９月１

日付通知文により再発防止のた

めの局内周知を行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ○     ◎ 

69 

産業労働局 

出資による権

利が過大登載

となっている

もの 

出 資 に よ る 権 利 １ １

億５，４６７万５，０００円（（公

財）東京都環境公社出えん金（ス

マートエネルギーネットワーク

構築事業基金)）が過大に登載さ

れている。 

令和７年８月４日に公有財産

台帳の修正を実施済みである。

【１－ウ】 

誤りの発生原因は、出資による

権利について財産登録が必要で

あることの認識が不足していた

ためである。 

局は当該指摘事例や経理事務

等の留意点について、令和７年９

月１日付通知文により再発防止

のための局内周知を行った。産

業・エネルギー政策部においても

部内及び（公財）東京都環境公社

に周知した。【２－エ】 

今後は、財産の処理期間の認識

を徹底し、適切に処理が行われる

よう再発防止に努める。 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ○     ◎ 
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70 

産業労働局 

出資による権

利が登載漏れ

となっている

もの 

出資による権利１億円（（公

財）東京しごと財団出えん金（プ

ラチナ・キャリアセンター事

業）)が登載漏れとなっている。 

就業推進課は、登載漏れであっ

た出資による権利１億円につい

て、令和７年７月７日に登録を行

った。【１－ウ】 

誤りの発生原因は、出資による

権利について財産登録が必要で

あることの認識が不足していた

ためである。 

上記認識について令和７年９

月１日付通知文により課内関係

者に周知徹底した。 

また、本事案を踏まえ、事務処

理手続を見直し、その見直し内容

を含め、課内関係者に周知徹底す

るとともに、複数チェック機能を

強化する。 

さらに、局は当該指摘事例や経

理事務等の留意点について、令

和７年９月１日付通知文により

再発防止のための局内周知を行

った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ○     ◎ 

71 

建設局 

物品が過大登

載となってい

るもの 

物品３６点（Ｘ線画像処理シ

ステムほか３５点）が過大に登

載されている。 

本件は、部が指定管理者（東京

動物園協会等）から過年度に報告

を受けていたにもかかわらず、シ

ステム処理を行わなかったこと

によるものである。 

部は、財務会計システムに登載

されている全ての重要物品の管

理状況を調査し、調査により過大

登載が判明した３６点について

削除処理を行った。【１－ウ】 

また、新たな重要物品の廃棄等

の状況を確実に把握するため、今

後は、毎年度末に、年度内に生じ

た供用備品の全ての異動状況に

関して、供用備品台帳及び財務会

計システムにおける登録情報の

照合を行うよう、令和７年９

月１９日に事務処理ルールを改

善した。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎    ○  
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72 

港湾局 

建物が過大登

載となってい

るもの 

建物７４．６３㎡（有明親水海

浜公園西入江倉庫ほか１件）が

過大に登載されている。 

臨海開発部は、過大に登載され

ていた建物の面積について、令

和７年８月６日に財産情報シス

テムの訂正処理を行った。【１－

ウ】 

誤りの発生原因は、海上公園の

開園に向けた財産登録の手続に

ついて引継書が十分に整理され

ておらず、異動直後に担当した職

員が誤った処理を行ってしまっ

たためである。 

そのため部は、引継日から開園

日までの財産登録のフローを示

したチェック表を作成した。これ

に基づき正副担当者による複数

チェックを行うとともに、起案時

にはチェック表と、システムに登

録した内容の打ち出しの両方を

添付することにより、決裁の関与

者等もチェックができるように

した。 

さらに、部は、海上公園の財産

登録に関するマニュアルを作成

し共有することにより、より適正

に財産登録ができる体制を整え

た。【２－ウ】 

また、局は、令和７年８月２１

日実施の監査結果説明会におい

て、各部・所の経理担当者に対し、

当該指摘事例等について周知し

た。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎    ○ ○ 
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73 

港湾局 

建物が登載漏

れとなってい

るもの 

建物３１５．１１㎡（岡田港日

除・雨除施設）が登載漏れとなっ

ている。 

離島港湾部は、登載漏れとなっ

ていた建物の延床面積について、

令和７年７月３１日に、財産情報

システムの訂正処理を行った。

【１－ウ】 

本指摘は、過去の増築情報の登

録漏れによるものである。誤りの

発生原因は、財産登録時に過去の

増築情報など既に登録されてい

る内容のチェック体制が整って

いなかったことである。 

そのため、部は、財産登録の起

案時、登録済の情報についてもし

ゅん功図等の根拠資料と突合さ

せ、誤りがないか正副担当者で再

度確認を行うこととし、令和７

年８月６日開催の部内財産担当

者会議において、上記のチェック

体制について周知した。【２－ウ】 

さらに、局は、令和７年８

月２１日実施の監査結果説明会

において、各部・所の経理担当者

に対し、当該指摘事例等について

周知した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎    ○ ○ 

74 

教育庁 

調定額及び収

入未済額が過

大計上となっ

ているもの 

（款）諸収入（項）雑入（目）

雑入において、調定額及び収入

未済額が各１６万１，９８９円

過大に計上されている。 

過大に計上されていた調定額

及 び 収 入 未 済 額 各 １ ６

万１，９８９円については、令

和７年６月１３日に、財務会計シ

ステムにより更正処理を行った。

【１－ウ】 

また、再発防止のため、以下

の３点を実施する。 

① 給与担当者は、会計管理局の

実施する会計実務研修等を受

講し、根拠に基づく正しい処理

方法を身に付けることで、誤処

理を防止する。 

② 給与担当者は、財務会計シス

テムにおいて調定登録を行う

前に、「歳入予算執行状況一覧」

から収入未済繰越の状況、繰越

額及びその内訳を確認するこ

とで、二重の調定登録処理の防

止につなげる。 

③ 給与担当者は、財務会計シス

テムにおいて調定登録を行っ

た後に、出力される「調定登録

確認書」及び「歳入予算執行状

況一覧」を複数名で確認し、二

重に調定登録が行われていな

いか確認することで再発防止

に努める。 

なお、以上のことについて、年

度末において、確実に引継ぎを行

うこととした。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎    ○  
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75 

警視庁 

収入未済額が

過大計上とな

っているもの 

（款）諸収入（項）延滞金及加

算金（目）放置違反金において、

収入未済額が８，４２１円過大

に計上されている。 

過大に計上されていた収入未

済額８，４２１円について、令

和７年５月１９日に更正処理を

行った。【１－ウ】 

誤りの発生原因は、自己破産の

配当による分納という特異な事

案が発生した際、違反金管理係と

滞納処分係の情報共有不足によ

り、放置違反金システムの催告停

止を解除して、全額の納付書を再

度発行し、二重払いとなったた

め、過払登録を行った結果、収入

未済が発生したことである。 

そのため、交通部駐車対策課

は、債務者が破産した際の債権処

理を適正に行うためのフローチ

ャートを作成して係間の連携を

徹底するとともに、同様の事例が

発生した場合、放置違反金システ

ムの催告停止を解除し、全額の納

付書を発行できないように改修

を行った。【２－ウ】 

また、交通部駐車対策課は、令

和７年８月１９日に、担当者連絡

会議を開催し、今後破産者の債権

処理についてはフローチャート

を用いて十分に確認を行うよう

に周知させるとともに、係間の情

報共有の徹底を指示した。【２－

エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

  ◎    ○ ○ 
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